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第１部

森林及び林業の動向





 ����� は じ め に ����� 

　我が国の国土の３分の２を占める森林は、地球温暖化の防止や国土の保全、水源

のかん養、生物多様性の保全などの多様な機能を有し、「緑の社会資本」として広

く国民に恩恵をもたらしている。また、京都議定書の第１約束期間が迫る中、森林

整備による二酸化炭素吸収量の確保への期待が高まってきているほか、森林環境教

育や森林セラピーの場としての期待など、森林に対する国民のニーズは多様化して

きている。

　また、現在、我が国の人工林は、利用可能な資源として充実しつつあり、１００年

後の多様で健全な森林に誘導していく上での分岐点となる時期を迎えている。

　一方で、長期的な国産材需要の減少は、国内の林業生産活動の停滞を招き、結果

として、林業従事者の減少、高齢化などが進行している。林業は、木材の生産のみ

ならず、森林の健全な育成を担っており、利用可能な人工林資源が有効に活用され

ず、今以上に林業の停滞を招く場合には、手入れ不足の森林が増加し公益的機能の

発揮への支障が懸念される。

　このように、森林の健全な育成を図る上では林業生産活動が持続的に行われるこ

とが重要である。そして、世界的な木材需要の増加等がみられる中、加工技術の向

上等により国産材の用途が広がりつつあるなど、国産材の利用を進める追い風が吹

いている今が、充実しつつある資源を利用し、林業が活性化していく絶好の機会と

いえる。その際、木材の加工を担う木材産業もニーズに応えた国産材製品を供給し

ていくことが重要であり、林業と木材産業が連携して競争力の向上のための改革を

進めていくことが求められている。

　また、森林を適切に整備・保全し、緑豊かな国土を未来へ引き継いでいくため、

平成１９年２月から、「美しい 森  林 づくり推進国民運動」を官民一体となって全国で
も り

展開していくこととした。

　地球温暖化防止対策をはじめ、森林の健全な育成への取組が急がれる中で、この

運動を通じ、国民全体で森林づくりや木材利用を進めていくことの重要性に対して

国民の理解が深まることが期待されている。

　以上のような認識の下に、本年度報告する「第１部森林及び林業の動向」では、

林業・木材産業が今後目指すべき方向性について提示するとともに、地球温暖化防
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止対策の推進の必要性について記述した。また、森林・林業基本法の理念に基づき、

森林、林業と山村、国有林野事業の各分野についての動向と課題を取り上げた。

　第Ⅰ章『健全な森林を育てる力強い林業・木材産業を目指して』では、緑の社会

資本である森林が、その多面的な機能を高度に発揮できるよう、充実しつつある資

源を活かしつつ、多様で健全な森林づくりを進めていく必要があることを記述した。

また、広く国民が森林づくりに関わることや国産材利用を進めていくことの重要性

について記述した。さらに、林業・木材産業の構造改革の方向として、品質・性能

の確かな製品を効率的に安定供給していくための生産・加工・流通体制の整備など

が必要であることについて記述するとともに、バイオマス利用の推進により木材を

総合的に利用していくことが求められていることについて記述した。

　第Ⅱ章『地球温暖化防止に向けた森林吸収源対策の推進』では、京都議定書の第

１約束期間の開始が目前に迫る中、我が国が温室効果ガスの６％削減約束のうち

３.８％に当たる１,３００万炭素トン程度を森林による吸収量で確保することを目標とし

ていることを踏まえ、森林吸収量を確保するための追加的な森林整備など、森林吸

収源対策の加速化が必要であることについて記述した。

　第Ⅲ章『多様なニーズに応じた森林の整備・保全の推進』では、多様なニーズに

応えるための多様で健全な森林づくりの必要性について記述した。また、間伐の推

進、花粉症対策、国民参加の森林づくり、治山事業の推進、森林病害虫と野生鳥獣

被害対策等の取組について記述した。さらに、世界の森林減少の状況と持続可能な

森林経営に向けた我が国の国際貢献の取組について記述した。

　第Ⅳ章『林業・山村の振興』では、森林所有者の高齢化、不在村化等により自ら

施業や経営を行うことが困難な森林所有者が増加していることから、森林組合等が

積極的に施業や経営の受託を進めるとともに、施業の集約化等により効率的な森林

施業を実施していくことが求められていることなどについて記述した。また、「緑

の雇用」により若年層の就業者の確保と育成に引き続き取り組むことの必要性につ

いて記述した。さらに、山村の活力を高めていくためには、地域資源を有効に活用

した産業の育成が必要であることなどについて記述した。

　第Ⅴ章『「国民の 森  林 」としての国有林野の取組』では、国有林野が国土の保全
も り

や自然環境の保全等に大きな役割を果たしており、その適切な保全管理に努めてい

ることについて記述するとともに、民有林と連携した木材の安定供給の取組や地球

温暖化防止対策への取組、森林環境教育の取組など、「国民の森林」としての国有

林野の管理経営における様々な取組について記述した。 
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 ���� ト ピ ッ ク ス ���� 

　　　　　平成１８年度森林及び林業の動向において特徴的な動き、国民

　　　　　の関心を集めた出来事を紹介するものです。

　　　　　　　 1　新たな森林・林業基本計画の始動

　　　　　　　 2　「美しい 森  林 づくり推進国民運動」の展開
も り

　　　　　　　 3　温暖化防止のための森林吸収源対策の加速化

　　　　　　　 4　急激に変化した平成１８年の木材価格

　　　　　　　 5　環境に優しい木質バイオマス資源



1　新たな森林・林業基本計画の始動

（１）　森林・林業基本計画の位置づけ

　平成１８年９月、政府は、新たな森林・林業基本計画を策定し、１００年先を見通し

た森林づくりと国産材の復活を目指して、森林・林業施策を進めていくこととしま

した。

　森林・林業基本計画は、平成１３年６月に成立した森林・林業基本法に基づき定め

られるもので、これまでの森林・林業基本計画は、森林の有する多面的機能の発揮、

林業の持続的かつ健全な発展という基本法の基本理念の実現に向け平成１３年１０月に

策定されたものでした。

　その後、利用可能な資源の充実、森林に対する国民ニーズの多様化、木材の需要

構造の変化など森林・林業・木材産業をめぐる情勢の変化がみられるようになりま

した。

　そこで、これまでの森林及び林業に関する施策全般にわたる効果の評価と見直し

を行った上で、１００年先を見通した森林づくり、多様化するニーズに応えた森林の

整備と利用、国産材の利用拡大を軸とした林業・木材産業の再生等を目指して、新

たな基本計画を策定したものです。 
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森林・林業基本法�
<基本理念>

森林・林業基本計画�

<基本的な施策>

森林の有する多面的機能の発揮� 林業の持続的かつ健全な発展�

（森林及び林業に関する施策の総合的かつ計画的な推進）�

森林の有する多面的機能�
の発揮に関する施策�

林業の持続的かつ健全�
な発展に関する施策�

林産物の供給及び利用�
に関する施策�

○ 森林・林業に関する施策についての基本的な方針�
○ 森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する�
　 目標�
○ 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策　等�

森林・林業基本計画とは�



（２）新たな森林・林業基本計画の目指す方向 
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基本的な考え�

転換期を迎えた森林・林業と新たな施策の方向性�

●　森林は「緑の社会資本」であり、その恩恵を後世の人々が享受できるよう、より長期的
視点に立った森林づくりを推進。�

●　森林を支えるためには林業の発展が不可欠であり、国産材の利用拡大を軸に国産材の復
活を目指す。�

利用可能な資源の充実�

森林に対するニーズの多様化�

施策の再構築�

木材の需要構造の変化と新たな動き�

基本的視点�
○国民・消費者の視点の重視�
○環境保全への貢献�
○新たな動きを積極的に伸ばす「攻めの林政」の展開�

○　100年先を見通した森林づくり�
�
　広葉樹林化や長伐期化等の多様な森林�
づくりの推進。�

○　国有林と民有林の連携の強化�
�
　国有林と民有林が一体になった流域の�
保全、木材の安定供給等の促進。�

○　流域の保全と災害による被害の軽減�
�
　流域全体を一体とした計画的な治山事�
業等の推進。�

○　多様化するニーズに応えた森林整�
　備と利用�
�
　花粉の発生抑制のための取組、森林環�
境教育等の推進。�

○　国産材の利用拡大を軸とした林業・�
　木材産業の再生�
�
　施業の集約化、製材・加工の大規模化、�
消費者ニーズに応えた製品開発等の推進。�

　高齢級の人工林が急増し、利用期を迎える一方、�
施業が十分でない森林の荒廃が懸念。�

　　森林資源を利用しながら多様な姿へ誘導�
　していく分岐点�

　品質・性能の明確な製品の大量で安定的
な供給へのニーズ、加工技術の向上等によ
る国産材の利用拡大、輸出の拡大等の動き。�

　　林業・木材生産の構造改革�

　地球温暖化の防止、山地災害の防止、環
境教育の場の提供、生物多様性や景観の保全、
花粉の発生抑制等。�

　　ニーズに的確に応える森林づくりが必要�



（３）目標のポイント 
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　急増する高齢級の人工林について施業コストを低減しながら、�
地域の特色やニーズに応じた多様な森林づくりを進めることとし�
て、望ましい森林の状態を提示�

（ポイント）�
○ 育成単層林のうち、林地生産力の低い森林や皆伐を避けるべき森林�
 　は、間伐や択伐を進め、徐々に広葉樹林を含む育成複層林へ誘導�
○ 天然生林の一部は、天然更新を促す作業等により育成複層林へ誘導�

（単位：万ha、百万ｍ3）�

（現況）�
Ｈ17年�

目標�

Ｈ27年� Ｈ37年�

（参考）�
指向状態�
＜100年後＞�

育成単層林�
育成複層林�
天然生林�
合計�
総蓄積�

1,030�
90�

1,380�
2,510�
4,340

1,030�
120�
1,350�
2,510�
4,920

1,020�
170�
1,320�
2,510�
5,300

660�
680�
1,170�
2,510�
5,450一

体
と
し
て
設
定�

森 

林 

の 

多 

面 

的 

機 

能 

の 

発 

揮�

　森林の多面的機能の発揮のための整備を通じて供給される木材�
について、安定供給体制づくり、製材・加工の大規模化等に取り�
組む結果、実現が見込まれる供給量とその内容を提示�

（ポイント）�
○ 資源の増加や需要動向を考慮しつつ、10年後に木材供給量の�
　 35％増を見込む�

製材用材�
パルプ・チップ用材�
合板用材�
その他�
合計�

木 

材 

の 

供 

給 

及 

び 

利 

用� （実績）�
Ｈ16年�

（実績）�
Ｈ16年�

（目標）�
Ｈ27年�

（参考）�
Ｈ37年�

国産材利用量� 総需要量�
（目標）�
Ｈ27年�

（実績）�
Ｈ16年�

（見通し）�
Ｈ27年�

11�
4�
1�
1�
17

14�
5�
3�
1�
23

37�
38�
14�
2�
91

33�
41�
15�
2�
91

（単位：百万ｍ3）�

木材供給量� 17 23 29

用途別�



2　「美しい 森  林 づくり推進国民運動」の展開
も り

　平成１９年２月２３日、幅広い国民の理解と協力の下に、官民一体となった運動とし

て「美しい 森  林 づくり推進国民運動」を展開していくことが関係閣僚の会合におい
も り

て決定されました。

　森林は、我が国の国土の３分の２を占めており、緑豊かな美しい国土を形成して

きました。そして、古来から森林と国民生活が深く関わる中で、木材を建造物から

日用品にまで広く利用する木の文化が育まれてきました。

　また、森林に対するニーズは、地球温暖化防止、国土の保全、水源のかん養、生

物多様性の保全、花粉の発生抑制など多様化してきています。

　一方で、生活様式等が変化する中、多くの国民にとって日々の暮らしにおける森

林との直接的な関わりは薄れるとともに、林業生産活動の停滞により、間伐等の手

入れの遅れがみられる状況になっています。

　このような中、森林を適切に整備・保全し、未来に向け緑豊かな国土を創造して

いくためには、国民全体で「美しい 森  林 づくり」を推進していくことが重要となっ
も り

ています。

　このため、「美しい 森  林 づくり推進国民運動」では、幅広い関係者が一体となっ
も り

て、①国産材利用を通じた適切な森林整備、②森林を支える生き生きとした担い

手・地域づくり、③都市住民、企業等による幅広い森林づくりへの参画を総合的に

進めていくこととしています。この運動を通じて、間伐の実施や広葉樹林への誘導

等を図り、多様で健全な森林づくりを推進していきます。 
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「美しい森林（もり）づくりのための関係閣僚による会合」



3　温暖化防止のための森林吸収源対策の加速化

　我が国は、京都議定書における温室効果ガスの６％削減約束の達成に向け、

１,３００万炭素トン（基準年総排出量比約３.８％）程度を森林による吸収量で確保する

こととしており、京都議定書の第１約束期間（２００８年～２０１２年）の開始が目前に迫

る中、森林吸収源対策の加速化が求められる状況にあります。

　森林吸収源として算入の対象となるのは、「森林経営」が行われている森林に限

られます。特に、削減約束の達成には、我が国の森林の約４５％を占める「育成林」

において、間伐等の森林整備を適切に行い、「森林経営」が的確に行われるように

することが重要です。

　しかしながら、林野庁において、最新のデータ等に基づき、現状程度の水準で森

林整備等が推移した場合について試算したところ、１,３００万炭素トンを達成するた

めには、１１０万炭素トン分の森林整備が不足する状況であることが明らかになりま

した。

　このため、広く国民の理解と協力を得ながら、全国的に間伐等による森林整備を

着実に推進していく必要があります。 
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森林吸収源の算入対象となる「森林経営」の考え方�

育成林における「森林経営」の考え方�

○森林を適切な状態に保つために1990年以降に行われる森林施業�
 （更新（地拵え、地表かきおこし、植栽等）、保育（下刈り、除伐等）、間伐、主伐）�

天然生林における「森林経営」の考え方�

○法令等に基づく伐採・転用規制等の保護・保全措置�

地拵え� 植　栽� 下刈り� 間　伐�



4　急激に変化した平成１８年の木材価格

　平成１８年の輸入木材価格は急激に上昇し、１８年末の価格は対前年平均と比較して、

丸太のラワンで４割、北洋カラマツで３割、製品のラワン合板で５割、針葉樹合板

で４割、ホワイトウッド集成管柱で３割の上昇がみられました。

　この原因としては、近年の中国をはじめとする国際的な木材需要の増大に加え、

原油価格の高騰やユーロ高等が背景として考えられます。

　このようなことから、合板や集成材メーカー等においては、原材料を外材から国

産材にシフトする動きもみられます。

　利用可能な国産材資源が充実する今、林業・木材産業においては、国産材の安定

供給体制の構築が急務となっています。 
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資料：農林水産省「木材価格」（平成18年 12月）、日刊木材新聞�

　注：１）グラフ内の（ ）数値は平成17年平均単価を100とした18年 12月の指数値。�

　　　２）単位は、丸太は１m3当たり、集成管柱、正角は１本（10.5cm＊10.5cm＊３m)当たり、�

　　　　　ラワン合板は１枚（1.2cm＊90.0cm＊1.80m）当たり、�

　　　　　針葉樹合板は１枚（1.2cm＊91.0cm＊1.82m）当たり。�

丸太価格の推移�

（円）�
30,000�

25,000�

20,000�

15,000�

10,000
14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

（108）�
（138）�

（131）�

（105）�

（年）� 平成18年（月）�

ベイマツ丸太�

ラワン丸太�
（合板用）�

北洋カラマツ�
丸太（合板用）�

スギ中丸太�

製材品、合板価格の推移�

（円）�
2,500�

2,000�

1,500�

1,000�

500
14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

（129）�

（103）�
（146）�

（136）�

（年）� 平成18年（月）�

ホワイトウッド�
集成管柱�

スギ正角�
（乾燥材）�

ラワン合板�

針葉樹合板�



5　環境に優しい木質バイオマス資源

　平成１８年３月に新たに閣議決定された「バイオマス・ニッポン総合戦略」では、
バイオマスの輸送用燃料としての利用や林地残材等の未利用バイオマスの利用等を
促進していくことが示されました。また、１９年２月には、関係府省からなる「バイ
オマス・ニッポン総合戦略推進会議」において、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大
に向けた工程表等が取りまとめられました。
　バイオマスは、生物が太陽エネルギー、水、二酸化炭素から光合成によって生成
した有機物であり、持続的に再生可能な資源です。また、例えば住宅等の建築材料
として利用された製材品をチップ化してボード類等で再利用し、さらにその後に燃
料として利用するなど、段階的利用（カスケード型利用）が可能な資源です。さら
に、いわゆる「カーボンニュートラル」（注）な資源であり、地球温暖化防止や循環型
社会形成への貢献が期待されています。
　現在、木質バイオマスのうち、製材工場等で発生する残材については、その大半
が利用されていますが、林地残材については、搬出コストが高く採算に合わないこ
となどから十分に活用されていません。一方、木質バイオマスの用途は、熱源・発
電用燃料や加工原料のほか、家畜の飼料など広がってきています。また、輸送用燃
料となるバイオエタノールの原料として利用することも注目されています。
　木質バイオマスを含め木材の総合的な利用を進めることは、森林の整備を促進し、
森林を健全に育成する上でも重要です。木質バイオマスの利用が、企業、国民等の
様々な活動の場で積極的に進められることが期待されています。 
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木質バイオマス�

林地残材�

製材工場等残材�

建設発生木材等�

燃料�

加工原料�

その他�

実用化を目指す分野�

・樹皮�
・製材工場残材　等�

・剪定枝�
･建築解体材　等�

チ
ッ
プ
等�

製材工場･ボード工場等�
の熱源･発電用　等�

ボード原料、パルプ　等�

飼料、キノコ培地　等�

バイオエタノール�
生分解性プラスチック　等�

（注）　〈カーボンニュートラルの考え方について〉

　「バイオマス・ニッポン総合戦略」では、対象とするバイオマスを「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」とし
ている。また、「バイオマスを燃焼すること等により放出される二酸化炭素（ＣＯ２）は、生物の成長過程で光合成により大気中から吸収し
たＣＯ２であることから、バイオマスは、私たちのライフサイクルの中では大気中のＣＯ２を増加させないという「カーボンニュートラル」
と呼ばれる特性を有している。」と記述している。
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健全な森林を育てる力強い林業・木材産業を目指して

Ⅰ

（要約）

　森林は、「緑の社会資本」として地球温暖化の防止、国土の保全や水源のか
ん養をはじめとする多様な機能を有し、私たちの生活を守る上で大きな役割を
果たしている。特に、京都議定書による温室効果ガスの６％削減約束の達成に
向け、１,３００万炭素トン（基準年総排出量比約３.８％）程度を森林による二酸化
炭素吸収により確保するとしていること、近年、豪雨等による山地災害が相次
いで発生していることなどもあり、森林の整備・保全の必要性はますます高ま
っている。
　また、我が国の人工林資源は、現在利用可能な時期を迎えつつあり、成長し
た資源を利用しつつ、多様なニーズに応える森林整備を進めていく必要がある。
　しかしながら、長期的に国産材需要が減少してきた中で、森林所有者の施業
意欲の低下、林業従事者の減少や高齢化などが進んでいる。今後も、国産材資
源の利用が低位な状況が続く場合には、林業・木材産業の一層の停滞につなが
り、結果として森林の手入れの遅れを招き、森林の荒廃、公益的機能の低下に
つながることが懸念される。このため、林業・木材産業を、国産材利用の拡大
を軸として再生していくことが不可欠となっている。
　また、我が国では、古くから「木の文化」が培われてきた。近年、木の良さ
を活かした住環境を見直す動きもみられる。木材利用は、温暖化防止や循環型
社会の形成にも寄与するものであり、「木づかい運動」や「木育」等を通じて、
木材利用の意義について国民の理解を深めていくことが重要となっている。 
　このような中、国土の３分の２を占める森林を適切に整備・保全し、緑豊か
な国土を未来へ引き継いでいくため、平成１９年２月から、国民の幅広い理解と
協力のもと、「美しい 森  林 づくり推進国民運動」を官民一体となり全国で展開

も り

していくこととした。
　健全な森林の育成、木材利用の推進が求められる中、林業・木材産業は、素
材生産・流通・加工の低コスト化や品質・性能の確かな製品の安定供給体制を
構築し、合板や集成材など近年の住宅建築で需要を伸ばしている分野でも国産
材利用を拡大していくことが重要である。さらに、木質バイオマスの利用も含
め木材の総合的な利用を推進していくことが重要である。
　林業・木材産業は、国民のニーズを踏まえた活動を通じて森林と国民の橋渡
し役を担いながら、持続可能な森林経営を実践する中で、環境に貢献する産業
として国民に広く受け入れられるように、力強く発展していくことが期待され
ている。



1　今、なぜ力強い林業・木材産業が必要か

（１）「緑の社会資本」である森林

　我が国は、国土の３分の２が森林であり、フィンランド、スウェーデンと並ぶ世

界有数の森林国である。また、国土は南北に長く、亜寒帯から亜熱帯にまで及び、

森林もエゾマツやトドマツ、スギやヒノキ等の常緑針葉樹林、カラマツ等の落葉針

葉樹林、ブナ、ミズナラ等の落葉広葉樹林、シイ、カシで構成される常緑広葉樹林、

ガジュマル等の亜熱帯林といった多様な姿を見ることができる。このような豊かな

森林は古くから人々の生活と深く結びつき、そこから生産される多様な林産物は、

建築資材、日用品、燃料、食料等として、生活の様々な場で上手に活用され、我が

国が世界に誇る「木の文化」を形成してきた。

　また、森林に対する国民のニーズは、地球温暖化の防止のための貢献、山地災害

に対する国民の安全・安心の確保、きれいな水の供給、花粉の発生抑制など多様化

してきている。

　森林の役割には、地球温暖化の防止等地球規模での環境を保全する機能、国土の

保全や水源のかん養等国民生活を広く支える機能をはじめ、動植物の生息・生育の

場として生物多様性を保全する機能、森林浴等の保健・レクリエーションの場を提

供する機能、林産物の供給機能など多様なものがあり、このような機能は、森林の

多面的機能といわれている（図Ⅰ－１）。

　また、森林から生産される木材は、森林が吸収した二酸化炭素を炭素として貯蔵

していることや再生産可能な資源であることから、その利用は地球温暖化の防止や

循環型社会の構築に寄与するものである。

　このように、森林は「緑の社会資本」として私たちの生活を守る上で大きな役割

を果たしている。そして、その恩恵を将来にわたり享受するには、森林を健全な状

態に維持していくことが重要である。

　しかし、資源としての国産材の利用は長期的に減少してきている。一般に、森林

の経済的な価値は、木材として利用される立木の価値であり、木材利用の減少によ

り、その価値が低下している現状においては、森林所有者等の経営意欲の低下を招

いている。
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　我が国の森林の４割は人工林であり、その大半は戦後植林され、利用可能な資源

として充実しつつある。今後、これらの利用が停滞すれば、資源の有効活用の観点

のみならず、手入れの遅れによる公益的機能の低下という観点からも国民にとって

大きな損失をもたらすこととなる。

　このため、「緑の社会資本」である森林が、その多面にわたる機能を高度に発揮

できるよう、充実しつつある森林資源を活かしつつ、多様で健全な森林づくりを進

めていくことが必要である。 
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図Ⅰ－1　森林のもつ多面的機能と貨幣評価�

資料：日本学術会議答申 「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」

及び同関連付属資料（平成13年 11月）�

注：１）機能によって評価方法は異なっている。また、評価されている機能は多面的機能全体のうち一部の

機能に過ぎない。�

　　２）いずれの評価方法も、「森林がないと仮定した場合と現存する森林を比較する」等一定の仮定の範

囲においての数字であり、少なくともこの程度には見積もられるといった試算の範疇を出ない数字

であるなど、その適用に当たっては細心の注意が必要である。�

木材�
食料�

工業原料�
工芸材料�

遺伝子保全�
生物種保全�
生態系保全�

気候緩和�
大気浄化�

快適生活環境形成�

療養�
保養�
行楽�

スポーツ�

景観・風致�
学習・教育�
芸術�

宗教・祭礼�
伝統文化�

地域の多様性維持�

表面侵食防止�
表層崩壊防止�

その他土砂災害防止�
雪崩防止�
防風　防雪�

地球温暖化の緩和�
（二酸化炭素吸収、　�
　化石燃料代替エネルギー）�
地球の気候の安定�

洪水緩和�
水資源貯留�
水量調節�
水質浄化�

1兆2,391億円 /年�

6兆4,686億円 /年�

8兆7,407億円 /年�

14兆6,361億円 /年�

2,261億円 /年�

28兆2,565億円 /年�

8兆4,421億円 /年�

2兆2,546億円 /年�

物質生産� 生物多様性保全�

快適環境形成� 水源かん養�

地球環境保全�文　　化�

土砂災害防止 /土壌保全�保健・レクリエーション�



（２）森林に求められる多様なニーズの高まり

（森林による地球温暖化防止への貢献）

　森林は、その成長の過程で、地球温暖化の原因とされる大気中の二酸化炭素を光

合成により吸収し、樹幹や枝等に炭素を貯蔵することから、地球温暖化の防止を図

る上で重要な役割を果たしている。

　また、樹幹等に貯蔵された炭素は、森林が伐採された後も、木材・木材製品の中

に貯蔵され続けるため、木造住宅は「第二の森林」ともいわれている。木材・木材

製品は、最終的にエネルギー源として利用されることにより化石燃料の使用量を抑

制する効果が期待されるほか、焼却等により二酸化炭素を大気中に放出しても、そ

れは元来大気中から吸収したものであることから、新たな二酸化炭素を発生させな

いという性質を有している。

　このため、健全な森林を育成し、成長した森林から生産される木材を利用し、さ

らにその跡地に森林を再度育成していくというサイクルを確立していくことは、地

球温暖化防止の取組として大きな意義を有するものである。

　また、我が国は、京都議定書による温室効果ガスの６％削減約束の達成に向け、

１,３００万炭素トン（基準年総排出量比約３.８％）程度を森林による二酸化炭素吸収量

により確保することとしており、約束を達成するためには、森林の整備、木材の有

効利用等を一層推進していくことが求められている。

（森林のもつ水土保全機能への期待）

　森林は、安全で安心できる暮らしを実現するために重要な国土の保全、水源のか

ん養等の公益的機能の発揮を通じて国民全体に恩恵をもたらしている。

　しかしながら、近年は林業生産活動が停滞する中、間伐等の手入れが十分でない

森林が見られるようになるなど、森林のもつ公益的機能の発揮に支障をきたすこと

が懸念される状況にある。このため、適切な間伐等の施業の実施とともに、水源の

かん養や山地災害の発生防止などの機能の発揮が特に求められる人工林については、

抜き伐りの繰り返しによる高齢級の森林への誘導や、伐採に伴って発生する裸地の

縮小や分散を図りつつ育成管理していくことが重要となっている。

　また、近年においては記録的な自然災害が相次いでいる。平成１６年には、観測史

上最多の１０個の台風が上陸したほか、１０月には新潟県中越地震が発生した。平成１７
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年には、台風第１４号が６１地点で日雨量（注）の記録を更新するとともに、１２月は記録

的な大雪となった。さらに、平成１８年には、「平成１８年７月豪雨」等により、６～

８月の期間中、３９地点で２４時間降水量の記録を、８７地点で７２時間降水量の記録を更

新している。このような短期間に集中した降水は、各地で人的被害を伴う山地災害

をもたらした。こうしたことから、土砂の流出や崩壊を防ぐなどの森林のもつ山地

災害防止機能への国民の期待は高く、治山施設の整備や機能の低下した森林の整備

を行い、災害に強い森林づくりを一層推進していくことが求められている。

（森林の利用形態の多様化）

　平成１８年４月、森林セラピーに適した森林として、森林セラピー基地（注）６箇所

とセラピーロード４箇所が、森林セラピー実行委員会（事務局：（社）国土緑化推

進機構）により認定された（表Ⅰ－１）。森林セラピーとは、経験的に認識されて

きた森林浴による心身への癒し効果を、科学的なデータに基づき客観的に評価し、

健康増進やリハビリテーションに活用していこうとするものである。海外では、森

林内に勾配、距離などが異なる幾通りもの散策コースを設計し、森林散策を運動療

法として実践している事例がみられる。ドイツでは、薬草料理やアロマテラピー等

と組み合わせた療法も行われている。 
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左：平成１６年新潟県中越地震による災害（新潟県長岡市（旧山古志村））

中：平成１７年台風第１４号による災害（宮崎県宮崎市（旧田野町））

右：平成１８年７月豪雨による災害（長野県岡谷市）

多発する山地災害

（注）日雨量とは、午前０時から翌日の午前０時までの雨量をいう。
（注）森林セラピー基地とは、森林療法のための散策路（セラピーロード）とともに、宿泊施設や休憩施設等を整備したものをいう。



　今回の認定にあたっては、現地での生理実験として、血圧、脈拍数のほか、心拍

変動性、ストレス時に濃度が上昇する唾液中のコルチゾールを指標として測定し、

生理的なリラックス効果を確認している。それらに加え、森林セラピー基地の認定

では、森林セラピープランや滞在施設、アクセス等の立地条件等も認定の基準の一

部とし、総合的な評価が行われた。

　ストレス社会といわれる現在、森林で心身を癒す森林セラピーは、森林の新たな

利用方法として期待されるものである。

　また、内閣府が行った「自然の保護と利用に関する世論調査」（平成１８年６月調

査）では、７割が今よりももっと自然とふれあう機会を増やしたいと回答している。

また、この１年ぐらいの間に森、山、海、川などの自然の多い所に出かけた理由と

して、３割が「自然の中で休息するため」と回答している。

　さらに、日常生活の中で身近に自然とふれあう機会が減少している人々、特に小

中学生等の若い世代にとって、森林の中で自然とのふれあいを持つことは有意義な

ことである。このため、野外で実際に体験し、学ぶことのできる森林環境教育が、

森林・林業関係者や教育関係者等の連携の下で実施されてきている。

　このように、保健・レクリエーションや学習・教育分野での森林利用に対するニ

ーズは広がりを見せており、利用形態も多様化してきている。
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表Ⅰ－1　森林セラピー基地とセラピーロード（平成１８年１０月末現在）

名　　　称所 在 地

◎森林セラピー基地

「白い森の国おぐに　―ブナの森　温身平（ぬくみだいら）―」山形県小国町

「『森林浴発祥の地』信州木曽上松・赤沢自然休養林」長野県上松町

「『心のふるさと』信州いいやま　～母の森　神の森～」長野県飯山市

「信州・信濃町　癒しの森　…森林メディカルトレーナーと歩く癒しの森…」長野県信濃町

「佐久市癒しの森　～ healing ～」長野県佐久市

「東大寺再建のふるさと　～杣（そま）入りの地　徳地～」山口県山口市

「『自然の恵みが人を呼ぶ里』　～癒しの森が交流を生むまち～」宮崎県日之影町

◎セラピーロード（ウォーキングロード）

「酸素一番のまち岩泉　早坂高原　～森と水のシンフォニーいわいずみ～」岩手県岩泉町

「南箕輪村『癒しの森』　信州大芝高原みんなの森」長野県南箕輪村

「天狗高原自然休養林」高知県津野町

注：「佐久市癒しの森～ healing ～」は平成 18 年 10 月にセラピーロードからセラピー基地に移行。



（森林の公益的機能を支える主体の多様化）

　近年、多くの国民にとっては日々の暮らしにおける森林との直接的な関わりが薄

らいできている一方、ボランティア、企業など、多様な主体による森林の整備・保

全活動が活発化している。

　森林ボランティア活動を行う団体は全国的に増加し、手入れの遅れている人工林

の整備や里山の再生・保全など、多様な活動が行われている。

　また、企業が社会貢献活動の一環として行う森林の整備・保全活動では、都道府

県が企業と森林所有者の橋渡しを行うなど、企業、行政、森林所有者が連携して健

全な森林づくりを目指す動きがみられる。さらに、企業が森林の整備・保全活動を

いろいろな形でＰＲする事例もみられるようになっており、国民に森林づくりの大

切さを普及する上でも効果をあげている。

　このような多様な主体による森林の整備・保全活動の増加は、森林の公益的機能

を維持増進するための森林整備の重要性について、国民の理解が深まってきている

ことの現れであるといえる。こうした森林づくりが一層推進されることにより、森

林づくりを国民全体で支えていくことについての国民意識がさらに醸成されるもの

と期待される。

（３）将来の姿への分岐点を迎えた人工林

（利用期を迎えた人工林）

　我が国の人工林面積は、森林全体の４割を占めており、それらの大半は戦後植林

されたものである。昭和２５年から４６年にかけて、毎年３０万 ha以上の植林が行われ、

ピーク時には４０万 haを超えていた。
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事例Ⅰ－１　企業による森林づくり

　Ｃ社では、「私たちは、森を育て、人を育て、自然と共生で
きる社会を目指します。」をテーマに、自社で保有する岐阜県
内の山林において、森を守る活動や自然と触れ合う体験活動等
を一般に公開して実施している。環境保全を実践できる人材が
広く社会に育っていくことを目的とし、市民参加型の森林整備
活動として展開している。
　地元のＮＰＯ等と連携して森林ボランティア活動の指導者を
育成したり、希望する団体等にフィールドを提供して間伐や間
伐材を使った小屋づくりを行うなど、その活動内容は、多岐にわたっている。



　戦後の植林は、戦中の必要物資や復興用資材の確保のため大量に伐採が行われた

森林の跡地から始められた。昭和３０年代、４０年代には、高度成長の下で木材需要が

増加する中で、主にパルプ用材として天然林を伐採し、跡地に人工林を造成する拡

大造林が中心となった。これらの人工林の造成は、戦後の荒廃した国土に早期に森

林を造成することにより国土の保全や水源のかん養を図るという観点とともに、建

築用途等に適し経済的価値も見込める資源を造成するという観点から、育林技術が

確立しており、成長が早く真っすぐに育つスギ、ヒノキ、カラマツを主体に行われた。

　昭和４０年代後半以降は、資源的に利用可能な森林が減少したこと、外材の供給が

増加したこと等から伐採量が減少し、それに伴い植林面積も減少傾向となり、５３年

に２０万haを、６１年に１０万haを下回った後、平成１６年には２万８千haとなった。こ

のため、我が国の人工林は各林齢層が平均的に存在するのではなく、８齢級（注）か

ら９齢級の４０年生前後をピークとする分布になっている。そして、そのピーク部分

の人工林が利用可能な時期に近づいている（図Ⅰ－２）。

　一方で、中国での木材需要の増加をはじめ、国際的に木材需要が増大し、輸入価

格の上昇も一部みられる中で、国産材の自給率は若干回復し、平成１７年には７年ぶ

りに２０％を超えることとなった。

　このように利用可能な資源が充実しつつあり、自給率も回復の兆しがみられるも

のの、我が国の木材需要量は依然として減少傾向で推移し、国産材の利用量の増加

もわずかな量にとどまっている。今後、供給可能な資源の利用が十分に進まない場

合には、林業生産活動の一層の停滞につながり、結果として森林が手入れされずに

放置され、森林の荒廃、公益的機能の低下を招く要因となる。

　このため、森林の公益的機能を持続的に発揮させるために今求められているのは、

充実しつつある資源を有効に利用し、そのことを通じて森林の整備をいかに推進し

ていくかということである。

（長期的視点に立った森林づくり）

　森林の育成には長期間を要し、育成途中での樹種の転換は伐採を伴わない限り困

難であることから、森林の整備は長期的視点に立って、計画的に行うことが必要で

ある。 
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（注）齢級とは、森林の年齢を５年の幅でくくったもの。人工林では苗木を植栽した年を１年生とし、１～５年生を１齢級、６～１０年生を
２齢級と数える。



　また、戦後の人工林造成においては、時代的背景からスギ、ヒノキ等の針葉樹に

よる単一樹種の一斉造林が進められたが、森林へのニーズが多様化している現在、

針広混交林や広葉樹林への誘導など多様な森林整備が必要となっている。

　利用可能な人工林が急増しつつある中で、現在、それらをどのようにして１００年

後の多様で健全な森林に導いていくかの分岐点となる時期を迎えている。

　このため、新たな森林・林業基本計画では、森林のもつ多面的な機能を持続的に

発揮させるため、１００年先を見通した多様で健全な森林づくりを進めることとして

いる。

（４）力強い林業・木材産業の必要性

　森林、特に人工林の公益的機能を持続的に発揮するには、植栽を行って以降利用

期に至るまでの間、下刈り、除伐、間伐などの適時・適切な森林整備を長期的視点

に立って行うことが求められている。また、利用期に達した人工林を伐採して利用

することは、資源を循環させていく役割を果たすものである。そして、このような

森林の保育活動や伐採を担うのが林業である。　

　一方、林業経営の現状をみると、植林から伐採までの長期にわたる投資に見合っ

た収入を得ることが困難な状況にある。このような中、国や地方自治体は、森林の

公益的機能が十全に発揮されるよう、植栽、保育、間伐等を行う者に対して、その

費用の一部を補助している。しかしながら、国産材の需要と価格がともに低迷して

きた中で、林業経営意欲の低下が進んでいることから、適切な間伐が実行されない、

伐採跡地の再造林が行われないなどの状況が一部で見られる。また、林業従事者の

減少・高齢化も進んでいる。
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図Ⅰ－2　我が国の人工林の齢級別面積�
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　このような状況が今後も続けば、森林を支える山村の活力が失われるほか、森林

の経営や手入れを担う人材の確保も困難となり林業における技術の継承にも支障を

きたすなど、森林を管理する上での根本的な基盤が失われていくおそれがある。こ

のため、林業生産活動を通じて生産される木材が利用されるよう生産性を高め、採

算性の向上が図られることを通じ、力強い林業が再生されることが不可欠となって

いる。

　一方、国産材の需要や価格は、木材加工製品を利用する住宅産業等の需要動向や

外材輸入の動向などに左右される。現在、我が国の木材需要の約８割は外材によっ

て満たされており、国内の人工林資源が有効に活用されていない状況が、森林整備

の遅れにつながっている。

　このため、国内の人工林資源の循環的利用という点で重要な役割を担う木材産業

が国産材製品の競争力を高めていくことが必要となっている。しかし、木材産業に

おいても小規模な経営が多く、乾燥等の品質への取組が遅れているなどの課題を抱

えている状況にある。このため、原木を供給する側である林業と、原木を利用する

側である木材産業が一体となって品質の確かなものを効率的かつ安定的に供給して

いくための取組を進めていかなければならない。

　利用可能な人工林資源が充実しつつある今こそ、国産材の安定供給体制の整備を

中心とする構造改革を進め、国産材の利用拡大を軸とした林業・木材産業の再生を

図ることが、我が国の森林の健全な育成にとって不可欠となっている。

2　木の文化を育む大切さ

（我が国で培われてきた木の文化）

　我が国は、多様な樹種が生育しやすい温暖多雨な気候の中で、四季の変化に適応

した暮らしの様式を築いてきており、古くから身の回りの生活用品から住宅、大規

模建築物に至るまで様々な所で木材を利用する「木の文化」を培ってきた。樹種毎

に異なる堅さや重さ等の特徴を上手く使い分けて食器や家具等の生活用品に利用し、

それらの技術の極みは各地の伝統工芸品等ともなっている。
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　また、現存する世界最古の木造建築物といわれる法隆寺や、世界最大の木造建築

物といわれる東大寺のように、我が国には世界に誇る木造建築物が多く存在してお

り、それらの建築技術や耐久性からみても、木の良さを活かす知恵と技術が長い年

月にわたり伝承されてきたことを伺い知ることができる。

（木の良さを活かす生活）

　時代が変わり、多様な素材や技術の開発が進む中で、今まで培われてきた木の良

さを活かした生活スタイルは変化し、大工や木製品の職人が有してきた技術の中に

は「伝統的なもの」として位置づけられ、実用的な利用が減少しているものもある。

　一方、健康的な暮らしや快適な住環境への関心が高まりを見せる現代社会におい

て、住空間に木の良さを活かしていくことを見直す動きがみられる。

　木材を利用する物理的・化学的効果として、木材の調湿作用が室内の湿度変化を

抑える方向に働くこと、ヒノキやヒバ等の成分がダニの行動を抑制することなどが

明らかにされている。また、木材の香りや色合い等は人間の五感を通じて生理的に

安らぎを与えてくれるほか、多くの空隙をもつ多孔性の材料であることから衝撃を

吸収する効果も有している。これらの効果は、教育分野では木造校舎が子供の情緒

面や健康面で良い影響を与えること、医療分野では老人ホームでインフルエンザや

骨折、不眠症の発生率が低くなったことなどが具体例として報告されている。

　このような木の良さを再認識し、住宅や、教育、医療、福祉等の様々な場で積極

的に活用していくことは、我が国の気候風土に合った安らぎのある空間を創造し、

快適で健康的な生活を創造していく上で有効である。

（人工林資源の利用による循環型社会への貢献）

　人工林資源の適切な利用は、地球温暖化の防止や循環型社会の構築の観点からも
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事例Ⅰ－２　名古屋城本丸御殿復元での伝統技術継承の取組

　愛知県名古屋市では、昭和２０年の空襲で焼失した本丸
御殿の復元に取り組んでいる。
　今回の復元の意義の一つとして匠の技術を次代に継承
していくことを掲げており、旧来の材料・工法による再
現を目指している。
　本丸御殿は、約４００年前に木曽ヒノキを使用して建築
されたと言われており、今回の復元においても、木曽ヒ
ノキなどを使用し、当時の木造建築の忠実な再現に挑ん
でいる。



重要である。人工林資源は、成長した樹木を伐採し、その跡地に植栽することを繰

り返すことにより、将来にわたり継続的に再生産が可能となる循環型資源である。　

　しかしながら、我が国では、人工林の蓄積が増加し、利用可能な人工林資源が充

実しつつある一方、国民一人当たりの国産材利用量は、平成７年の０.１８m3から１７年

には０.１３m3と約３割減少しており、充実しつつある国内資源が十分に利用されてい

ない現状が伺える。このため、利用可能な人工林資源を国民全体で有効に活用して

いくことが重要である。

　さらに、将来的に化石資源の枯渇が懸念される中で、再生産可能な木質バイオマ

スをエネルギー資源として利用することも注目されている。このように循環型資源

としての特性を活かした木材の総合的な利用をさらに推進することが必要である。

（「木づかい運動」などを通じた新たな木の文化の創造）

　農林水産省では、京都議定書の目標達成に向けて、平成１７年度から「木づかい運

動」を開始し、国産材利用拡大のための普及啓発活動を強化している。
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事例Ⅰ－３　小学校における木材利用の取組（愛知県豊田市）

　豊田市では、小学校の新設にあたり木造の校
舎を建設し、木材の特性を生かした温かみと潤
いのある教育環境を創造している。
　「地元のスギ・ヒノキを万博に、閉幕後は地
元の学校に」という地域の提案により、２００５年
の日本国際博覧会（愛知万博）の愛知県パビリ
オンの外壁や床に使用された木材が校舎の一部
に再利用されている。

事例Ⅰ－４　駅舎での地域材利用

　宮崎県内の日向市駅の高架化に伴う駅舎の新築に
当たり、林業が基幹産業である地域の特色を活かし
た駅舎を計画し、平成１８年１２月に新駅が開業した。
　地元の日向市、木材関係者、県木材利用技術セン
ター等が連携した取組を行い、地元産スギ材の集成
材が構造材や内装材として用いられている。多くの
人々が利用する駅舎が、木に囲まれた和らいだ空間
として地域の新たなシンボルとなることが期待され
ている。



　この運動では、親しみやすい国民運動とするため、プロ野球のＯＢ選手で構成さ

れる団体をイメージキャラクター（愛称：「木づかい応援団」）として幅広いＰＲ活

動を展開している。また、集中的な普及啓発を実施するため、１０月を「木づかい推

進月間」と定め、木づかいシンポジウムや企業向けセミナーの開催のほか、木づか

い運動への協力に対する感謝状の贈呈等様々な活動を展開している。平成 １８年度

には、地方公共団体、ＮＰＯ等との連携の下、全国３３３箇所でフェアや展示会等の

イベントが開催された。 
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事例Ⅰ－５　広がりつつある「木づかい」活動

○　林野庁では、平成１８年秋に新たなキャラクターによる木
づかい運動ポスターを作成し、国民に国産材の利用を広く
訴えている。
　　このポスターでは、『「木づかい」は、誰にでもできるエ
コ活動です。』というキャッチコピーを用いて、二酸化炭
素を吸収する元気な森林づくりのためには国産材利用が大
切であることを呼びかけている。

　　また、木づかい運動のロゴマーク「サンキューグリーン
スタイルマーク」の使用登録企業・団体数は７２件（平成１８
年末現在）となり、運動の広がりが期待されている。

○　コンビニエンスストアのＭ社では割箸を国産材で作り、
「５円の木づかい箸」として一膳５円で販売する取組を平
成１８年６月に開始した。この取組は、平成１９年１月現在、
全国の店舗のうち１,１８２店舗で展開され、約５万１千膳が
販売されている。
　　使用する木材は主に奈良県のスギやヒノキの間伐材で、
箸袋には木づかい運動のロゴマークが印刷されているほか、
箸を入れる箱には「あなたの５円でいっしょに森を育てま
せんか」と記されている。無料割箸も置いてあり、消費者
はどちらかの箸を選ぶことが可能となっている。

○　森を育む紙製飲料容器普及協議会（もりかみ協議会）が
紙製の飲料用缶として普及を進める「カートカン」は、そ
の原料に間伐材等の国産材を３０％以上使用している。また、
売り上げの一部は「緑の募金」に拠出され、森林の育成に
貢献していく仕組みとなっている。

　　このような点が評価され、カートカンは、平成１８年に、
環境負荷の低減に配慮したすぐれた製品・サービスに贈ら
れる「エコプロダクツ大賞農林水産大臣賞」を受賞した。



　さらに、森林環境教育とも連携しながら、市民や児童が木に対する親しみや木の

文化への理解を深め、材料としての木材の良さやその利用の意義を学ぶ、「木育」

ともいうべき木材利用に関する教育活動を進めることが重要である。現代の暮らし

では、住宅、職場、学校等、普段の生活空間の中で木材を目にする場が減ってきて

いる。このことは、日常生活において木の良さを感じたり、木材、さらにはその産

地や樹種等に興味を抱く機会を減少させ、森林、林業への関心を低下させる原因と

もなっている。このため、教育関係者や林業・木材産業関係者等が連携し、木育を

進めるための指導者養成や活動プログラム、教材等の開発・普及を推進することが

重要である。

　これらを通じて、国民が木の良さ、木材を利用することの意義等について理解を

深め、環境に配慮した生活スタイル、消費スタイルとして、国産材を意識して利用

するような社会を育むとともに、我が国が長年かけて培ってきた木の良さを活かす

知恵や技術を、現代の社会生活に合った形で受け継ぎ、新たな木の文化を育んでい

くことが重要である。

3　「美しい 森  林 づくり」の推進
も り

　これまで述べてきたように、森林は国土の３分の２を占めており、緑豊かな美し

い国土を形成している。その森林は、国土の保全や水源のかん養、生物多様性の保

全などの多様な機能を有している。また、近年においては、地球温暖化の防止、花

粉の発生抑制、森林浴による心身の癒しなど国民の森林に対するニーズは多様化し

てきている。さらに、森林は、古くから人々の生活と深く結びつき、我が国が世界

に誇る「木の文化」を形成してきており、最近では木の良さを活かしていくことを

見直す動きもみられる。

　このように、森林は私たちの暮らしに欠かせないものである。しかし、林業の生

産活動が停滞する中で、間伐等の手入れの遅れなどにより、森林のもつ公益的機能

の低下が懸念される状況にある。 
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　一方、我が国の森林資源は、戦後築きあげてきた育成林を中心に利用可能な状況

になりつつあり、国際的に木材需要が増大する中、間伐の推進等森林の適切な整

備・保全や国産材の利用拡大を通じて森林・林業の再生を図っていく重要な時期と

なっている。

　また、森林を守り育て、地球温暖化の防止にも貢献していくためには、間伐等の

森林整備を行うことはもとより、木で創られた製品を利用したりするなど、都市住

民も含め幅広く国民が、それぞれの状況に応じて森林づくりに関わっていく必要が

ある。このような取組を通じて山村を活性化させていくことも重要である。

　このような中、今、まさに「美しい国創り」の礎となる「美しい 森  林 づくり」が
も り

求められる状況となっている。「美しい 森  林 」とは、森林の多様な機能が十全に発
も り

揮されるよう、機能に応じて間伐等の森林の整備・保全が適切に実施される等、良

好な状態に維持されている森林である。そして、幅広い国民の理解と協力を得なが

ら、このような森林と緑豊かな国土を未来へ引き継いでいく「美しい 森  林 づくり」
も り

を進めていくことが必要となっている。

　このため、幅広い国民の理解と協力のもと「美しい 森  林 づくり推進国民運動」を
も り

展開することとし、平成１９年２月２３日に「美しい 森  林 づくりのための関係閣僚会
も り

合」を開催し、関係省庁の連携による政府一体となった運動の基本方針を定めた。

この運動では、①国産材利用を通じた適切な森林整備、②森林を支える活き活きと

した担い手・地域づくり、③都市住民や企業等幅広い主体の森林づくりへの参画を

総合的に進めていくこととしている。この中では、森林整備を実際に担当する農林

水産省だけでなく、これらの取組に関係がある省庁が、森林づくりにつながる幅広

い施策を連携して推進していくこととしている。さらに、幅広い国民の理解と協力

を得るため、関係する各界の代表からなる「推進会議」を中央・地方レベルに設置

し、全国で森林づくりの運動を官民一体となって展開することとしている。

　この運動を通じて、平成１９年以降６年間で３３０万ヘクタールの間伐を実施すると

ともに、１００年先を見据え長伐期化、針広混交林化、広葉樹林化等多様な森林づく

りを推進し、森林のもつ多様な機能を持続的に発揮させていくこととしている。 
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4 これまでの林業・木材産業の動向

（１）木材需給と木材価格の概況

（我が国の木材需要の概況）

　我が国の木材需要は、昭和３０年代、４０年代の高度成長期の経済発展により建築用、

製紙用ともに増大を続け、昭和３０年には４,５２８万m3であった木材需要量が昭和４８年

には過去最高の１億１,７５８万m3となった（図Ⅰ－３）。

　昭和５０年代以降の木材需要量は、５６年から６１年の時期を除けば、平成９年まで１

億m3以上で推移してきた。しかしながら、近年は製材用材、パルプ・チップ用材

ともに需要が減少傾向となり、平成１４年以降は９,０００万m3を下回る状況にある。 
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Ⅰ
「美しい 森  林 づくり推進国民運動」における具体的な取組の例

も り

●　不在村森林所有者に対する「自分の山再発見運動」

●　民間企業に対する協力の呼びかけ

　　　　� 　社内外ボランティアの森林づくりへの参加

　　　　� 　自社保有林の整備による森林づくりの推進

　　　　� 　基金等を活用した森林づくりへの参加

●　ＮＰＯと連携した取組の推進

　　　　� 　森林ボランティア活動への国民参加の呼びかけ

　　　　� 　森林環境教育の推進

●　農山村地域における森林所有者への働きかけ

　　　　� 　森林組合を中心に、自己所有林の現状把握と施業計画の策定を推進

●　農山村住民への働きかけ

　　　　� 　里山整備の推進

●　「木づかい運動」の推進

　　　　� 　国産材利用の拡大



（回復してきた国産材供給量）

　木材需要に対する国産材の供給量は、昭和４２年の５,２７４万m3をピークに減少を続

け、平成１０年以降は２,０００万m3を下回っている。このため、木材の自給率は、昭和 

４４年に５０％を切り、平成１１年には２０％を下回った。また、国産材供給量を用途別に

みると、製材用材が６割から７割、パルプ・チップ用材が３割から４割を占め、合

板用材はごくわずかで推移してきた（図Ⅰ－４）。

　しかし、近年の状況をみると、国産材供給量は平成１４年の１,６０８万m3を底に増加

傾向に転じ、１７年には１,７１８万m3まで回復している。

　昭和４０年以降で国産材の供給量が３年以上連続で増加したのは、５７年から６０年に

かけての４年連続の増加以来である。ただし、前回はパルプ・チップ用材の増加が

中心であったのに対し、今回は主に建築用に利用される製材用材と合板用材の増加

が中心で、特に合板用材が増加量全体の約半分を占めている。

　また、平成１７年には自給率が７年ぶりに２０％台に回復した。平成１７年の自給率を

用途別にみると、製材用材が３５％、パルプ・チップ用材が１２％、合板用材が７％と

なっており、製材用材で対前年比２ポイント、合板用材で同３ポイントの上昇がみ

られた。

　国産材供給量の増加が自給率の増加を伴っていることは、国内市場における国産

材ニーズの高まりを示すものであり、国産材の需給動向に今までと異なる動きが現

れているといえる。
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（外材供給に見られる変化）

　外材は、昭和３０年代後半に我が国への輸入が本格化して以降、ほぼ一貫してシェ

アを拡大してきた。昭和４０年代には外材供給量（丸太換算）が３倍以上増加し、そ

の結果、木材の自給率は７１％から３６％と急激に低下した。昭和５０年代以降も、外材

供給量は概ね増加傾向で推移し、平成８年には８,９８４万m3と過去最高を記録した

（図Ⅰ－５）。

　この結果、外材の供給量は我が国の木材需要の８割を占めるまでに増加したが、

輸出国側の資源状況、経済事情、産業政策等を背景として、その輸入形態や相手国

等は変化してきた。

　輸入形態では、輸出国側の付加価値を高めた輸出の振興や丸太輸出の規制等の政

策を背景に、丸太から製品に変化してきた。昭和６２年には、製品輸入量が丸太輸入

量を上回り、平成１５年以降は製品輸入が８割を超えている。

30

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部 森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業ののののののののののののののののののののの動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向

Ⅰ

0

国産材供給量の推移�

製材用材　　パルプ・チップ用材　　合板用材�

図Ⅰ－4　国産材の用材供給量と自給率の推移�

資料：林野庁「木材需給表」�

　注：国産材供給量のうち「その他用材」はわずかなため、供給量の推移に示していない。�
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　この変化を用途別に見ると、パルプ・チップ用材は昭和４０年代からほぼ全量が製

品での輸入であるが、合板用材については平成７年、製材用材については８年に製

品での輸入が５割を上回り、１７年には、製材、合板ともに製品での輸入が７割に近

づいている。

　製品輸入が拡大する中で、その輸入先についても変化がみられる（図Ⅰ－６）。

製材品や集成材では、米国内で好調に推移してきた住宅着工の影響等から米材のシ

ェアが減少する中で、欧州材のホワイトウッド集成材や集成材用ラミナの需要が増

加し、かつての米材の代替品として、その位置づけが高まっている。さらに、中国

からの集成材、合板の輸入が伸びており、中国内における木材加工施設の整備の進

展や安価な人件費といった点が輸出競争力を高めているものと考えられる。

（分野別の需給動向の概況）

ア　製材用材

　製材用材の需要は、昭和４０年代後半には木材需要全体の６割以上を占めていたが、

長期的に減少傾向で推移し、平成１７年には全体の３８％となった。しかしながら、国

産材に限れば、供給量全体の７割を製材用材が占めていることから、その需給動向

は、国産材の需給に大きな影響を与えている。
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図Ⅰ－5　外材供給量（グラフ上）と外材の製品比率（グラフ下）の推移�

資料：林野庁「木材需給表」�
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　製材用材の大半は建築用途向けであることから、その需要は新設住宅着工戸数の

動向による影響を大きく受けている。新設住宅着工戸数が過去最高の１９１万戸であ

った昭和４８年には、製材用材の需要も６,７４７万m3と過去最高を記録している（図Ⅰ

－７）。

　しかし、平成１０年から１７年の間の新設住宅着工戸数は、年間１２０万戸前後で推移

しており（注）、製材用材の需要も近年減少傾向で推移している。

　また、着工戸数が同水準であった昭和５０年代後半と近年との製材用材の需要を比

較すると、５５年から５９年の５年間の平均が４,９００万m3であったのに対し、平成１３年

から１７年の５年間では３,５００万m3と３割減少した。この理由としては、この間の新

設住宅に占める木造住宅の戸数が年平均６５万戸から５３万戸と２割減少したことや、

木造軸組工法以外の木造住宅が増加したことが考えられる。

　さらに、平成１３年からの５年間では、新設住宅着工戸数、木造住宅着工戸数とも

に横ばいから微増傾向であったにもかかわらず、この間の製材用材の需要は１割減

少した。一方、この間の集成材、合板の生産量は増加しており、下地材での構造用

合板の利用や柱材等での集成材の利用が高まり、従来の無垢の板材や柱材としての

製材品利用量が減少してきていると考えられる（表Ⅰ－２）。 
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図Ⅰ－6　木材製品における近年のシェアの推移�

資料：財務省「貿易統計」�
　注：中国からの輸入については地域名による一般的な呼称がないため、「中国産」と表示。�

100%�

80%�

60%�

40%�

20%�

0%
平成2 7 12 17�

（年）�

100%�

80%�

60%�

40%�

20%�

0%
平成2 7 12 17�

（年）�

100%�

80%�

60%�

40%�

20%�

0%
平成2 7 12 17�

（年）�

米材�
欧州材�
中国産�

北洋材�
南洋材�
その他�

（注）平成１８年の新設住宅着工戸数は１２９万戸（資料：国土交通省「住宅着工統計」）
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図Ⅰ－7　新設住宅着工戸数と製材用材需要の推移�

資料：林野庁「木材需給表」、国土交通省「建築統計年報」�
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表Ⅰ－2　最近5年間の住宅着工、木材需要等の推移

17 年16 年15 年14 年平成 13 年単位項目

1,236,175
105

1,189,049
101

1,160,083
99

1,151,016
98

1,173,858
100

戸新設住宅着工戸数

542,848
104

540,756
103

523,192
100

503,761
96

522,823
100

戸　うち木造

56,494
99

57,617
101

56,348
98

54,908
96

57,282
100

千ｍ 2　木造の床面積

3,290
89

3,504
94

3,477
94

3,486
94

3,709
100

千ｍ 3製材用材需要
（丸太換算値）

1,512
147

1,488
144

1,407
137

1,173
114

1,030
100

千ｍ 3集成材国内生産量

833
138

792
131

724
120

647
107

606
100

千ｍ 3集成材輸入量

2,239
188

2,133
179

1,827
154

1,340
113

1,190
100

千ｍ 3構造用合板製造量

資料：着工戸数、床面積：国土交通省「住宅着工統計」、製材用材需要：林野庁「木材需給表」、

　　　集成材：財務省「貿易統計」、日本集成材工業協同組合、

　　　合板：農林水産省「木材需給報告書」、「合板統計」

　注：表の下段は平成 13 年を 100 とした指数



イ　パルプ・チップ用材 

　平成１７年のパルプ・チップ用材の需要は木材需要全体の４４％を占め、１０年以降は、

製材用材需要を上回り、最大のシェアとなっている。

　パルプ・チップ用材は主に製紙用であることから、その需要は紙・板紙生産量の

動向の影響を大きく受けている。我が国の紙・板紙生産量は、昭和４０年の７３０万ト

ンが、平成８年には３,０００万トンとなり、その間ほぼ一貫して増加してきたが、平

成８年以降は横ばいで推移している（図Ⅰ－８）。

　パルプ・チップ用材の供給量は、昭和４０年に約１,４００万m3であったものが平成８

年には約４,４００万m3と増加傾向で推移してきたが、近年は減少傾向に転じ、平成１７

年の供給量は３,７６１万m3となった。この理由としては、紙・板紙生産量が頭打ちと

なる中で、古紙利用量が増加してきたことが影響していると考えられる。

ウ　合板用材 

　平成１７年の合板用材の需要は、木材需要全体の１５％を占めている。

　合板用材の需要は、昭和４８年の１,７００万m3をピークとして、５０年代後半は１,０００万

m3程度にまで減少したが、近年は１,３００万m3程度で推移している。また、製材用材

の需要が平成元年から１７年の間に４割減少したのに対し、合板用材の需要は１割の

減少であり、需要の減少の程度が小さい。これは、合板の用途が足場板やコンクリ

ート型枠から住宅の構造用へと広がりをみせ、建築用途での合板利用が伸びている
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図Ⅰ－8　紙・板紙生産量、古紙消費量とパルプ・チップ用材需要の推移�

資料：林野庁「木材需給表」、経済産業省「紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計年報」�
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ためと考えられる。国内で生産される普通合板に占める構造用合板の割合は、平成

１０年の２割から１８年には７割へと増加している。

　また、合板製造業では、南洋材等の広葉樹から北洋材等の針葉樹への原料転換が

進められ、国内で生産される普通合板に占める針葉樹合板の割合は、平成１０年の３

割から１７年には７割へと増加している。

　さらに、近年は、国産材の針葉樹を合板用材として利用する動きが顕著になって

いる。特に平成１４年以降、スギの合板用材としての供給量が大きく伸び続けている

（図Ⅰ－９）。この結果、平成１７年の合板用材の自給率は対前年比で３ポイント上昇

して７％となった。　

　このように、合板分野で国産材利用が進んでいる理由としては、加工技術の向上

により、間伐材等の小径木が効率的に利用可能となったことや、北洋材の輸出が中

国向けにシフトする中で、国内の合板製造業の原料調達先として国産材が競争力を

持ち始めたことが考えられる。

（木材価格の概況）

　スギ製材品の価格動向をみると、昭和３０年代、４０年代は高度経済成長下における

建築用材の需要増に伴い価格も上昇傾向で推移し、特に住宅着工戸数がピークを迎

えた昭和４７年から４８年にかけて大きく上昇した。その後も昭和４８年、５３年のオイル

ショックを背景とした物価高や、競合するベイツガ製材品の価格上昇などにより、

最高値を記録した５５年までは概ね上昇傾向で推移した。その後は昭和６１年まで下落
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図Ⅰ－9　近年の国産材の合板用丸太供給量の推移�

資料：農林水産省「木材需給報告書」�

（千m3）�

平成12 13 14 15 16 17

800�

600�

400�

200�

0
（年）�

スギ�

カラマツ�

その他針葉樹�

広葉樹�



したものの、バブル期とその後の景気対策の期間中住宅着工が好調であったことや、

輸入木材価格が上昇したことにより、６２年から平成５年までは上昇傾向で推移した。

しかしながら、それ以降現在に至るまで、需要の減少などから下落傾向が続き、平

成１７年の価格は昭和４７年と同水準となっている（図Ⅰ－１０）。

　他方、外材の価格動向をみると、昭和６０年のプラザ合意以降の著しい円高の進行

は、円建ての輸入価格を引き下げる方向に作用し、木材輸入増加の大きな要因とな

った。木材は国際商品として流通しており、為替相場の変動以外にも米国の住宅着

工や中国における木材需給、各国の違法伐採対策の取組状況など、産地国、消費国

の木材需給動向が、我が国の木材輸入価格に複合的に影響を与えている。

　また、国産材と外材が同じ用途で競合する分野では、供給の多くを占める外材が

国内で流通する木材製品の価格形成に影響を与える傾向にある。例えば、柱材では、

昭和４０年代から輸入が増加したベイツガがスギ製材品価格に影響を与えてきた。ま

た、近年では、ベイツガに代わり、欧州からのホワイトウッド集成材が柱材の主流

を占めるようになり、スギ人工乾燥材の価格形成に大きな影響を与えている（図Ⅰ

－１１）。

　平成１８年の丸太、製材品、合板の輸入価格は、近年の中国をはじめとする国際的

な木材需要の増大に加え、原油価格の高騰に伴う輸送費の上昇、ユーロ高等を背景

として、上昇傾向を見せている。 
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図Ⅰ－10　木材価格（製材品）の推移�

資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材価格」�
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（２）住宅建築におけるニーズの変化

（木造住宅におけるプレカット加工等の動向）

　新設住宅着工戸数に占める木造住宅の割合（木造率）は、昭和４０年代半ばまで７

割を超えていたが、６０年には５割を下回るまでに減少した。それ以降は木造率に大

きな変化はみられず、近年は４５％前後で推移している。また、木造住宅について工

法別の着工戸数をみると、平成元年には９割を占めていた木造軸組工法の住宅が１７

年には８割へと低下している。一方、ツーバイフォー工法の住宅は、年間の受注戸

数が比較的多い住宅メーカーを中心に行われており、木造住宅におけるシェアが増

加傾向にある（図Ⅰ－１２）。

　さらに、木材の継ぎ手・仕口加工を工場で行うプレカット加工は、大工の数が減

少する中で、工期の短縮やコストの削減等を図る取組として昭和６０年代以降急速に

普及し、平成１７年には木造軸組工法の住宅施工数の約８割で用いられている。

　また、大規模なプレカット工場では、施工者側のニーズに的確かつ迅速に対応し

て、品質・性能の確かな製品を建築される邸別に取りそろえて供給する効率的な流

通機能を有するようになってきている。このような中で、製品流通におけるプレカ

ット工場の役割は増大してきている。

　このため、国産材利用を進める上では、プレカット工場等が求める乾燥度合いや

寸法安定性、強度といった製品の品質・性能や数量の確保等のニーズに的確かつ迅

速に対応できるよう、原材料である製材品の供給体制を整備することが必要である。
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図Ⅰ－11　近年の柱材価格の推移（一本当たり）�

資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材価格」、日刊木材新聞�

　注：柱材のサイズは10.5cm×10.5cm×3m
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（集成材へのニーズの高まり）

　阪神・淡路大震災等を契機として、住宅の耐震性や製品の品質・性能に対する消

費者のニーズは次第に高まってきている。このため、集成材は、強度性能が明確で

あるとともに、寸法安定性に優れ、安定供給可能な製品として着実にそのシェアを

拡大しており、平成１０年以降住宅着工戸数に大きな変化がない中で、集成材の供給

量は２倍以上へと増加している（図Ⅰ－１３）。

　

　他方、集成材の供給量は、国内生産が約６割、輸入が約４割となっており、国内

生産のうち国産材を原料とするものは１３％となっている。このため、集成材におけ

る自給率は８％程度にとどまっている。 
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図Ⅰ－12　木造住宅における工法別シェアの推移�

資料：国土交通省「住宅着工統計」�
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図Ⅰ－13　近年の集成材供給量、製材用材需要、新設住宅着工戸数の動向�

資料：林野庁「木材需給表」、国土交通省「建築統計年報」、財務省「貿易統計」、日本集成材工業協同組合�
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　このような中、スギやカラマツの曲がり材や短尺材等を集成材に利用する動きが

みられるようになっている。スギについては、これまでは柱材利用が中心であった

ものが、梁等の横架材への利用を拡大するため、ベイマツ等と組み合わせた異樹種

集成材とするなどの動きが出てきている。また、カラマツについては、従来ヤニや

ねじれ等が欠点といわれてきたが、乾燥・集成加工することによって欠点を克服し、

長所である強度や色合いの良さを活かした製品が供給可能となってきている。

　集成材の生産は、大規模な施設を安定的に稼働させることが必要であるため、今

後、曲がり材や短尺材等の集成材利用を高めていく上では、原材料となる国産材を

年間を通じて安定的に供給できるよう、現状の小規模・分散的な原木の供給体制を

改善していくことが課題となっている。

（柱材の化粧性をめぐる状況の変化）

　最近の住宅については、ライフスタイルの変化等により、無節であることや木

目・色合いの良さ等といった木材の化粧性に対するニーズが高かった和室が減少し、

クロス張りで柱が見えない大壁工法が増加している。また、木材の生産・加工にお

いては、化粧性の優劣が品等区分や価格決定の重要な要素となっていた従来の価値

観が変わってきている。

　特に、今後供給される国産材の主流である戦後に植栽された人工林資源の多くは、

銘木等の高級材ではなく並材とよばれるものである。このため、住宅分野で国産材

のシェアを伸ばすには、需要側のニーズに応じて寸法精度や乾燥加工といった品

質・性能の高い製品を安定供給することで競争力を高めていくことが重要である。

（木の良さを活かした住宅）

　シックハウス症候群など住宅に関わる健康問題への関心が高まるとともに、住宅

の快適性への要請が強まる中、近年、健康や快適性の面での木の長所をＰＲした住

宅販売も見られるようになっている。木材は安らぎある住空間を創造する上での一

つの重要な要素として再認識されつつある。

　このような中で、国産材の利用を促進していくためには、構造材としての利用ば

かりではなく、マンションの内装など、今まで国産材利用が少なかった分野におけ

る潜在的な需要を的確に把握し、それに応える製品開発を進めていくことが重要で

ある。 
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　他方、注文住宅の購買者には、木材の樹種や産地、無垢材等へのこだわりをもっ

て木造住宅を建設したいという根強い要請もある。近年、「顔の見える木材での家

づくり」に取り組む団体等においては、インターネット等を利用して国産材の普及

を目指す取組などもみられるようになってきている。今後は、国産材にこだわりを

持っている消費者にも柔軟に対応できるような供給体制の整備が求められている。

（３）国産材の供給体制の概況

（原木の供給体制）

　「２００５年農林業センサス」により素材生産を行った林業経営体（注）をみると、生産

量が５千m3以上の経営体が素材生産量全体の６２％を担っているが、経営体数では

生産量が５００m3未満の経営体が７６％を占めている。また、保有山林規模では、２０ha

未満の経営体が全体の８３％を占めており、原木の供給者は依然として小規模・零細

な者が多数を占めている状況にある（図Ⅰ－１４）。 
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図Ⅰ－14　林業経営体の素材生産規模、保有山林規模別データ�

資料：農林水産省「2005年農林業センサス」�
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の面積が３ ha 以上で過去５年間に育林若しくは伐採を行っている、③委託を受けて造林・保育を行っている、④委託を受けて２００�
以上の素材生産を行っている、のいずれかに該当するものを「林業経営体」としている。



　このような状況のままでは、効率的な路網の整備、高性能林業機械の導入等が困

難であり、結果として素材生産のコストを割高にする要因となる。また、素材生産

が小規模で分散的に行われていることが、原木の流通・加工段階においても、国産

材製品の安定的な供給を困難にしている要因となっている。

　また、今後、需要の中心となる並材においては、産地や品質により差別化を図る

ことは難しく、効率的な施業による生産コストの低減や量的に安定した供給が国産

材の競争力を生み出す重要な要素となる。

　さらに、多様なニーズに応える森林づくりを推進する上で、間伐等の抜き伐りを

繰り返しつつ目標とする森林の姿に誘導していく施業が求められるが、このような

施業では、一回の施業による単位面積当たりの生産量が皆伐と比べて少量となると

ともに、森林整備と伐採を一体としてきめ細かな施業を行う必要があることから、

より計画的・効率的な施業に取り組んでいくことが求められる。

（国産材の流通体制）

　製材用材について、これまでの外材と国産材の供給体制をみると、流通構造に大

きな違いがみられる。外材では商社を中心に需要に対応した大ロットでの買い付け

や価格決定が行われるのに対し、国産材の流通は少量多段階な構造の下で行われて

おり、この違いが競争力の差を生む要因の一つとなっている。

　国産材の流通においては原木市場が小ロットの原木供給を一定量まとめ、品質や

径級別に仕分けして製材工場等に供給する役割を担ってきた。また、原木市場は競

争による価格形成機能を有し、その動向から、林業関係者等は需要側のニーズを間

接的に捉えることができた。

　しかしながら、国産材の多段階の流通においては、最終需要者である住宅産業側

の量、品質等に対するニーズを全ての関係者が正確に共有することは困難である。

また、流通過程での効率性の向上を図るため、多段階になっている流通構造の改革

も求められている。

　このため、商流においては、原木供給側と原木利用側の間で需給情報等を仲介す

るようなシステムの構築を図り、物流においては、伐採された原木の製材工場等へ

の直送を一層進めることなどにより、流通の効率化を図ることが必要である。 
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（製材工場の動向）

　製材工場数は、昭和５０年前後から一貫して減少しており、外材輸入が丸太から製品

にシフトしたことから、特に外材を取り扱う工場の減少傾向が大きい（図Ⅰ－１５）。

　他方、国産材専門工場は、外材専門工場と比較して小規模な工場の割合が高く、

平成１７年における一工場当たりの平均素材入荷量では外材専門工場の４分の１と低

位にある（図Ⅰ－１６）。また、国産材専門工場では小規模工場が大きく減少してい

る一方で、出力規模３００kw以上（素材入荷量年間１万m3以上程度）の工場数がや

や増加しており、平成１７年には３００kw以上の工場の素材入荷量が総入荷量の４割

を占めるまでに増加している（図Ⅰ－１７）。

　品質面では、国内で生産される製材品に占める人工乾燥材の割合が２割程度にと

どまるなど取組の遅れが見られ、品質管理を含めた品質確保について一層の改革が

求められる状況にある。

　これまで乾燥材の生産が伸びなかった理由の一つとして、乾燥機の導入経費や乾

燥コストが当面の経営収支を悪化させることがあげられている。このようなことか
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図Ⅰ－16　製材工場の国産材、外材専門別の規模別割合（平成17年）�
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ら、スケールメリットを活かすため複数の工場が連携・協業化するなど、経営面で

の負担の軽減と乾燥材生産を両立させる経営手法の検討を進める必要がある。

（国産材の価格構造）

　木材が伐採され、加工されて製材品として流通するまでの取引価格は、３つの段

階で形成されている。一つは立木の価格である山元立木価格、一つは伐採され製材

業者等に引き渡される際の丸太価格、もう一つは製材品として加工され建築業者等

に引き渡される際の製材品価格である。

　この山元立木価格により「立木育成段階」の粗付加価値が、丸太価格と山元立木

価格の差額により「素材生産流通段階」の粗付加価値が、製材品価格と丸太価格の

差額により「製品加工流通段階」の粗付加価値が表されているものとして、スギを

例にとり平成元年以降の推移をみてみると、立木育成段階の粗付加価値が下落傾向

にあるのに比べ、素材生産流通段階、製品加工流通段階の変動は少ない状況にある

（図Ⅰ－１８）。

　これは、製材品価格の決定が、立木育成段階からの付加価値の積み上げで行われ

るのではなく、逆に住宅価格や外材製品との競合等の要因によって行われ、そこか

ら各段階での経費が差し引かれて山元立木価格が決まる状況となっていることによ

るものと思われる。

　その結果、製材品価格の下落が、価格交渉力に乏しい山元段階において山元立木

価格の下落という形で現れているものと考える。

　このような山元立木価格の下落は、森林所有者にとって所有森林の経済的価値が

下がることを意味しており、利用期に達した人工林資源の循環利用を困難とする大
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図Ⅰ－17　国産材専門工場の出力階層別素材入荷量の推移�

資料：農林水産省「木材需給報告書」�
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きな要因となっている。このため、森林所有者が長期的に経営意欲を持てるよう、

素材生産、流通、加工の各段階での低コスト化や効率化が、林業・木材産業の競争

力の向上をもたらし、林業の採算性の向上や国産材の安定供給へと結びついていく

流れを生み出していくことが必要である。

（林業と木材産業の連携）

　また、品質・性能の明確な国産製品を安定して供給できる体制を構築していくた

めには、原木を供給する側である林業と、原木を利用する側である木材産業との連

携した取組を推進することが不可欠である。特に、原木の安定供給において連携を

図ることは、木材産業にとっては、計画的な製品生産や設備投資等が可能となると

ともに、森林所有者等にとっては、安定的な収入の確保につながるという利点があ

る。このため、林業においては、小規模・分散的に生産している現状を改善し、施

業の集約化等により、計画的な原木供給を図ることがいそがれている。

　現在、林業と木材産業の連携を具体化していく先鞭として、「新生産システム」

の取組が全国１１箇所をモデル地域として始められている。当システムでは、施業の

集約化、安定的な原木供給、生産・流通・加工の各段階でのコストダウン、ニーズ

に応じた最適な流通・加工体制の構築等の取組を集中的に実施することにより、地

域材の利用拡大を図るとともに森林所有者等の収益性を向上させる仕組みを構築す

ることとしている。
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図Ⅰ－18　スギ製材品（1m3あたり）の段階別の粗付加価値額の推移（試算）�

資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材価格」、（財）日本不動産研究所「山林素地及び山元立木価格調」�

　注：素材から製材品へは歩留まりを65％として計算。�
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（４）近年の木材貿易をめぐる動き

（世界の木材輸出入の動向）

ア　木材生産量の推移

　平成１７年（２００５年）の世界の木材生産量を１５年前と比べると、丸太（産業用材）

では１％増加、製材では９％減少と、増減率が比較的小さいのに対し、合板等では

８４％増加しており、大きな伸びを示している（表Ⅰ－３）。

イ　木材輸入量の推移

　平成１７年（２００５年）の世界の木材の輸入量についてみると、丸太（産業用材）で

は中国が３,０００万m3と最も多く、次いでフィンランド（１,６００万m3）、日本（１,１００万

m3）となっている。製材では、米国が４,４００万m3と最も多く、続いて日本（８４０万

m3）、イギリス、イタリアが続いた後、５位は中国（７６０万m3）となっている。特

に中国の丸太輸入量は、１９９０年の７００万m3から２００５年には３,０００万m3と大きく増加

しており、木材輸入における中国のウェイトが高まってきている（図Ⅰ－１９）。

ウ　木材輸出量の推移

　平成１７年（２００５年）の世界の木材の輸出量を国別にみると、丸太（産業用材）で

はロシアが４,８００万m3と最も多く、米国が１,０００万m3で続いている。製材ではカナ

ダが４,１００万m3と最も多く、続いてロシアが１,５００万m3となっている。特に、ロシ

アの丸太輸出量は、１９９０年の１,１００万m3から４,８００万m3へと大きく増加しており、

木材輸出におけるロシアのウェイトが高まってきている（図Ⅰ－２０）。 
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表Ⅰ－3　世界の木材生産量　（単位：百万ｍ３）

増減率2005 年1990 年

△ 1%1,7111,697丸太

▼ 9%428466製材

△ 84%235129合板等

資料：FAOSTAT（平成 18 年 12 月 26 日現在の数値）

　注：合板等には単板、合板、パーティクルボード、繊維板を含む。
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（中国、ロシアにおける木材需給を取り巻く情勢）

　中国では、著しい経済成長に伴い木材需要が増加している一方で、１９９８年に発生

した大洪水を契機に、乱伐により減少傾向にあった天然林の伐採を制限・禁止する

天然林保護プロジェクトを推進している。これらを背景として、木材輸入量が急増

しており、世界の木材貿易に占めるウェイトが高まってきている。木材輸入相手国

もかつては、マレーシアなどの東南アジアが中心であったが、近年はロシアからの

輸入が主体となっており、平成１６年（２００４年）には丸太輸入量の６０％にあたる

１,６００万m3をロシアから輸入した（表Ⅰ－４）。

　一方、ロシア政府は、平成１９年２月に林産物を輸出する際の関税の段階的な引き

上げを発表した。

　これは、丸太での輸出を抑制するとともに、ロシア国内での木材加工を推進し、

付加価値を高めた製品の輸出を目指した措置であり、北洋材丸太価格への影響も懸

念されることから、今後の動向を注視する必要がある。

（我が国の木材輸出の動向）

　我が国の木材輸出の状況をみると、平成１７年の輸出額は１０５億円、平成１８年の輸

出額（速報）は９６億円となっている。輸出先（金額ベース）は中国、米国が約半数

を占め、輸出品は、製材、単板、合板、丸太等の木材・木材製品が約半数を占め、

残りは木工品や木製用品などとなっている（図Ⅰ－２１）。特に、丸太輸出について

は、中国向けを主体に増加傾向を示しており、平成１８年の輸出量（速報値）は、平

成１７年の輸出実績の約２２,０００m3を約４割上回り、約３０,０００m3となっている。
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表Ⅰ－4　中国の丸太の主要輸入先国の推移

2004 年2003 年2002 年2001 年2000 年1992 年輸入先国
1,628
（60%）

1,455
（54%）

1,345
（52%）

864
（47%）

622
（40%）

55
（7%）ロシア

253
（9%）

287
（11%）

250
（10%）

232
（13%）

287
（18%）

418
（49%）マレーシア

78
（3%）

161
（6%）

198
（8%）

103
（6%）

47
（3%）

65
（8%）ニュージーランド

134
（5%）

134
（5%）

116
（4%）

94
（5%）

71
（5%）

5
（1%）パプアニューギニア

132
（5%）

88
（3%）

115
（4%）
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（9%）

177
（11%）

3
（0%）ガボン

0
（0%）

1
（0%）

0
（0%）

0
（0%）

0
（0%）－日本（参考）

2,764
（100%）

2,698
（100%）

2,587
（100%）

1,847
（100%）

1,567
（100%）

846
（100%）総輸入量

資料：FAO「Year book forest Product」及び「FAOSTAT」ただし、日本は財務省「貿易統計」

（単位：万ｍ 3）



（国産材の輸出促進に向けた取組）

　スギ、ヒノキ等は、輸出相手国での認知度が低いこと等から、さらに輸出を伸ば

していくためには戦略的に取り組んでいくことが必要である。特に、これからの輸

出先として期待される中国では、ロシア材との価格的な競合に加え、木造建築物が

建築物全体の１％にも満たないことから、市場に受け入れられる用途の開拓や製品

開発が必要である（表Ⅰ－５）。

　林野庁では、平成１８年に「木材等輸出戦略検討会」を設置した。同検討会では、

国産材輸出の現状把握や事例分析を行い、輸出促進に向けた課題の取りまとめを行

った。そこでは、市場調査による消費者ニーズの把握や国産材の認知度を高めるた

めの宣伝普及活動が必要であること、付加価値の高い製品輸出への取組が重要であ

ることなどが示された。 
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図Ⅰ－21　木材輸出の輸出先別内訳の推移�

資料：財務省「貿易統計」�
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表Ⅰ－5　中国の住宅事情

資料：China, Peoples Republic of, Solid Wood Products. Annual, 2003“USDA”

　注：木造建築物は、公園、博物館等非居住用の公共施設が多い。
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（違法伐採撲滅に向けた取組）

　違法伐採について明確な定義はないが、一般的に各国の法律に違反して伐採され

る行為を指すとされている。違法伐採は、地球規模での環境保全や持続可能な森林

経営の推進を阻害する要因の一つであり、平成１０年に英国で開催されたバーミンガ

ム・サミットで取り上げられて以来、国際的に違法伐採撲滅に向けた取組が進めら

れてきた。

　平成１７年７月に英国で開催されたグレンイーグルズ・サミットの行動計画には、

違法伐採対策に取り組むことが森林の持続可能な経営に向けた第一歩であることや、

各国が最も効果的に貢献できる分野において行動することで、違法伐採対策を推進

することが記された。

　我が国では、グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針

を改定し、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象とす

る措置を平成１８年４月に導入した。

　また、林野庁でも、このような取組を推進するため、「木材・木材製品の合法性、

持続可能性の証明のためのガイドライン」を公表したところであり、現在、森林・

林業・木材産業関連団体や企業は、このガイドラインに沿って、木材・木材製品の

合法性、持続可能性の証明に取り組んでいるところである。

　また、木材生産国における違法伐採撲滅に向けた取組を支援する観点から、二国

間、多国間等の場での国際協力に取り組んでいくことが重要である。例えば、イン

ドネシアとの間では、違法伐採のための協力に関する「アクションプラン」に基づ

き、木材トレーサビリティシステムの開発のための協力を進めているところである。

　これらの違法伐採対策は、森林の持続可能な経営にむけた重要な第一歩であり、

引き続き、様々な国際的な場において、その意義について主張していくとともに、

関係国とも協力しつつ、積極的な取組を推進していくことが重要である。
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事例Ⅰ－６　企業における合法性の取組の事例

　Ａ製紙株式会社は、木材チップの合法性を証明する取組として、木材原料の合法性に関する宣
誓書の提出を求めたり、輸入チップについては船毎にトレーサビリティー・レポートによる原料
の産地や輸出港のチェックを行うほか、担当者による現地での確認等も実施し、使用する木材が
違法伐採によるものではないことを確認している。



（林産物をめぐるＷＴＯ・ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉の動向について）

　平成１３年（２００１年）にＷＴＯのいわゆるドーハ・ラウンド交渉が立ち上げられ、

林産物については非農産品市場アクセス交渉グループにおいて関税削減方式、分野

別関税撤廃等についての交渉が行われている。

　平成１６年（２００４年）の一般理事会において、モダリティ（各国共通のルール）を

確立するための枠組みに合意し、翌年の香港閣僚会議ではモダリティ合意に至らな

かったものの、関税削減方式について一定の方向性が示されるなどの進展がみられ、

交渉の現状を取りまとめる形で、閣僚宣言が採択された。その後も期限を設けて交

渉は続けられたが、各国の見解の隔たりが縮まらないことから、平成１８年（２００６

年）７月下旬に各分野の交渉は中断されることとなった。

　同年１１月以降、事務レベルでの協議が再開され、平成１９年（２００７年）１月には非

農産品市場アクセス交渉グループ非公式会合や、閣僚レベルの非公式会合が開催さ

れるなど、交渉が再開されている。

　他方、近年、協定構成国間で、物やサービスの貿易自由化を行うＦＴＡ（自由貿

易協定）や、それに加え、投資の自由化、人的交流の拡大、協力の推進等幅広い分

野を含むＥＰＡ（経済連携協定）が世界各地で進められている。我が国は、ＷＴＯ

を中心とした多角的な自由貿易体制の維持・強化を基本としつつ、これを補完する

ものとしてＥＰＡ／ＦＴＡを推進している。

　これまでに、シンガポール、メキシコ、マレーシアとの間で協定が発効したほか、

フィリピンとは協定の署名に、タイ、チリ、インドネシア、ブルネイとは大筋合意

に至っている。現在は、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）全体、湾岸協力理事会（注）、

ベトナム、インドと交渉を行っているほか、豪州、スイスと交渉入りすることに合

意している。 
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（注）湾岸協力理事会（ＧＣＣ）加盟国：バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦



5 　森林づくりを支える競争力ある林業・木材産業への転換
 ～国産材の利用拡大を軸とした林業・木材産業の再生～

（１）林業・木材産業に求められる構造改革

（構造改革の方向性）

　林業は、再生産可能な循環型資源である木材を生産するという重要な役割を果た

すとともに、森林の健全な育成を担い、森林の多面的機能の発揮を支えている。ま

た、木材産業は、林業を通じて生産された木材を多様な形態に加工し、様々な産業、

国民に供給していくという重要な役割を果たしている。

　しかしながら、国産材の供給量がほぼ一貫して減少傾向で推移してきた中で、林

業・木材産業とも、長期的にその活動が停滞している。

　この原因としては、既に述べてきたように、戦後植林された国内資源が育成途上

にあった間は、量的な面で需要に十分対応できなかったこと、また、外材がシェア

を伸ばす中で、供給の安定性、品質、価格の面で外材より競争力が低い状況が続い

たことなどがあげられる。また、国産材への需要が減少する過程では、伐採・育林

面積の減少、森林所有者や林業事業体の収入の減少が続き、これらが経営意欲を減

退させてさらに供給力が弱まるという悪循環の構造が続いた。

　この悪循環から脱却するためには、安定供給面、品質面、価格面で需要者ニーズ

に応える体制を構築し、国産材の外材に対する競争力を強化していくとともに、そ

の中で、森林所有者等の経営意欲が減退してきた大きな要因である低い採算性を向

上させていくことが必要である。このため、新たに平成１８年度から取組が始まった

新生産システムにみられるように施業の集約化による原木の安定供給体制の構築や

流通の効率化、製材工場等の大規模化など林業・木材産業の構造改革を進めていく

ことが不可欠である。

　さらに、生産・流通・加工の各段階でのコストダウンに加え、利用されずに森林

内に残されていた小径材や製材工場で発生する端材等を、バイオマス発電施設、ペ

レットボイラー等の燃料や木質ボード等の原料として利用するなど、木材を総合的

に利用することにより採算性の向上につなげていくことが重要である（図Ⅰ－２２）。

　そして、これらの取組を通じて、多様な森林の整備を推進し、森林の健全性を長

期的に支えていくことが必要である。
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（国産材利用を進める追い風）

　近年、中国をはじめとする経済成長が続く諸国における木材需要の増加等により、

世界全体の木材需要は増加傾向にある。また、原油価格の高騰やユーロ高などに起

因する外材輸入価格の上昇もみられるようになっており、外材供給をめぐり様々な

変化が生じてきている。他方、我が国では利用可能な資源量が増加傾向にある。

　このため、従来外材を中心に取り扱ってきた製材、集成材、合板工場においても、

今後の安定的な調達が期待される原材料として国産材の利用を拡大する動きが出て

きている。

　さらに、このような動きを後押しする要因の一つとして、加工技術の向上がある。

例えば、曲がり材から歩止まり良く集成材用ラミナを生産する加工機械や、小径木

にも対応できる合板用の単板製造機械などが実用化されている。これらが原動力と
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図Ⅰ－22　木材の総合的な利用（概念図）�
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なって、これまで国産材の利用が進まなかった集成材や合板分野などの大規模量産

型の規格品についても国産材を利用することが可能となってきている。　

　これらの情勢の変化を背景として新たな動きもみられる。例えば、全国に先駆け

て人工林資源が充実してきている九州では、大型の集成材工場や合板工場に国産材

を現場から直送で供給する事例がみられるようになっているなど、今までの多段階

で小規模・分散型の供給体制から脱却しようとする取組が始まっている。

　このように、外材供給における変化や国内資源の充実という供給面、合板等の新

たな分野での利用拡大という需要面の両面から国産材にとっての追い風が吹いてい

る。

　さらに、地球温暖化の防止、循環型社会の形成に向けてバイオマス利用の重要性

が国民に認識されてきており、木質バイオマスの新たな利用策についての研究や実

証も行われてきている。

　国産材利用を進める条件が整いつつあるこの機会を林業・木材産業関係者は好機

と捉え、この流れを大きくしていくため、木材利用に関するニーズを的確に捉え、

それに応える供給体制づくりを早急に進めることが重要である。

（２）具体的な対応方向

ア　大規模・安定供給への取組

　国産材の需要を伸ばすためには、住宅メーカー等の需要者のニーズに対応して乾

燥度合いや寸法精度、強度など品質・性能の明確な製品を安定的に供給することが

必要である。このため、乾燥材等の木材製品を安定的に供給する体制として、製材

工場の大規模化や集成材等の生産に必要な加工技術の向上などを進めていくことが

求められている。これらの分野では一工場当たりの素材消費量が大きなものとなる

ことから、それらに対応した国産材の供給体制が不可欠である（図Ⅰ－２３）。

（原木の安定供給体制の構築）

　原木を安定的、効率的に供給していくためには、これまでの個々の森林所有者等

による小規模・分散的な林業生産活動による供給体制を見直していく必要がある。

このため、森林組合や素材生産業者が中心となって、森林所有者等から施業を長期

的に受託するなど、施業の集約化を図り、原木の量的まとまりの確保と計画的な供

給を進めていく等の取組が必要である。また、森林組合等が森林所有者から施業の
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受託について理解を得るにあたっては、施業内容や経費・収益等を明確にした上で

具体的な施業を提案する取組が成果を上げている。このような手法の普及・定着を

図ることにより、不在村森林所有者をはじめ直接的に森林の管理を行わない森林所

有者が伐採後の植栽も含め安心して長期的な管理を委託しやすい状況を作ることが

必要である。

　また、今後の原木需要の中心となる並材については、地域間や民有林・国有林間

で連携を図り、量をまとめること等により競争力を持たせることが一層重要である。

　さらに、需要者ニーズに応じた原木を供給するためには、林業関係者や流通関係
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図Ⅰ－23　木材の安定供給体制のイメージ（例）�
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者が多様な需要に対応できる需給情報を共有し、年間を通じて安定した供給が可能

となる体制を構築することが必要である。

（競争力向上、採算性向上のための低コスト化の取組）

　国産材の競争力を高め、林業の採算性を向上させるためには、間伐等の実行、搬

出、流通等の各段階で、効率性を高める低コスト化の取組を総合的に行うことが重

要である。

　間伐等の生産性を向上させるためには、施業の集約化を進めるとともに、路網と

高性能林業機械の一体的な組合せによる作業システムや列状間伐などによって、低

コストで効率的な施業を推進することが必要である。

　高性能林業機械等の走行に用いる作業路をはじめとする路網の整備については、

線形や道幅等の柔軟な設計によって切土高や切盛土量を抑制するなどにより、作業

システムや地形に応じた簡易で耐久性のある構造での整備を推進することが必要で

ある。その際、施業の集約化は、複数の所有者の森林にまたがる路網の効果的・効

率的な整備や高性能林業機械等の稼働率の向上につながることなどから、低コスト

化を進める上でも重要な要素となる。

　流通に関しては、従来のような原木市場を経由して、そこで現物熟覧により取引
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事例Ⅰ－７　J－フォレスター（日本版森林管理技術者）養成研修の開催

　平成１８年１１月、農林中央金庫は、低コスト生産システムの普及に指導的役割を果たす森林組合
の養成を目的として、「J－フォレスター（日本版森林管理技術者）養成研修」を開催した。研
修は、施業提案による集約化等で成果を上げている京都府の日吉町森林組合で実施され、間伐コ
ストの分析、作業路網の設置等についての講義と現地実習が行われた。今後、研修に参加した森
林組合を介して、提案型による集約化施業が全国に普及・定着していくことが期待されている。

事例Ⅰ－８　国有林と民有林が連携して新たな供給を行う取組

　世界自然遺産に登録されている屋久島には、戦後育成されたスギ
人工林が約１万ヘクタールある。これらの人工林からは、年間の島
内需要の１０倍以上の間伐材生産が可能であり、関係者の間で島外へ
の運搬等での不利な条件を克服するための方策が検討された。その
結果、島外の合板工場まで船で直送することにより競争力を高める
こととし、平成１８年１０月、国有林からの間伐材の供給を開始した。
今後は、民有林からの供給を含め、販売先への安定供給を進めるこ
ととしている。



されるという形態ではなく、山元から製材工場等へ直送する動きもみられている。

このように、流通の効率化を図ることは、流通過程での各コストを削減し、原木供

給側、工場側の双方の収益を高めるとともに、森林所有者や林業関係者が需要者ニ

ーズを直接把握できるようになるという効果もある。

（製材・加工体制の整備）

　住宅建築の分野では、品質・性能の確かな製品の安定供給が求められていること

から、木材製品の供給においても、こうした要請に応えられる製材・加工体制を構

築することが必要である。このため、製材・加工体制の大規模化を進めるとともに、

乾燥材、集成材等の生産に必要な加工技術の向上などを図ることが必要である。

　また、中規模の工場においても、原木の調達や乾燥・仕上げ、製品の販売等にお

いて複数の工場の間で連携し、スケールメリットを活かすことにより、低コスト化

や販路の拡大等を図ることが必要である。
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Ⅰ

事例Ⅰ－９　素材生産と連携して原木の安定供給に取り組む製材工場

写真左：作業路を利用した伐採現場の様子、写真右：原木と製品が並ぶ土場

事例Ⅰ－１０　低コスト作業システムの取組

　静岡県の富士森林組合では、施業の集約化とともに路網整備と高性能林業機械を組み合わせた
効率的な施業により、生産性を向上させ、森林所有者への収益の還元を実現している。
　平成１７年度は、簡易で耐久性のある作業路
の開設、造材工程へのプロセッサの導入等に
より、約２割の生産コストを削減した。 

写真左：作業路の整備、写真右：プロセッサによる造材

　福島県のＫ社は、年間原木消費量の目標が１０万m3を超え、国産材製材
工場としては国内最大規模である。同社では自社製材工場で消費する原木
の５０％を委託生産することにより安定的に原木を確保している。また、伐
採した木材は４ヶ月程度、山で葉枯らし
乾燥を実施した後に製材工場に搬入して
いる。
　このような素材生産、独自の乾燥技術
により、高品質なスギ柱角等を低コスト
で生産している。



　さらに、国産材製材品の品質に対する信頼を高めていく上で、乾燥材の供給が低

位にある状況の改善が不可欠であり、乾燥材の生産体制を強化するとともに、乾燥

技術の向上、品質管理の強化を図ることが必要である。

イ　こだわりのある木材ニーズへの対応（「顔の見える木材での家づくり」の推進）

　住宅を新築する場合、特に持家を中心として無垢材へのこだわりや産地、樹種へ

のこだわりを追求する例がみられる。また、リフォームに際して、意匠を凝らすた

め内装に木を利用したいという要請もある。このようなニーズに応えるため、森林

所有者から木材産業関係者、住宅生産者までの地域の関係者等が一体となって消費
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事例Ⅰ－１１　集成材用の国産材ラミナを安定供給する施設の整備

　宮崎県の広渡川流域では、あまり利用されていなかった間伐材
等のスギを原料として活用し、大きなロットで安定的に集成材を
生産するシステムの確立に取り組んでいる。
　これに参画するＹ社は、集成材工場にスギラミナを安定的に供
給するため、大規模なラミナ加工施設の整備を行った。

事例Ⅰ－１２　製材工場の連携による品質・性能の確かな製品の供給

　栃木県のＴ社では、自社及び提携先の製材工場が連携し、複数
の工場で製材（粗挽き）した材を、核となる工場に集約し、乾燥
や仕上げ加工等を一括して行うことにより、効率的な生産と品質
管理の徹底を図っている。また、連携によりロットをまとめるこ
とにより、大手ハウスメーカー等の大規模需要者への販路も確保
している。さらに、各工場で生じた規格外品を一か所に集め、欠
点を除去した上でつなぎ合わせて間柱を生産するなど、生産コス
トの縮減を図っている。

事例Ⅰ－１３　スギ高速乾燥システムの開発

　独立行政法人森林総合研究所では、割れを防止するなど品質を一定レベルで維持しながらスギ
材を高速で乾燥することを可能とするため、高周波方式や減圧方式等を用いた効率的な木材乾燥
技術の取りまとめを行った。この成果については、同研究所のホームページ上で「スギ乾燥のた
めの１０の要点」（第１期中期計画成果集１８）として公開し、スギ材の乾燥技術の普及に取り組ん
でいる。



者の納得する家づくりを行う「顔の見える木材での家づくり」の取組が行われてい

る。

　林野庁の調べでは「顔の見える木材での家づくり」に取り組んでいる団体は平成

１８年現在で２４１団体、１７年の住宅供給実績は６,４６０戸となっている。また、これらの

取組には、大工の育成や技術の継承などを含んだ幅広いものもみられる。今後は、

消費規模の大きい都市圏を中心に潜在的な需要を発掘するとともに、消費者に具体

的な選択肢の一つであるとの認識が深まるよう、取組を強化していくことが重要で

ある。

　また、無垢材や産地、樹種にこだわって住宅を建築したいという消費者は、森林

や木の良さの理解者でもあることから、林業・木材産業がこうした個別のニーズに

も着実に対応していくことは、我が国の木の文化を育んでいく上で重要な面がある。

ウ　消費者の視点に立った製品開発の推進 

　国産材に対する需要を高めていくためには、消費者の視点に立った製品開発を進

めることが重要である。この場合、住宅産業等はもとより、最終消費者としての住

宅購入者のニーズにも応えていくことが必要である。

　特に、需要の新規拡大を図るためには、今まで木材の利用が比較的少なかったマ

ンションやオフィスの内装や家具などの分野で消費者ニーズを的確に捉えた国産材

の高付加価値製品を開発していく必要がある。
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Ⅰ

事例Ⅰ－１４　顔の見える木材での家づくり

　栃木県のＹ協同組合は、地元で生産される八溝スギにこだわった木造住宅を県内及び周辺地域
に供給し、「顔の見える木材での家づくり」に取り組んでいる。同協同組合の構成メンバーには
森林組合、製材業者、工務店、設計事務所のほか、
和紙や建具の関係者も加わっており、照明具等に
至るまで地元素材を活用する和風へのこだわりを
有している。また、天然乾燥した無垢材を大工が
手加工するという伝統的な工法を採用し、若手大
工の育成にも力を入れている。消費者に対しては、
モデルハウスの展示や見学会の開催等により木の
家の良さのＰＲを行っている。



　また、品質ニーズへの対応に加え、施工性に優れた建築材料の開発を行うこと等

により、住宅建築において汎用品としての利用量を増やしていくことも重要である。

そのためには、木材産業とハウスメーカー等との連携を強化し、需要者ニーズにつ

いての情報交換などを進めていくことが必要である。 

　さらに、消費者の視点として、健康的で快適な住宅に対する関心が高まっている

ことから、健康や衛生面での木材の長所について広く国民にＰＲし、住宅の新築や

リフォーム、内装等において国産材を選択肢として捉える消費者が増えるよう取り

組んでいくことが必要である。 
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事例Ⅰ－１５　マンションの内装での木材利用

事例Ⅰ－１６　圧縮木材としてのスギの利用

　岐阜県の家具メーカーＨ社は、地元の製材業者、卸売業者、森林組合など５社で協同組合を設
立し、スギ材の家具利用に取り組んでいる。スギは木目の美しさや手触りの暖かみ等の魅力を有
しているが、軟らかく傷つきやすいことから、家
具としての利用が進んでいなかった。同組合では
スギの圧縮技術を開発することにより、家具に適
した堅さを確保するとともに、曲面に成形するこ
とに成功した。Ｈ社では同組合から供給された圧
縮スギを利用して、スギの良さとデザイン性を兼
ね備えた製品の商品化に取り組んでいる。

写真左：３次元圧縮されたスギ材、写真右：圧縮材を使用したダイニングチェア

　京都市の森林組合や木材関係の協同組合、ＮＰＯ等の間では、林業関係者と建築関係者が連携
してマンション等の内装に北山杉を用いる取組を推進している。北山杉は磨き丸太の床柱として
有名であるが、近年では、和室の減少により床柱としての用途が減少してきた。この取組では、
北山杉が醸し出す木目の美しさ等を活か
し、マンション等の内装として天井や柱、
壁、床等に利用するとともに、壁材とし
て珪藻土を併せて利用することなどによ
り、自然素材を利用した快適な住環境を
提案している。



エ　木材の総合的な利用　

（バイオマス利用の推進による木材の総合的な利用）

　木質バイオマスは、再生産可能な循環型資源として持続的に活用できること、地

球温暖化の防止にも貢献するものであることなど、環境に優しい資源である。また、

今まで収集運搬コストが高いために利用されていない林地残材をバイオマスとして

利用する取組を進めることは、環境面での貢献のみならず、山村地域の活性化等の

観点からも重要である。

　木質バイオマスの用途としては、既に、ボード類、製紙、家畜粗飼料等の原料、

ペレットボイラーや発電施設等の燃料としての利用などが実用化されている。また、

新たな用途としては、輸送用燃料となるバイオエタノールの原料としての利用が注

目されている。

　今後は、既に実用化が行われている分野については、例えば、熱源としてのバイ

オマス利用に対応したペレットボイラーやペレットストーブの普及や、製紙原料と

しての林地残材の利用など、バイオマス利用の定着・拡大を推進することが必要で

ある。また、実用化を目指している分野については、コスト的に実用化可能なレベ

ルを早期に実現するための研究開発や実証試験等を推進していくことが必要である。

　また、木質バイオマス利用の普及や実用化を図るにあたっても、従来からの木材

流通の課題である競争力ある価格での原料の安定供給が求められる。このため、素

材の生産などとも連携した効率的で低コストな未利用バイオマスの収集・運搬シス

テムや収集・運搬機等の開発、林地残材の資源量の把握等の取組を推進していくこ

とが必要である。 
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Ⅰ

事例Ⅰ－１７　住宅建築のニーズに合った製品の開発

　ハウスメーカーのＳ社では、スギの小幅板を斜め４５度で格子状に貼り
合わせたパネルを開発し、軸組工法住宅の壁下地材として使用している。
このパネルは、筋かいがなくても高
い壁耐力が得られるとともに、通気
性に優れ施工性も向上する等の特徴
がある。小幅板ということで間伐材
の用途として期待される。
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事例Ⅰ－１８　バイオマス利用の推進

　岡山県真庭市は、林業地であるとともに多数の製材工場を有する木材産業集積地である。この
特性を活かし、企業や市民、行政が一体となって木質バイオマスの利活用を進めている。
　Ｍ工業は製材廃材から木質ペレットを製造しており、地域ではこれを製材工場の発電用燃料や
公共施設でのボイラー等の燃料として利用している。また、Ｍ社は木質系原料によるバイオエタ
ノール製造の実証に取り組み、県や市はそこで生産されるエタノールをガソリンに３％混合した
燃料（Ｅ３）を社会実験として公用車で使用している。さらに、森林組合等は未利用の樹皮や林
地残材の活用を図るため、低コストで効率的な収集システムを確立する取組も始めている。
　同市では、平成１８年４月に「バイオマスタウン構想」を公表し、木質バイオマスのほか家畜排
泄物や食品廃棄物などの利用を含めた総合的な取組を地域全体で展開している。

写真左、中：混合ガソリンＥ３での社会実験、写真右：バイオエタノール製造プラント

事例Ⅰ－１９　バイオマス発電の取組

　秩父市は、森林の整備・保全、雇用の創出等を目的
に、地域に賦存する木質バイオマスを燃料として有効
活用するバイオマス発電施設を平成１８年度に整備した。
同発電施設は、木材チップを原料としてガス化し発電
するもので、発生する電気や熱は、市のレクリエーシ
ョン施設、足湯等で利用することにしている。また、
「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特
別措置法（ＲＰＳ法）」に基づく認定を受けており、
余剰となる電力については、電力会社へ売電する予定
である。

発電施設（中央オレンジ色の施設）
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事例Ⅰ－２２　スギのＭＤＦ（中質繊維板）原料としての利用

　徳島県でＭＤＦを製造するＮ社では、原料として国産材の利用を進めているが、年間約６万m3

の国産材を利用する中、その４割が間伐材となっている。
　また、同社では木材表示推進協議会の会員となり、製品に樹
種名や産地を表示する取組を行っている。また、「間伐材マー
ク」や「サンキューグリーンスタイルマーク」の使用認定も取
得しており、国産材の利用を進め、我が国の森林の育成、ひい
ては地球温暖化防止へ貢献していきたいとしている。

事例Ⅰ－２１　製紙原料としての間伐材等の利用推進の取組

○　北海道では、道産材の新たな用途開拓として、コピー用紙の原料
に道産間伐材などを利用することに取り組み、商品化している。
　現在、道庁では、このコピー用紙を率先して導入しているほか、
地元企業にも導入を呼びかけている。

○　平成１８年１２月、九州地域において、九州森林管理局、九州・沖縄各県、製紙会社やコピー機
器メーカーなど２５団体による「国民が支える森林づくり運動」推進協議会が発足した。この協
議会は、九州で生産される間伐材を原料の一部とするコピー用紙等を積極的に利用していくこ
とにより間伐の推進を図ることを目指している。現在、その方法として、製品価格の一部を間
伐協力金として森林整備に還元していく仕組みを検討している。

○　製紙販売業者である I社は、国内の森林整備を促進するための新たなビジネスモデルとして、
利用されずに林地残材となっている間伐材等を製紙原料に積極的に活用する仕組み「３．９（サ
ンキュー）ペーパー」を考案した。３．９ペーパーは印刷物
を製作するユーザーが、紙の代金に間伐材等の輸送費用を
上乗せし負担することにより、国産材の活用を促進し健全
な森林整備に貢献しようとするものである。企業が環境報
告書や折り込みチラシ等に３．９ペーパーを採用するなど、
活動の輪が広がりつつある。

事例Ⅰ－２０　スギの家畜粗飼料としての利用

　宮崎県のＭ協同組合は、スギ間伐材を原料とした家畜粗飼料を開発している。これは、スギ間
伐材をチップ化し、加圧缶の中で蒸煮した後、牛が食べやすい柔ら
かさの繊維状にすり潰して製造するものである。給餌試験において
も、通常飼料を与えた牛と成長状態に差がないこと、安全性への懸
念もないこと、排便状態も良好で、毛艶が良くなることなど、良好
な結果が得られている。このため、低質の間伐材等の新たな用途と
して期待されている。



（３）国産材の利用による健全な森林の育成

（国民全体で進める国産材利用の重要性）

　多様な機能をもつ森林を健全に育成していく上で、林業や木材産業の構造改革が

求められる一方、林業・木材産業の再生には、安定した国産材需要の創出が必要で

あり、消費者による国産材の積極的な利用を推進していくことが必要である。

　特に、森林・林業基本計画で目指している１００年先を見通した多様で健全な森林

づくりを進めるためには、充実しつつある資源を利用しながら計画的な森林整備を

推進することが求められている。

　また、国産材の利用により健全な森林の育成を支えることは、森林のもつ公益的

機能の発揮という形で国民に多様な恩恵がもたらされるものである。さらに、国産

材の利用は、循環型社会の構築、快適な住空間の創造、林業の振興を通じた山村の

活性化など、多様な意義を有している。

　このため、「美しい 森  林 づくり推進国民運動」等により森林所有者、林業経営者、
も り

木材産業関係者、消費者が、それぞれの立場で森林づくりを支えているという認識

を共有し、国産材の利用を国民全体で進めていくことを通じ、我が国の森林が健全

に育成されるという好循環を生み出していくことが重要である（図Ⅰー２４）。

（力強い林業・木材産業への期待）

　国産材の利用が生み出す多様な意義について、国民が実感し、社会的な共通認識

へと発展させていく上で、林業・木材産業の果たす役割は大きいものがある。

　林業・木材産業は、森林と国民との重要な橋渡し役として、国民が森林とのふれ

あいや国産材の利用を通じて森林を身近に感じることができるよう、国民の視点を

重視し、国民が求める森林づくりや木材製品へのニーズに的確に応えていくことが

重要である。

　現在、森林が公益的機能を発揮していく上でも、資源として利用されていく上で

も、持続可能な森林経営が求められている。また、違法伐採対策への対応でみられ

るように、世界的には持続可能な森林経営が行われている森林から産出された木材

を利用していこうとする動きが拡大している。

　このようなことから、林業・木材産業は、森林の公益的な機能が十全に発揮され

るよう、持続可能な森林経営を実践する中で、産出される木材を循環型資源として

国民に利用されるように供給していく、環境に貢献する産業として、国民に広く受
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け入れられるように活動を展開していく必要がある。そして、その社会的役割を果

たしていくにふさわしい力強い林業・木材産業へと発展していくことがまさに期待

されている。
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図Ⅰ－24　健全な森林の育成と国産材利用の相互関係（概念図）�
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注：森林所有者自らが間伐等の施業を行う場合もあるが、この図では、森林所有者が森林組合等の林業事業体に施業を委託�

　　する場合で作成している。�
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地球温暖化防止に向けた森林吸収源対策の推進

Ⅱ

（要約）

　地球温暖化は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つとして、 

その防止に向けた国際的な取組が進められてきている。

　平成９年（１９９７年）に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議 

（ＣＯＰ３）で「京都議定書」が採択され、温室効果ガス排出量の削減目標が

法的拘束力のある国際的な約束として定められた。京都議定書は、平成２０年 

（２００８年）から平成２４年（２０１２年）までの５年間における温室効果ガスの各年

の平均を、基準年の平成２年（１９９０年）の水準と比較して、先進国全体で少な

くとも５％、我が国については６％削減することを定めている。また、京都議

定書の運用ルールを定めた文書により、森林による二酸化炭素吸収量の算入ル

ールが定められ、我が国の算入の上限として１,３００万炭素トンが認められた。

　我が国は、平成１４年（２００２年）に京都議定書を締結し、同年１２月に農林水産

省は、健全な森林の整備・保全等について国、地方を通じた取組を実施する

　「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」を策定した。平成１７年（２００５年）

には京都議定書発効を受けて「京都議定書目標達成計画」が閣議決定された。

この計画では我が国の６％削減約束の達成に向け、１,３００万炭素トン（基準年

総排出量比約３.８％）程度を森林による吸収量で確保することを目標としてお

り、森林吸収源は我が国の温暖化対策において特に重要なものとして位置づけ

られている。

　京都議定書の第１約束期間の開始が平成２０年（２００８年）と目前に迫っており、

森林吸収量の目標である１,３００万炭素トンを達成することは、我が国が京都議

定書の６％削減約束を達成するために不可欠である。

　しかしながら、林野庁において最新のデータ等に基づき、現状程度の水準

で 森林整備等が推移した場合について試算したところ、森林吸収量の目標であ

る１,３００万炭素トンを確保するためには１１０万炭素トンが不足している。この不

足分を確保するため、今後、第１約束期間が終了する平成２４年度までに毎年２０

万 ha の追加整備が必要となっており、第１約束期間の開始を目前に控え、対

策の加速化が急がれる状況にある。

　このため、広く国民の理解と協力を得ながら、間伐等の森林整備をはじめと

する森林吸収源対策を強力に推進していくことが重要である。



1　地球温暖化防止に向けた国際的取組

（１）地球温暖化の影響

　地球の表面は、大気中にごく少量含まれている二酸化炭素、メタン等のガスの持

つ温室効果により、人間をはじめとする動植物等の生存できる気温に保たれてきた。

この温室効果がなければ地表の温度は－１９℃まで下がるといわれている。他方、大

気中の温室効果ガスの濃度が増加すると、温室効果が過度に働き、地球全体で気温

の上昇（地球温暖化）が進行することにより、自然の生態系及び人類へ深刻な影響

を及ぼすことが懸念されている。

　温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化の科学的・技術的評価を行う「気候変動に

関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」が平成１９年（２００７年）に取りまとめた「ＩＰＣＣ

第４次評価報告書」によると、地球の平均地上気温は平成１７年（２００５年）までの

１００年間に０.７４℃上昇したとされている。また、２０世紀半ば以降に観測された世界

の平均気温の上昇のほとんどは、人為起源による温室効果ガスの濃度の増加による

ものである可能性がかなり高い、としている。さらに、同報告書は、地球の平均地

上気温は今世紀末までに最大で６.４℃上昇すると予測している。

　我が国では、１９８０年代後半から急速に気温が上昇し、１９９０年代以降は過去１００年

間で最も気温が高くなり、１００年で１.０７℃上昇していることが気象庁の観測により

明らかとなっている（図Ⅱ－１）。また、気象庁の「地球温暖化予測情報第６巻」

によると、約１００年後には気温は一年を通して全国的に上昇し、年平均気温は２～

３℃程度上昇するとともに、大雨の発生頻度はほとんどの地域で増加するなどの変

化が予測されている。

　内閣府の「地球温暖化対策に関する世論調査」によると、地球温暖化のもたらす

影響として、海面上昇による沿岸域に対する被害や、雨の量や川の流量の大きな変

化などに対して国民の関心が高いことがわかる（図Ⅱ－２）。 
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図Ⅱ－1　日本の年平均地上気温平年差の経年変化（1898～2006年）�

資料：気象庁資料より作成�

　注：１）棒グラフ（青）は各年の平均気温の平年差、折れ線（赤）は年々の変動を取り除くため5年間の移動平均、直

線（緑）は長期的傾向を示している。�

　　　２）年平均気温平年差は、各地点について月平均気温の観測値と平年値（1971～ 2000年の 30年間平均した値）と

の差（平年差）を求め、各月について各地点の平年差を平均し、それらの値を1年分平均した各年の値。�

気温平年差�

長期的傾向�
5年間の移動平均�

（℃）�
1.5�

1�

0.5�

0�

-0.5�

-1�

-1.5
1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010（年）�

0 10 20 30 40 50 60 70（％）�

55.2

51.7

53.3

28.7

21.5

30.8

62.6

5.0

図Ⅱ－2　地球温暖化がもたらす影響への国民の関心�

資料：内閣府「地球温暖化対策に関する世論調査」（平成17年 7月実施）�

雨の量や川の流量が大きく変わること�

穀物などの農作物の収穫量が減ること�

多くの動植物が絶滅するなど生態系が変化すること�

珊瑚の白化やマングローブ林の水没が進むこと�

マラリアや熱中症などの被害が拡大すること�

海面上昇により沿岸域の地形や施設が被害を受けること�

異常気象による自然災害に対し、保険金の支払額が増えること�
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（２）地球温暖化防止に向けた国際的な動き

　地球温暖化は人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つであり、早急に

その防止対策の推進が求められていることから、国際的に様々な取組が進められて

きている（図Ⅱ－３）。

　平成４年（１９９２年）５月には「気候変動に関する国際連合枠組条約（気候変動枠

組条約）」が採択され、同年６月にリオ・デ・ジャネイロで開催された「国連環境

開発会議（ＵＮＣＥＤ）」（地球サミット）において１５０か国以上が署名を行った。

　平成９年（１９９７年）には京都で気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）

が開催され、「京都議定書」が全会一致で採択された。京都議定書は、平成２０年

（２００８年）から平成２４年（２０１２年）までの５年間における温室効果ガス排出量の各

年の平均を、原則として基準年である平成２年（１９９０年）の水準と比較して、先進
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Ⅱ 図Ⅱ－3　国際的な議論の流れ�

1992.6

1994.3

1997.12

2001.11

2005.2

2005.11

2006.11

国連環境開発会議（地球サミット）：リオ・デ・ジャネイロ�

気候変動枠組条約発効�

気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）：京都�

気候変動枠組条約第7回締約国会議（COP7）：マラケシュ�

京都議定書発効�

気候変動枠組条約第11回締約国会議（COP11）、�
京都議定書第1回締約国会合（COP/MOP1）：モントリオール�

気候変動枠組条約第12回締約国会議（COP12）、�
京都議定書第2回締約国会合（COP/MOP2）：ナイロビ�

我が国を含め各国が気候変動枠組条約に署名�

大気中の温室効果ガスの濃度の安定化が目的�

「京都議定書」採択：先進国等の排出削減目標、�
吸収源の取扱い、京都メカニズム等を規定�

京都議定書の運用ルールの法的文書に合意�

国際的な議論の流れ�

1992.6 気候変動枠組条約に署名�

1990.1 地球温暖化防止行動計画�

1993.5 気候変動枠組条約批准�

1998.6 地球温暖化対策推進大綱�

1999.4 地球温暖化対策の推進に関する法律施行�

2002.3 地球温暖化対策推進大綱見直し�

2002.6 京都議定書締結�

2002.12 地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策策定�

2005.4 京都議定書目標達成計画策定�

2005.6 地球温暖化対策の推進に関する法律改正�

我が国における議論の流れ、取組�



国全体で少なくとも５％、我が国については６％削減することを定めている（表Ⅱ

－１）。

　また、国際的に協調して京都議定書の削減約束を達成するための柔軟措置として、

「クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）」、「共同実施（ＪＩ）」等からなる京都メカニ

ズムを認めている。

　さらに、京都議定書は、森林による二酸化炭素の吸収量を温室効果ガス削減目標

の達成手段として算入できるものとしている。ただし、その対象は、平成２年

（１９９０年）以降新たに造成された森林（新規植林、再植林）及び適切な森林経営が

行われた森林による吸収量に限られている。（図Ⅱ－４）。 
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表Ⅱ－1　京都議定書の概要

二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、代替フロン等 3
ガス（HFC、PFC、SF6）の計 6種類

対 象 ガ ス

1990 年（HFC、PFC、SF6については 1995 年としてもよい）削減基準年

2008 年～ 2012 年目標達成期間

先進国全体で少なくとも 5%、我が国は 6%削減削 減 目 標

森林等による二酸化炭素の吸収量を温室効果ガス削減目標の達成手段として
算入

吸　収　源

法 的 拘 束 力 の あ る 数 値 約 束 の 設 定



　平成１３年（２００１年）に開催された気候変動枠組条約第７回締約国会議（ＣＯＰ７）

では、京都議定書の運用ルール等を定めた文書（マラケシュ合意）が採択された。

この中で、森林による二酸化炭素吸収量の算入ルールが定められ、我が国の算入の

上限として１,３００万炭素トン（４,７６７万二酸化炭素トン）が認められた。

　我が国においては、既に多くの森林が造成されており、新たに造成される森林は

限られていることから、森林経営が行われている森林の吸収量で１,３００万炭素トン

を確保することが必要である。

　算入の上限として認められた森林による吸収量と森林面積の関係について他国の

状況をみると、カナダでは森林面積が我が国の１０倍以上であるが吸収量は我が国と

ほぼ同じであり、ロシアでは森林面積が我が国の３０倍以上であるが吸収量は我が国

の３倍程度となっている（表Ⅱ－２）。

　京都議定書は、平成１６年（２００４年）にロシアが批准したことにより発効要件を満

たし、平成１７年（２００５年）２月に発効した。これにより、温室効果ガスの具体的な

削減数値目標については、先進国全体で少なくとも５％、我が国については６％の

削減が法的拘束力のある約束となった。 
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図Ⅱ－4　京都議定書における森林吸収源の考え方�

1962年� 1990年� 2012年�

1962年� 1990年� 2012年�

1962年� 1990年� 2012年�

新規植林：過去50年間森林がなかった土地に植林�

再植林：1990年以降森林でなかった土地に植林�

森林経営：持続可能な方法で森林の多様な機能を�
　　　　　十分に発揮するための一連の作業　　�



（京都議定書発効後の主な動き）

　平成１７年（２００５年）１１月には、モントリオールにおいて、気候変動枠組条約第１１

回締約国会議（ＣＯＰ１１）と併せて京都議定書第１回締約国会合（ＣＯＰ / ＭＯＰ１）

が開催され、マラケシュ合意が正式に採択されるなど、京都議定書の運用ルールが

全て決定した。

　また、平成１８年（２００６年）１１月、ケニアにおいて行われた、気候変動枠組条約第

１２回締約国会議（ＣＯＰ１２）及び京都議定書第２回締約国会合（ＣＯＰ /ＭＯＰ２）

では、第１約束期間後である平成２５年（２０１３年）以降の枠組について議論が行われ

た。特に、森林分野では、途上国における森林減少に由来する温室効果ガス排出を

削減する方策について検討が行われた。

2　我が国における地球温暖化防止対策の推進

（「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」の推進）

　我が国では、平成１４年（２００２年）、京都議定書の締結に合わせ、「地球温暖化対策

推進大綱」（平成１４年３月１９日地球温暖化対策推進本部決定）が定められ、京都議

定書における温室効果ガスの６％削減約束の達成に向け、国、地方公共団体、事業

71

表Ⅱ－2　主な国の温室効果ガスの森林吸収量の適用上限値と森林面積、削減数値目標

削減数値目標森林面積吸収量適用上限値国名

6%25 万ｋｍ 21,300 万炭素トン日本

6%310 万ｋｍ 21,200 万炭素トンカナダ

0%809 万ｋｍ 23,300 万炭素トンロシア

8%16 万ｋｍ 288 万炭素トンフランス

8%11 万ｋｍ 2124 万炭素トンドイツ

8%3万ｋｍ 237 万炭素トンイギリス



者、国民の総力を挙げた取組を強力に推進することとした。これを受け、農林水産

省は同年１２月に「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」を策定し、平成１５年

（２００３年）から平成２４年（２０１２年）までの１０か年にわたり、①健全な森林の整備、

②保安林等の適切な管理・保全等の推進、③木材・木質バイオマス利用の推進、④

国民参加の森林づくり等の推進、⑤吸収量の報告・検証体制の強化について、国・

地方を通じた取組を実施することとした（図Ⅱ－５）。 
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図Ⅱ－5　地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策の主な内容�

健全な森林の整備�

保安林等の適切な管理・保全等の推進�

木材及び木質バイオマス利用の推進�

国民参加の森林づくり等の推進�

吸収量の報告・検証体制の強化�

○各地域において幅広い関係者が参画して、管理不十分
な森林の整備に向けた行動計画を作成�

○間伐の実施、育成複層林への誘導等多様で健全な森林
の整備等の推進�

○山地災害のおそれの高い地区や奥地水源地域における
荒廃地等の復旧整備�

○保安林制度の適切な運用により、保安林の保全対策を
推進�

○木材利用に関する国民への普及啓発、木材産業
の構造改革等を通じた住宅や公共部門等での木
材の利用拡大、木質資源の利用の多角化を推進�

○森林吸収源対策に関する国民の理解の促進、森林ボ
ランティア活動、森林環境教育、森林の多様な利用
等を推進�

○吸収量の報告・検証に必要な森林資源情報を収集
するシステムを整備�



（「京都議定書目標達成計画」の策定）

　平成１７年（２００５年）には京都議定書発効を受け、地球温暖化対策推進大綱等を引

き継ぐものとして、京都議定書における削減約束を確実に達成するために必要な措

置を定めた「京都議定書目標達成計画」が閣議決定された。この計画は、我が国の

６％削減約束の達成に向け、１,３００万炭素トン（４,７６７万二酸化炭素トン、基準年総

排出量比約３.８％）程度を森林による吸収量で確保することを目標としており、

森林吸収源は我が国の温暖化対策において特に重要なものとして位置づけられて

いる。

　京都議定書目標達成計画においては、森林経営による獲得吸収量の上限値を確保

するためには、森林整備等を一層推進することが重要であるとしている。このため、

横断的施策の検討も含め、政府一体となった取組及び地方公共団体、森林所有者、

林業・木材産業の事業者、国民等各主体の協力と多大な努力が必要であるとしてい

る。そして、横断的施策の検討状況も踏まえつつ、森林整備、木材供給、木材の有

効利用等を政府一体となって着実かつ総合的に推進するとともに、引き続き、吸収

量の報告・検証体制の整備を図ることとしている。また、この計画において目標達

成のための横断的施策の一つとされている環境税については、価格インセンティブ

を通じ幅広い主体に対して対策を促す効果や、二酸化炭素の排出削減対策、森林吸

収源対策などを実施するための財源としての役割等を狙いとするものとして関係審

議会等において様々な観点から検討が行われているとしている。その上で、国民に

広く負担を求めることになるため、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付け、

その効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、諸外国における取組の現状

などを踏まえて、国民、事業者などの理解と協力を得るように努めながら、真摯に

総合的な検討を進めていくべき課題としている。

　なお、平成１８年１２月に出された政府税制調査会による「平成１９年度の税制改正に

関する答申」においては、環境税について、地球温暖化対策全体の中での具体的な

位置付けやその効果等を十分に踏まえ、総合的に検討していくこととされている。

（割当量報告書の提出と我が国の温室効果ガス排出量の現状）

　政府は、京都議定書目標達成計画に基づき、温室効果ガスの排出量及び吸収量の

算定のための国内制度を整備し、平成１８年（２００６年）８月、その概要を京都議定書
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に基づく我が国の割当量報告書として気候変動枠組条約事務局に提出した（注）。主

な事項として、平成２年（１９９０年）から平成１６年（２００４年）までの温室効果ガスの

排出量・吸収量、第１約束期間における排出量の割当量（我が国は平成２年（１９９０

年）の９４％）、森林の定義や森林経営の具体的考え方等について報告した（図Ⅱ－

６）。なお、今回の報告において、基準年（１９９０年）の排出量が上方修正されたが、

森林吸収量の目標である１,３００万炭素トンは変わらないため、森林吸収量目標の基

準年排出量に対する比率が３.９％から３.８％に変動した。

　あわせて、平成１６年度（２００４年度）の温室効果ガスの総排出量を１３億５,５００万二

酸化炭素トンとして報告した。これは前年度より０.２％減少したが、基準年総排出

量を７.４％上回る結果となっている。なお、平成１７年度（２００５年度）の総排出量は、

速報値（平成１８年１０月公表）によると基準年総排出量を８.１％上回っており、６％
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図Ⅱ－6　我が国における森林経営の考え方�

育成林における「森林経営」の考え方�

○森林を適切な状態に保つために1990年以降に行われる森林施業�
 （更新（地拵え、地表かきおこし、植栽等）、保育（下刈り、除伐等）、間伐、主伐）�

天然生林における「森林経営」の考え方�

○法令等に基づく伐採・転用規制等の保護・保全措置�

地拵え� 植　栽� 下刈り� 間　伐�

注：育成林とは、森林を構成する樹木の一定のまとまりを一度に全部伐採し、人為により単一の樹冠層を構成する森
林として成立させ維持する施業（育成単層林施業）が行われている森林、及び森林を構成する林木を択伐等によ
り部分的に伐採し、人為により複数の樹冠層を構成する森林（施業の過程で一時的に単層となる森林を含む。）
として成立させ維持していく施業（育成複層林施業）が行われている森林。天然生林とは、主として天然力を活
用することにより成立させ維持する施業（天然生林施業）が行われている森林。この施業には、国土の保全、自
然環境の保全、種の保全のための禁伐等を含む。�

（注）割当量とは、京都議定書において各国の第１約束期間（２００８～２０１２年）における累積排出量が超えてはいけない枠を示すものであり、
これをベースに６％削減目標達成の成否が判断される。この報告書において、我が国の基準年の排出量を１２億６,１００万二酸化炭素トン、
割当量は約５９億二酸化炭素トン（５年分）として報告した。



削減約束の達成には、森林吸収源対策と京都メカニズムが計画どおり進められたと

しても、８.７％の排出削減が必要な状況となっている（図Ⅱ－７）。

　気候変動枠組条約事務局によると、主要先進２６か国が平成１６年（２００４年）に排出

した温室効果ガスは、過去最大となる約１４４億二酸化炭素トンであり、平成２年

（１９９０年）比で１１％増加している。その２６か国のうち京都議定書を批准した２２か国

で、平成１６年（２００４年）に削減目標に達しているのはイギリス（基準年比１４％減）、

スウェーデン（同４％減）など４か国のみである。

（森林吸収源対策の加速化の必要性）

　京都議定書の第１約束期間の開始が平成２０年（２００８年）と目前に迫っており、森

林吸収量の目標である１,３００万炭素トンを達成することは、我が国が京都議定書の

６％削減約束を達成するために不可欠である。

　我が国の森林は国土面積の７割に相当する約２,５００万 haで、このうち約４５％が人

の手により造成、維持されている育成林であることから、適時に適切な植栽、間伐

等の森林整備を行うことにより、森林経営の対象となる森林を増加させていくこと
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が重要である。

　しかしながら、林野庁において最新のデータ等に基づき、現状程度の水準で森林

整備等が推移した場合について試算したところ、森林吸収量の目標である１,３００万

炭素トンを確保するためには１１０万炭素トンが不足している。この不足分を確保す

るためには、平成１９年度から第１約束期間が終了する平成２４年度までに毎年２０万

haの追加的な整備が必要となっており、第１約束期間の開始を目前に控え、対策

の加速化が急がれる状況にある。

　このため、広く国民の理解と協力を得ながら、間伐等の森林整備をはじめとする

森林吸収源対策を強力に推進していくことが重要である。

76

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部 森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業ののののののののののののののののののののの動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向

Ⅱ



77

多様なニーズに応じた森林の整備・保全の推進

Ⅲ

（要約）

　平成１８年９月に策定された新たな森林・林業基本計画では、今後急増する高

齢級の人工林について、森林の多面的機能を持続的に発揮させつつ、多様化す

る国民のニーズに応えるため、針広混交林化や広葉樹林化、長伐期化等により

多様で健全な森林へ誘導していく方針を示した。

　間伐は、健全で多面的な機能を十分に発揮する森林を育成する上で重要な作

業であり、我が国では、一般に間伐が必要とされる林齢の森林が人工林全体の

６割を占めている。このため、平成１７年度から、間伐団地の設定と路網整備、

高性能林業機械導入による効率的な間伐実施と間伐材の利用促進等を総合的に

展開する「間伐等推進３カ年対策」に取り組んでいる。

　また、都市部を中心に社会問題となっているスギ花粉症の対策では、花粉発生

源調査等に基づく効果的な花粉発生抑制対策を推進していくことが重要である。

　一方、企業やＮＰＯをはじめ様々な主体が森林の整備・保全に直接参加しよ

うとする動きが活発化している。多様な主体が森林の整備・保全活動に取り組

むことは、森林づくりを社会全体で支えていくという気運を醸成し、森林整備

の重要性や森林からの様々な恩恵について理解を深める上で有効である。

　さらに、近年は、局地的な豪雨が頻発する傾向にあり、甚大な山地災害が発

生しやすい状況にある。このため、治山施設の設置等を進めることにより、山

地災害を防止し、その被害を最小限にとどめ、地域の安全性を向上させていく

必要がある。また、高緯度・高標高地域等に拡大している松くい虫被害やシカ

等の野生鳥獣被害は、森林の公益的機能への影響等が懸念されることから、効

果的な被害対策を推進していく必要がある。

　世界の森林の減少・劣化は依然として進行しており、地球温暖化、生物多様

性の減少等、地球規模の環境問題をさらに深刻化させるおそれがある。このた

め、国際社会の協力の下、持続可能な森林経営を推進するとともに、開発途上

地域における森林の整備等への積極的な協力を推進することが重要である。 



1　多様で健全な森林への誘導に向けた森林整備
 ～１００年先を見通した森林づくり～

（１）多様な森林への誘導

（新たな森林・林業基本計画が目指す森林整備の方向）

　我が国では、戦後から昭和４０年代にかけてスギ、ヒノキ等の針葉樹を中心とした

造林が盛んに行われてきた。これらの人工林は、保育段階から利用可能な段階に移

りつつある一方で、木材価格の低迷等から手入れが遅れている林分が発生している。

他方、森林への国民のニーズは多様化しており、木材生産へのニーズだけではなく

多様なニーズに対応できる森林が求められている。

　例えば、傾斜が急な森林では、国土の保全機能を維持するため、土壌の流出に配

慮して大面積の皆伐は避けるべきである。また、景観に配慮する必要のある森林や

自然とのふれあいが望まれる森林では、大径木からなる森林や多様な樹種が混交し

た森林等が望まれる。さらに、原生的な自然環境と隣接する人工林にはそれらの環

境に配慮し、緩衝帯としての役割も求められる。野生動物の生息環境への配慮とい

う観点からは、郷土樹種等を活用した森林づくりも求められている。 
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図Ⅲ－1　多様な森林への誘導のイメージ�
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　このため、平成１８年９月に策定された新たな森林・林業基本計画では、今後急増

していく高齢級の人工林について、森林の多面的機能を持続的に発揮させつつ、多

様化する国民のニーズに応えるため、１００年先を見通し、針広混交林化や広葉樹林

化、長伐期化等の多様で健全な森林へ誘導していく方針を示した（図Ⅲ－１）。

　この計画では、森林を整備及び保全していく上で重視すべき機能に応じ「水土保

全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」に区分し、それらの区分ごと

に望ましい森林の姿やそれに誘導するための森林施業の考え方を明らかにしている。

また、森林の適正な整備・保全により望ましい森林の状態が確保され、それが安定

的に推移する状況を「指向する森林の状態」（概ね１００年後）として参考に示してい

る。そして、これに到達する過程として、森林のもつ多面的機能の持続的発揮のた

めに重点的に取り組むべき事項が適切に実施され、各般の課題が解決された場合に

実現可能な森林の状態について、１０年後（平成２７年）、２０年後（平成３７年）の目標

を設定している（図Ⅲ－２）。 
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図Ⅲ－2　森林の有する多面的機能の発揮に関する目標�
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資料：林野庁業務資料�

　注：「育成単層林」は、森林を構成する樹木の一定のまとまりを一度に全部伐採し、人為（植栽、下刈、間伐等）により

単一の樹冠層を構成する森林として成立させ維持する施業が実施されている森林。「育成複層林」は、森林を構成す

る林木を択伐等により部分的に伐採し、人為により複数の樹冠層を構成する森林（施業の過程で一時的に単層とな

る森林を含む。）として成立させ維持する施業が実施されている森林。�

　　　天然生林は、主として天然力を活用することにより成立させ維持する施業が実施されている森林。�



　この目標を達成するためには、針広混交林、広葉樹林、大径木からなる森林等へ

誘導する多様な施業が適切に実施されるための条件整備を図ることが必要である。

　例えば、多様な森林施業を行うにあたっての対象地の選択の考え方の提示や、多

様な森林整備に取り組んでいる施業地の情報の森林所有者等への提供など、適切な

施業を選択する際の目安となる施業方法や施業技術等を全国的に普及・定着させて

いくこととしている。それと同時に、林業採算性の悪化している現況を踏まえ、多

様な森林整備の推進を図る際には、路網と高性能林業機械の組み合わせによる低コ

スト・高効率な作業システムの整備等を推進することにより、森林整備の低コスト

化を図る必要がある（図Ⅲ－３）。

（路網の整備）

　林道や作業道、作業路からなる路網は、間伐等の適切な森林整備を進める上で不

可欠な施設である。

　特に、成熟しつつある資源の効率的な利用のみならず、長伐期化に対応した繰り

返しの間伐や複層林への転換等きめ細やかな施業を実施するため、効率的な作業シ

ステムの導入に適した路網整備がさらに重要となる。このため、林道と作業道、作

業路をそれぞれの役割に応じて適切に組み合わせた路網整備を進めることが重要で

ある。 
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図Ⅲ－3　効率的な作業システムのイメージ�
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（２）間伐等の森林整備の推進

（間伐等の推進）

　間伐は、健全で多面的な機能を十分に発揮する森林を育成すること等を目的とし

て立木の一部を抜き伐りする作業である。

　健全で良好な状態の森林は、下草や低木等の植生や落葉落枝等により雨水等によ

る土壌の浸食や流出を防いでいる。雨水による森林からの土砂流出量は、耕地や裸

地よりもかなり少ないといわれている（図Ⅲ－４）。

　また、樹木の根は土砂や岩石等をしっかりとつかんで固定しており、土砂の崩壊

を防ぐ機能をもっている。さらに、森林の土壌はスポンジのように雨水を吸収し一

時的に蓄え、急激に流出させず徐々に河川へ送り出すことにより洪水を緩和する機

能、水質を浄化する機能などをもっている。

　間伐が実施されなければ、森林内の樹木は幹や根を十分に発達させることができ

ず、また、森林内への日照が遮られることから林床が暗く下層植生等が育たない。

このような森林では、森林の健全性が損なわれ、風害、雪害、病虫害等に対する抵

81

図Ⅲ－4　地被別の浸透能と土砂流出量�

資料：村井宏、岩崎勇作　「林地の水及び土壌保全機能
に関する研究」（1975年、林業試験場研究報告）�

注：1）浸透能とは、土壌中に水をしみ込ませる能力の
ことである。�

　2）岩手・宮城県の山地流域において得られた測定
値の平均を示している。�

　3）裸地とは崩壊地、歩道、畑地などである。�

資料：丸山岩三　「森林水文」（1970年、実践林業大学）�
　注：傾斜が13°以上の地域において得られた測定値

の平均を示している。�
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抗力が弱まるとともに、降雨等により表土が流出しやすくなるなど、公益的機能の

低下が懸念される。

間伐未実施の森林と間伐を実施した森林
　

　我が国では、一般に間伐が必要とされる１６～４５年生の森林が人工林全体の６割を

占めており、これらの森林の健全性を確保する上で、間伐の推進が課題となっている。

　さらに、近年、間伐材を利用するための技術開発も進んでおり、国産材の安定供

給に資するためにも、間伐の計画的な実施を促進することが重要である。

　このため、平成１７年度から、「間伐等推進３カ年対策」として、間伐団地の設定

と路網整備、高性能林業機械の導入による効率的な間伐実施や間伐材の用途開拓を

はじめとする間伐材の利用促進等を総合的に展開している（図Ⅲ－５）。 
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図Ⅲ－5　間伐実施面積及び間伐材利用量�
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（花粉症対策の推進）

　スギ花粉症は、患者数が日本の総人口の１０％を超えると推計されるなど、都市部

を中心に社会問題となっている。その発症メカニズムについては、大気汚染や食生

活等の生活習慣の変化による影響も指摘されているが、十分には解明されていない。

　花粉症対策は、原因の究明、予防及び治療、花粉の発生源に関する対策を総合的

に推進する必要があることから、関係省庁が連携を図りつつ、その対策に積極的に

取り組んでいる。

　林野庁では、花粉発生抑制対策として、①無花粉スギや少花粉スギ品種等の開

発・普及、②都市周辺のスギ人工林等における広葉樹林化・針広混交林化や雄花の

量の多いスギ林分の重点的な間伐、③都市部への花粉飛散に影響している発生源地

域を推定するための調査等に取り組んでいる（図Ⅲ－６）。引き続き、これらの対
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図Ⅲ－6　林野庁における主な花粉症対策�
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事例Ⅲ－１　積極的な間伐団地の設定による間伐の推進

　島根県の 大  田  市 森林組合では、４８団地、約２,７００ha に及ぶ緊急間伐推進団地の設定を積極的に
おお だ し

行い施業の集約化を進めている。
　また、低コストの路網整備やプロセッサ、フォワーダ
等の高性能林業機械を活用した列状間伐に取り組んでお
り、生産コストの低減により森林所有者への利益の還元
を図ることができるよう努めている。
　さらに、高齢級のスギ林において２残２伐の列状の抜
き伐りと広葉樹の樹下植栽による複層状態の針広混交林
の造成を実施するなど、多様な森林の整備に取り組んで
いる。



策に取り組むとともに、花粉発生源調査の結果等に基づき効果的な花粉発生抑制対

策を推進していくことが重要である。

（森林の現況調査等の地域活動の推進）

　適切な森林整備を図る上で、森林所有者等が自らの森林の状況を把握し、必要な

施業について適切に判断できることが重要である。このため、森林の現況調査等の

地域活動を確保するための支援措置として、平成１４年度から森林整備地域活動支援

交付金制度が実施されてきた。平成１７年度は、４４都道府県、１,６１６市町村において

本制度が実施され、地域活動が推進された結果、森林所有者が新規に森林組合に施

業を委託するようになるなど、森林整備に意欲的に取り組む契機にもなっている。

　本制度の実施期間は平成１８年度までとされているが、林業を取り巻く状況は依然

として厳しく、引き続き地域活動の推進が必要である。平成１９年度からの次期制度

では、現行制度についての評価・検討を踏まえ、低コストで効果的な森林整備が図

られるよう、小規模・分散的な施業の集約化に重点を置いた支援を実施することと

している。

（公的関与による森林整備の推進）

　民有林は、森林所有者等による森林整備を基本としており、施業等の集約化や間

伐を推進する取組等を通じ、森林整備を促進することが重要である。

　このような努力によっても適切な整備が進みがたい森林のうち、公益的機能の発

揮が強く求められ、適正な整備が必要不可欠なものについては、公的関与による整

備が必要となる。

　特に、森林の過密化等により土砂の流出等が懸念される水土保全等の機能の低下

した保安林等については、治山事業による森林整備を進めていく必要がある。

　独立行政法人緑資源機構は、森林所有者等による整備が困難な奥地の水源地域を

対象とした水源林の造成、地理的条件の悪い地域等における森林整備や森林資源の

利活用に資するための基幹となる林道の整備等を行っている。今後とも、効率的で

透明性の高い事業運営を図りつつ、森林のもつ公益的機能の維持増進に資するとい

う同機構の目的を十分に果たしていく必要がある。

　林業公社は、森林資源の造成や山村の振興等を目的として、地方公共団体の出資

により設立された公益法人であり、森林所有者による整備が進みがたい箇所で分収

林契約を結び森林を造成してきた。これらの森林のほとんどは間伐等が必要な段階
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にあり、引き続き適切に管理していくことが必要であるが、多くの公社が事業実施

に必要な資金を大きく借入金に依存しており、当面、まとまった伐採収入が見込め

ない中で債務残高が増加している状況である。また、各地の公社造林地において契

約による伐採時期が迫っている状況にあり、森林のもつ多面的機能を持続的に発揮

させるためには、長伐期林、複層林等の多様な森林への誘導等が緊急の課題となっ

ている。このため、公社自らによる経営改善とともに、森林所有者との協議を経た

上での長伐期化、複層林化等、多様な森林への転換等の検討を各地域ごとに進めて

いくことが必要である。

（３）国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進

（ボランティア等による森林づくり活動の促進）

　地球温暖化をはじめとする環境問題への関心の高まり等を背景として、ＮＰＯを

はじめとした様々な主体による森林ボランティア活動を中心に、森林の整備・保全

に直接参加しようとする動きが活発化している。その内容は、上下流域の住民等が

連携して行う水源地域での森林づくりや、漁業関係者等が漁場に流れ込む河川の上

流域で行う森林づくりなど、きわめて多岐にわたっている。

　農林水産省が実施した「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」によると、

手入れが不十分な私有林の整備については「森林ボランティアへの参加や緑の募金

への協力など国民全体で取り組むべき」とする回答が最も多く、ボランティア活動

など国民参加による森林整備に対する一定の理解が国民の間にみられる（図Ⅲ－

７）。
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事例Ⅲ－２　「漁民の森」づくり

　青森県平内町の平内町漁業協同組合では、ホタテ養殖が地
元の基幹産業であることから、良質なホタテを育てるため、
「海の環境は森づくりから」を合い言葉に森林づくり活動を
行っている。
　この活動では、同漁業組合が漁業体験ツアーで来町する県
外参加者や地元の小中学生等と共にブナ等の植樹を行ってお
り、森づくりの大切さについての理解と関心を深めつつ「漁
民の森」づくりに取り組んでいる。



　平成１８年度に林野庁が把握した森林づくりに関わる活動を実施しているボランテ

ィア団体の数は、１,８６３団体と全国的に増加している（図Ⅲ－８）。一方、平成１５年

度に林野庁が実施した「森林づくり活動についてのアンケート調査」によると、活

動資金、活動フィールド、参加者の確保等に苦慮しているとの回答が寄せられてい

る。また、都市住民を中心として構成され、里山林等の身近な森林を対象として活

動を行う森林ボランティア団体が多いことがわかる（図Ⅲ－９、１０）。 
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（企業による森林整備への貢献）

　近年、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の一環として、森林の整備・保全活動を

通じた社会貢献活動を展開する企業がみられるようになっている。また、内閣府が

実施した「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査」によると、企業の農山

漁村に関する協力のうち、「植林・間伐など、森林を守る活動」に対する協力を社

会貢献と感じるとする回答が最も多かった（図Ⅲ－１１）。

　企業による森林の整備・保全活動を促進する取組として、一部の都道府県におい

ては、企業に森林づくり活動のフィールドを提供する動きや、企業の要望により活

動のフィールドを探すなど企業と地域の仲立ちをする動きがみられるようになって

いる。

　企業やＮＰＯ等が地域と連携して森林の整備・保全活動に取り組むことは、森林

づくりを社会全体で支えていくという気運を醸成し、森林整備の重要性や森林から

の様々な恩恵について国民の理解を深める上で有効であるとともに、地域の活性化

や住民の意欲の向上にもつながるものである。また、都市部の企業やＮＰＯ等の参

加は、都市と山村の共生・対流といった観点からも重要である。

　このため、企業やＮＰＯ等の森林整備・保全活動が一層促進されるよう、これら

の活動への企業の参加意欲の喚起、企業とＮＰＯ等との連携の場の確保等が重要で

ある。 
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（地域・都市の連携による里山林での活動）

　かつて里山林は、薪炭材の利用や落葉の採取等を通じて地域住民により維持管理

されてきたが、薪炭材の利用等の減少に加え、農山村の過疎化等の影響もあり、放

置される里山林がみられるようになっている。その結果、場所によっては、竹、サ

サ、つる類が繁茂し、生物多様性への影響等が懸念されている。

　一方、里山林は、身近な森林として地域住民に憩いの場を与え、生物の重要な生

息・生育の場にもなっていることから里山林に対する関心も高まってきている（図

Ⅲ－１２）。

　今後、里山林の整備を推進するためには、地域住民、ボランティア、ＮＰＯ等の

多様な主体の参加による、地域の創造力を活かした活動が重要となる。
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事例Ⅲ－３　和歌山県の「企業の森」事業

　和歌山県では、荒廃した森林を再生するため、企業、
労働組合、ＮＰＯ等の手を借りて森林整備を行う「企業
の森」事業を実施している。この事業は、環境貢献に関
心の高い企業等に森林を無償で貸し付け、企業が自らの
資金で森林整備を実施するもので、地域住民との交流や
雇用の創出にも繋がる事業である。
　県はコーディネート役として、企業等へのＰＲや活動
フィールドの紹介など、企業等と地域（市町村・森林所
有者、森林組合）との橋渡しを行っており、平成１９年１
月現在、２３企業（団体）がこの事業に参加し、森林整備
活動を展開している。
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図Ⅲ－12　都市住民等が考える「自然保護に最も力を入れるべき地域」�
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（緑の募金）

　「緑の募金」は、昭和２５年に始められた「緑の羽根募金」を継承し、平成７年に

制定された「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律（緑の募金法）」（平成

７年法律第８８号）により行われている。平成１７年は約２４億円の募金が集まり、森林

づくり活動を幅広く支援している（図Ⅲ－１３）。

　募金は春、秋の年２回、各家庭に募金を呼びかける「家庭募金」、各職場の代表

者等を通じた「職場募金」や企業が直接募金を行う「企業募金」、街頭での「街頭

募金」等により行われる。また、企業が緑の募金のシンボルマークを商品に表示し、

売上金の一部を募金する寄付金つき商品の販売や、店頭での募金箱の設置などの取

組も行われている。

　集められた募金は、①水源林等の市民生活にとって重要な森林の保全・整備、②

苗木配布や植樹祭開催などの緑化推進、③熱帯林の再生や砂漠化防止等の国際協力

など、幅広い活動を支援するために活用されている。

（地方公共団体による取組）

　「森林環境の保全」や「森林を県民で守り育てる意識の醸成」等を使途として、

都道府県が独自課税を導入する例が増加している。平成１５年度に高知県が導入して

以降、平成１８年度までに１６県で導入され、さらに平成１９年度以降には８県で導入予

定となっている。これらの独自課税を活用した事業の内容をみると、全国的な課題
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図Ⅲ－13　「緑の募金」による募金額の推移�

資料：（社）国土緑化推進機構調べ�

　注：「緑の羽根募金」による募金額を含む。�
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である間伐を推進する事業をはじめ、針広混交林等への誘導を図る事業、県民参加

の森林づくり活動を支援する事業など、それぞれの地域が抱える課題に対応して、

森林整備等を推進するための事業を展開している（表Ⅲ－１）。

　こうした動きが広がることは、森林のもつ公益的機能の重要性に対する理解の向

上や、森林の整備・保全を社会全体で支援するという意識の醸成につながると考え

られる。 
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表Ⅲ－1　独自課税を活用した主な事業の内容

導入年度主な事業内容名称県名

１５
公益上重要で緊急に整備の必要な森林について協定に基づ
き強度間伐を実施、多様な媒体を活用し森林保全の取組を
広く県民にPR　など

森林環境税高知県

１６
奥地林や高齢級の人工林の間伐の実施、県産材を利用した
学校施設や公共施設の整備、県民参加による森づくり活動
の支援　など

おかやま森づくり県民税岡山県

１７

公益上重要な奥地水源林等で協定に基づき、公益的機能を
維持又は回復するための強度間伐を実施、企画提案による
森づくりへの参加を促す森林体験等の実施　など

森林環境保全税鳥取県

水源地域内の10年以上間伐未実施の人工林で協定に基づき
不要木を伐採、県民自らが企画・立案した森づくりの取組
を支援　など

島根県水と緑の森づくり税島根県

森林の持つ多面的機能の回復が必要な荒廃した人工林を対
象に強度間伐を実施し針広混交林へ誘導、繁茂拡大した竹
の伐採等による荒廃森林の再生　など

やまぐち森林づくり県民税山口県

河川源流域の森林で強度間伐により針広混交林等へ誘導、
公共施設等への地域材利用に助成、県民が自発的に取り組
む森林（もり）づくり活動等を支援　など

森林環境税愛媛県

管理が放置された人工林において協定に基づき県が強度間
伐を実施し針広混交林化を促進、森林ボランティア活動へ
の総合的な支援　など

水とみどりの森づくり税熊本県

公益上重要な森林等で間伐等の森林整備を実施、公募によ
り県民自ら企画・実施する森林・林業の学習や体験活動等
を支援　など

森林環境税鹿児島県

１８

公益上重要で緊急に整備の必要な人工林において協定に基
づき強度間伐を実施し針広混交林に誘導、地域住民等によ
る身近な里山林の整備等　など

いわての森林づくり県民税岩手県

荒廃が懸念される公益性の高い水源地域の森林で間伐等を
実施、市町村への交付金による地域の独自性を発揮した森
林づくり　など

森林環境税福島県

森林所有者等による整備が困難で荒廃した公益性の高い森
林について列状伐採等により針広混交林等へ誘導、荒廃し
た里山林を広葉樹林等へ誘導　など

森林（もり）づくり県民税静岡県

奥地の放置された人工林で強度間伐を実施し針広混交林へ
誘導及び森林現況調査の実施、NPO等による里山林の整備、
県産材の積極的な利用等を普及啓発　など

琵琶湖森林づくり県民税滋賀県

山地災害防止機能の高度発揮が求められる人工林で間伐木
を利用した土留工の設置、集落の裏山での森林整備や簡易
防災施設の設置　など

県民緑税兵庫県

10年以上間伐未実施で緊急に整備が必要な人工林で協定に
基づき強度間伐を実施、ボランティアによる里山林整備や
森林環境教育の実施　など

森林環境税奈良県

災害発生が懸念される荒廃した人工林で協定に基づき強度
間伐を実施し針広混交林へ誘導、森林に関する情報発信や
ボランティア活動の支援等　など

森林環境税大分県

長期間放置された公益保全上重要な森林を対象に協定に基
づき強度間伐を実施し針広混交林へ誘導、森林ボランティ
ア団体や企業等の森林づくり活動への支援　など

森林環境税宮崎県

注：平成 18 年度までに導入済みの県について掲載。名称については、各県で一般的に使用されている名称を使用。



（森林環境教育）

　現代社会では、普段の生活の中で森林とかかわったり木材の利用などについて体

験し、学んだりする機会が少なくなってきている。このことから、森林の中での

様々な体験活動などを通じて森林・林業等についての理解と関心を深める森林環境

教育の機会を、子どもたちをはじめ国民に広く提供することが重要になっている。

　このため、教育分野等の施策との連携、森林所有者等による森林環境教育活動の

促進、人材の育成やプログラムの開発・普及、体験活動の実施に必要な森林や施設

の整備等、森林環境教育の取組を充実させていくことが重要である。

　現在、森林環境教育活動の場としては、県民の森等の地方公共団体の施設や国有

林等のほか、森林・林業に関する体験活動を実施する自然学校（注）が全国に存在し

ている。また、一般の人々に対して野外活動の指導等を行う「森林インストラクタ

ー」の資格認定が（社）全国森林レクリエーション協会により実施されており、平

成１８年度までに２,６１７名の森林インストラクターが認定されている。

　なお、平成１９年からは、５月４日が「みどりの日」となり、これを契機に「みど

りの月間」（毎年４月１５日から５月１４日）が創設された。この期間中に「みどり」

に関する各種行事等を全国的に開催し、森林や環境問題等に対する国民の関心と理

解を深めることとしている。 
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（注）ここでいう「自然学校」とは、自然の中での指導者のもとでの体験を中心とした自然体験型の学びの「場」と「プログラム」と「指
導者」を提供する組織（（社）日本環境教育フォーラムの定義による）。



2　国土の保全等の推進

（１）保安林の適切な管理の推進

　水源のかん養、災害の防備、公衆の保健等、森林のもつ公益的機能の発揮が特に

要請される森林については、農林水産大臣又は都道府県知事が保安林に指定し、そ

れぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更

等が規制されている。

　平成１７年度末の保安林面積は１,１６５万 ha（延べ面積１,２３８万 ha）となっており、全

国の森林面積の４６％、国土面積の３１％が保安林に指定されている（図Ⅲ－１４）。

　今後とも、保安林としての指定を計画的に推進するとともに、保安林の機能の十

分な保全を図るため、国有林・民有林を通じた保安林の適切な管理を一層推進して

いくことが重要である。

（２）国民の安全・安心の確保のための効果的な治山事業の推進

　我が国は、地形が急峻で脆弱な地質特性にあり、山崩れや地すべり等の山地災害

が発生しやすい条件下にある。平成１７年度末現在、山地災害の発生のおそれが高い

山地災害危険地区は、約２３万６千箇所に及んでいる。

　このような中で、平成１６年には観測史上最多の１０個の台風が上陸するとともに、

新潟県中越地震が発生した。また、平成１７年９月の台風第１４号、平成１８年の梅雨前
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図Ⅲ－14　保安林面積の推移�

資料：林野庁業務資料�

　注：重複して指定されている面積を除いた数値。�
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線による大雨（平成１８年７月豪雨）も大きな被害を発生させ、平成１９年３月には能

登半島地震が発生した。特に近年は、局地的な集中豪雨が頻発する傾向が強まって

おり、地域的に甚大な被害が発生しやすい状況にあるといえる（図Ⅲ－１５）。また、

多雨年と少雨年の降水量差が拡大傾向にあることから、地域的な洪水や渇水も発生

しやすい状況にある。

　このような我が国の自然条件や近年の山地災害の発生形態の変化を踏まえ、豪雨、

地震、火山噴火、地すべり、流木等による山地災害を防止し、地域の安全性の向上

に資するため、治山施設の設置等を推進するとともに、浸透・保水能力の高い土壌

を有する森林の維持・造成を推進することが重要である。

　これらの推進にあたっては、流域保全の観点から、国有林と民有林を通じて計画

的に事業を実施するとともに、他の国土保全に関する施策との連携を図っていくこ

とが必要である。

　また、山地災害危険地区に係る情報の提供等を通じた地域における避難体制の

整備等との連携により、減災に向けた効果的な事業を実施していくことが重要であ

る。

93

図Ⅲ－15　1時間降水量50mm以上の発生回数�

資料：気象庁資料より作成�

　注：1）全国約1300地点のアメダスによる1時間降水量50mm以上の100地点当たりの年間延べ発生回数。�

　　　2）1時間雨量50mmの降雨とは、「非常に激しい雨」で、「滝のように降る（ゴーゴーと降り続く）」状態。（気象庁�

　　　　　「雨の強さと降り方」）�
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新潟県中越地震被災地における治山事業（小千谷市大字浦柄）

（３）松くい虫等森林病害虫・野生鳥獣被害対策等の推進

（松くい虫等森林病害虫被害対策）

　松くい虫被害は、「マツノマダラカミキリ」により運ばれた「マツノザイセンチ

ュウ」が、樹体内に侵入することにより引き起こされるマツの病気によるものである。

　北海道、青森県を除く全国４５都府県の松林において被害が発生しており、全国の

松くい虫被害量（材積）は、昭和５４年度をピークとして減少傾向にあるが、依然と

して我が国最大の森林病害虫被害となっている。

　また、近年は高緯度・高標高地域などの従来被害がなかった松林で新たな被害が

発生しており、東北地方の被害の占める割合は全体の３割程度となっている（図Ⅲ

－１６）。このため、これら被害先端地域における被害拡大防止対策が重要である。 
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上越新幹線妙見トンネル付近の被害状況

（平成１７年６月）

復旧状況

（平成１８年１１月）
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図Ⅲ－16　松くい虫被害量の推移（民有林）�

資料：林野庁業務資料�
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　また、松くい虫以外の害虫による森林被害では、「カシノナガキクイムシ」が媒

介する通称「ナラ菌（ブナ科樹木 萎凋 病菌）」による被害が増加している（図Ⅲ－
いちょう

１７）。これは、大量のカシノナガキクイムシがナラ・カシ類等の幹に穴をあけてせ

ん入し、体に付着したナラ菌を多量に樹体内に持ち込むことにより発生するもので

ある。近年、特に本州日本海側を中心にミズナラやコナラ等の集団的枯損が急激に

拡大しており、新たな被害区域の拡大を未然に防止するため、的確な防除対策の推

進が重要となっている。

（野生鳥獣被害対策）

　近年のシカ、クマ等の野生鳥獣による森林被害は、毎年約６～８千 ha程度発生

しており、このうちシカによる被害が約５～６割を占めている（図Ⅲ－１８）。特に、

シカ等による樹皮のはく皮被害は、長年育成してきた立木の経済価値の損失につな

がることから、林業経営にとって大きな問題である。

　また、近年は野生鳥獣の生息域の拡大等を背景として新たな地域で被害が発生す

る傾向にあり、シカによる下層植生の食害等による生物多様性の喪失や踏みつけに

よる土壌流出など、森林のもつ公益的機能への影響も懸念される事態となっている。 
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図Ⅲ－17　カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌による被害の推移�

資料：林野庁業務資料�
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　これらの野生鳥獣による森林被害に対しては、防護柵や食害防止チューブ等の被

害防止施設の設置や個体数の調整を中心とした対策が行われているが、依然として

深刻な状況は続いており、新たな防除技術の開発・普及、防除技術者の養成、監

視・防除体制の整備等が必要である。

　さらに、関係省庁による鳥獣保護管理施策との連携を図りつつ、野生鳥獣による

被害及びその生息の状況を踏まえ、広域的かつ効果的な被害対策を推進するととも

に、野生鳥獣の生息環境に配慮した森林の整備・保全を図るなど、長期的な視点か

らの対策を適切に推進することが重要である。

（林野火災と森林国営保険）

　近年の林野火災の動向をみると、短期的な増減はあるものの、長期的には減少傾

向で推移しており、平成１７年の林野火災については、発生件数が２,２１５件、焼損面

積が１,１１６haとなっている（図Ⅲ－１９）。

　一般に、林野火災は冬から春（１２月～４月）に集中して発生している。火災の原

因は、そのほとんどが人による不注意な火の取り扱いによるものである。このため、

特に春の入山者が増加する時期を中心に、防火意識を高めるための啓発活動を実施

することが重要である。 
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図Ⅲ－18　野生鳥獣による森林被害面積の推移�

資料：林野庁業務資料�

（千ha）�
12�

10�

8�

6�

4�

2�

0

（％）�
70�

60�

50�

40�

30�

20�

10�

0

平成5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
（年度）�



　森林国営保険は、政府が森林国営保険法に基づき、森林に対する火災、気象災等

を対象として実施する保険事業である。近年、大規模な自然災害が多発している状

況や高齢級の森林が急増しつつある状況からみて、林業経営の安定及び森林の多面

的機能の持続的発揮を図る上で、森林保険は必要不可欠のものである。しかしなが

ら、その加入率は平成１７年度末現在で１６％程度と漸減傾向にあることから、保険金

支払の迅速化、事務の効率化等を通じて一層活用しやすい保険とすることにより、

加入を促進することが必要である（図Ⅲ－２０）。 
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図Ⅲ－19　林野火災の発生件数推移�

資料：消防庁統計資料に基づき作成�
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図Ⅲ－20　森林保険加入率の推移�

資料：林野庁業務資料�
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（４）研究・技術開発及び普及

　森林のもつ多面的機能の発揮、林業の持続的かつ健全な発展、林産物の供給及び

利用の確保等を図るためには、多岐にわたる試験研究や新技術の開発を効率的・効

果的かつ分野横断的に実施することが重要である。

　森林・林業・木材産業分野に関する研究・技術開発及び林木育種については、平

成１８年度に策定された「森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略」及び

「林木育種戦略」において明確にされた課題及び目標の下、現在、国、独立行政法

人森林総合研究所、独立行政法人林木育種センター（注）、都道府県、大学、民間等

が産学官の連携の強化を図りつつ、効率的かつ効果的に推進しているところである。

　今後とも、多様化する国民のニーズに対応した適切で効率的な森林整備及び保全、

循環型社会の形成に寄与する木材及び木質バイオマスの利用等、情勢の変化を的確

に捉えて、新たな施策の展開につながる研究・技術開発及び林木育種を推進すると

ともに、林業普及指導事業等を通じてその成果の移転を行い、将来の森林・林業・

木材産業の発展に貢献することが重要である。 
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事例Ⅲ－４　研究・技術開発

○組織培養による無花粉スギ苗木の供給量の増大（独立行政法人林木育種センター）

○「国家森林資源データベース」の開発（独立行政法人森林総合研究所）

　独立行政法人林木育種センターは、花粉発生抑制対策の一つ
として期待される無花粉スギ「爽春（そうしゅん）」を、組織
培養によって大量増殖するための事業を平成１８年度に開始した。
「爽春」は雄花が成熟する過程で花粉が全く生産されないため、
都市近郊等における造林用の苗木として需要が見込まれること
から、早期に供給を促進する体制を整備する必要があった。そ
こで、本事業では、組織培養の技術の改良を重ね、短期間で飛
躍的に「爽春」の供給量を増大できるように取り組んでいる。

　京都議定書に基づき森林の二酸化炭素吸収・排出
量を算定するためには、森林の位置情報や土壌等も
含めた詳細な情報が必要である。このため、全国的
に統一された手法により各種情報の収集、分析が可
能な「国家森林資源データベース」の開発に取り組
むに至った。本データベースは、森林簿、森林計画
図、森林モニタリング調査データ、衛星画像、空中
写真などの多様な情報を保持するとともに、吸収量
算定のための集計・分析機能や、森林資源状況を分
かりやすく説明するための機能なども備えている。

（注）平成１９年４月１日に独立行政法人森林総合研究所と独立行政法人林木育種センターは統合され、独立行政法人森林総合研究所となった。



3　世界の森林の動向と我が国の国際貢献

（１）世界の森林の現状

　国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の「世界森林資源評価２００５（ＦＲＡ２００５）」による

と、平成１７年（２００５年）の世界の森林面積は３９億５千万 haであり、世界の陸地面

積の約３０％を占めている。

　世界の森林面積は、平成１２年（２０００年）から平成１７年（２００５年）までは毎年約

１,３００万 haが減少しており、植林等による増加分を差し引いても年平均で７３０万 ha

（我が国の国土面積の２割に相当）の純減となっている。地域別に見ると、アフリ

カ、南米で減少傾向が続く一方、アジア、ヨーロッパでは増加している（図Ⅲ－

２１）。

　世界の森林の減少・劣化は、地球温暖化、生物多様性の減少、砂漠化の進行等、

地球規模での環境問題をさらに深刻化させるおそれがある。このため、各国、関係

国際機関、ＮＧＯ等との協力の下、国際的に持続可能な森林経営を推進するととも

に、開発途上地域における森林の整備・保全等への積極的な協力を推進していくこ

とが重要である。 

99

図Ⅲ－21　世界の森林面積の変化�

資料：FAO「世界森林資源評価2005」�
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（２）国際的な取組の推進

　平成４年（１９９２年）にリオ・デ・ジャネイロで開催された「国連環境開発会議

（ＵＮＣＥＤ）」（地球サミット）から１０年目にあたる平成１４年（２００２年）には、南

アフリカのヨハネスブルグで「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ＷＳＳＤ）」

が開催された。ここでは、持続可能な開発の実現に向けた「持続可能な開発に関す

るヨハネスブルグ宣言」、地球サミットにおいて持続可能な開発に向けた行動計画

として定めた「アジェンダ２１」の実施を促進するための「実施計画」が採択された

ほか、各国及び国際機関等が行う自主的な取組が多数提案された。その一つとして、

我が国とインドネシアが提唱した「アジア森林パートナーシップ（ＡＦＰ）」が正

式に発足し、違法伐採対策、森林火災予防、荒廃地の復旧・植林等の活動を通じて

持続可能な森林経営の推進に取り組んでいる。

　持続可能な森林経営を推進するための国際的な動きの中で、特に各国協調の下で

世界各地で進められてきたものとして、アジェンダ２１の中で規定されている「基

準・指標」の作成がある。「基準・指標」は森林経営の持続可能性を科学的かつ客

観的に把握・評価するためのものであり、世界で９つの主要な取組が並行して進め

られている。主なものとして、国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）加盟の熱帯木材生産

国による「ＩＴＴＯ基準・指標」、欧州の温帯林等諸国による「汎欧州プロセス」、

我が国を含む欧州以外の温帯林等諸国による「モントリオール・プロセス」等があ

る（図Ⅲ－２２）。モントリオール・プロセスについては、発足以来カナダが事務局

を務めてきたが、平成１９年（２００７年）１月から我が国が事務局を務めることとなっ

たところであり、我が国に対しては世界の持続可能な森林経営の確立に向けてリー

ダーシップを発揮していくことが期待されている。

　さらに、違法伐採対策に取り組むことが持続可能な森林経営の確立にも資するこ

とを踏まえ、国際社会の中で、関係国と協力しつつ積極的な役割を果たしていくこ

とが重要である。 
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（３）我が国の国際協力

　平成１５年に改定された「政府開発援助（ＯＤＡ）大綱」では、地球温暖化をはじ

めとする環境問題等の地球的規模の問題は、国際社会全体の持続可能な開発を実現

する上で重要な課題として位置づけられており、今後とも森林・林業分野における

様々な国際貢献を推進していくことが重要である。

　我が国は、持続可能な森林経営の推進のための国際貢献として、技術協力、資金

協力等の二国間協力や、国際機関を通じた多国間協力等を行っている。

　二国間協力のうち、技術協力については、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）

を通じて、専門家の派遣、研修員の受け入れ、機材の供与及びこれらを有機的に組

み合わせて実施する「技術協力プロジェクト」のほか、開発調査等を実施してい

る。

　また、資金協力については、無償資金協力により、主に技術協力の拠点となる研

究・訓練センター等の整備や森林造成が行われている。有償資金協力（円借款）は、

国際協力銀行（ＪＢＩＣ）を通じて行われる低利・長期の開発資金の貸付であり、

森林・林業分野ではインド、中国等に対し貸付が行われている。

　多国間協力では、国際機関等に対する資金拠出や人材派遣等が行われている。
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図Ⅲ－22　モントリオール・プロセスの「基準・指標」の概要

【基準１】生物多様性の保全（９指標）
　○　森林生態系タイプや齢級区分毎の森林面積・比率
　○　森林に存する自生種の数など
【基準２】森林生態系の生産力の維持（５指標）
　○　自生種及び外来種の植林面積
　○　木材の年間収穫量及び純生長量または保続収穫量に対する割合など
【基準３】森林生態系の健全性と活力の維持（２指標）
　○　病害虫等により影響を受けた森林の面積・比率
　○　火災・暴風害等により影響を受けた森林の面積・比率
【基準４】土壌及び水資源の保全と維持（５指標）
　○　土壌／水資源の保全に焦点をあて指定等がなされている森林の面積・比率
　○　顕著な土壌劣化状態にある森林面積・比率など
【基準５】地球的炭素循環への森林の寄与の維持（３指標）
　○　森林生態系及び林産物の総炭素蓄積量
　○　森林バイオマスのエネルギー利用により回避された化石燃料による炭素排出量など
【基準６】社会の要求を満たす長期的・多面的な社会経済的な便益の維持及び増進（２０指標）
　○　木材及び非木材製品の生産・消費（額・量）
　○　レクリエーション等のための施設・訪問者数、地域的分布など
【基準７】森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的な枠組
　　　　（２０指標：現在見直し作業中）
　○　土地所有権等についての法的手続きに基づく紛争解決手段
　○　国民の参画活動、分野横断的な計画など



ＩＴＴＯに対しては、持続可能な熱帯林経営の推進や違法伐採対策のための普及・

啓発と人材育成の実施に必要な経費等を拠出している。ＦＡＯに対しては、加盟国

としての分担金及び信託基金によるプロジェクトへの任意拠出、人材派遣等の支援

を行っている。

　このほか、我が国は、開発途上国における持続可能な森林経営を推進するための

基礎調査や技術開発、人材育成等を実施している。

　民間レベルでは、（財）国際緑化推進センター（ＪＩＦＰＲＯ）による、民間企

業や市民からの「熱帯林造成基金」を活用した植林活動への支援や、（社）国土緑

化推進機構による「緑の募金」を活用した、砂漠化防止や熱帯林再生への支援など

が行われている。
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林業・山村の振興

Ⅳ

（要約）

　林業産出額は、長期的に減少傾向で推移しており、平成１７年は前年より１７８

億円減少し、４,１６８億円となった。また、採算性が低下するなど林業を取り巻

く状況が依然として厳しい中で、主伐を手控える傾向がみられ、施業において

間伐の占める割合が増加している。

　このような中、林家が森林組合等の林業事業体に期待する役割として、効率

的な森林施業の実施とともに、長期施業委託や経営委託に関する期待が高まっ

ている。森林所有者の高齢化や不在村化等が進むにつれ、自ら施業や経営を行

うことが困難な森林所有者が増加していること等から、森林組合等の林業事業

体には、森林所有者に対して施業の提案を行うことによる施業の受託等に積極

的に取り組んでいくことが求められている。

　他方、林業就業者の減少と高齢化が続く中、「緑の雇用」事業により新規就

業者の増加がみられる。引き続き、長期的な就業が期待できる若年層の就業者

の確保と育成に取り組んでいくことが必要である。

　今後、林業を再生する上で、原木を量的なまとまりをもって安定的に供給す

る体制を構築することが課題である。このため、施業の集約化や、路網の整備

と高性能林業機械の導入による生産性の向上等を推進していくことが重要であ

る。

　山村では、林業等の一次産業が主要な産業となっており、それらの生産活動

が地域の活力の維持に貢献してきた。一方、山村の人口が今後更に減少するな

らば、集落機能の低下や不在村者が保有する森林の増加が一層進行していくこ

とが危惧される状況にある。

　山村の活力を高めていくためには、就労機会を確保し、定住を促進すること

によって、人口の減少傾向に歯止めをかけていくことが重要である。このため、

地域資源を有効に活用した山村ならではの魅力ある産業を育成するとともに、

都市と山村の間で、人・もの・情報の交流を推進し、山村の活力の向上と都市

住民のゆとりある暮らしの実現を進めていくことが必要である。



1　林業の現状と課題

　林業は、森林のもつ多面的機能の発揮を支える重要な役割を担っている。しかし

ながら、林業を取り巻く状況は厳しく、林業就業者の減少や高齢化が続く中で、林

業生産活動は停滞している。

　我が国の木材、栽培きのこ類、薪炭等林業生産活動による生産額の合計である林

業産出額は、長期的に減少傾向にあり、平成１７年は４,１６８億円で、前年よりも１７８億

円減少し、ピーク時の昭和５５年の４割以下の水準となっている（図Ⅳ－１）。さら

に、以前は、林業産出額の全体の８割を占めていた木材生産額が、平成１７年には、

５割にまで落ちている。

（１）林業経営の現状

（林業所得の状況）

　農林水産省が実施した「林業経営統計調査」により、平成１７年度の林家１戸あた

りの経営の状況をみると、林業粗収益が前年度より４％減少し２４０万円、林業経営

費が同１.３％増加し２１１万円となり、粗収益と経営費の差である林業所得は２９万円と

なった。これは、前年度と比較して１３万円の減少である。一方で、平成１７年度の伐

採材積は、前年度より２割増加しており、林業経営の収益性の低下がみられる（図

Ⅳ－２）。 
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図Ⅳ－1　林業産出額の推移�

資料：農林水産省「生産林業所得統計報告書」�
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　他方、農林水産省が平成１７年に実施した「２００５年農林業センサス」により、林業

経営体（注）の林業生産活動をみると、過去１年間に栽培きのこ類を除く林産物の販

売収入がなかった経営体が９２％を占めており、大多数の経営体にとって林業による

収入は間断的なものとなっている。

（施業の実施状況と施業への意識）

　２００５年農林業センサスにより、過去１年間に保有山林で植林、間伐、主伐等を行

った林業経営体について作業別の面積の割合をみると、間伐が平成２年の３割から

１７年には５割と増加している。主伐は低位に推移しており、これに伴い新植箇所や

保育対象森林も減少し、植林や下刈などの割合も減少してきている（図Ⅳ－３）。 
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図Ⅳ－2　1林家あたりの経営の概要�

資料：農林水産省「林業経営統計調査」�

　注：対象とした林家は、保有山林面積が50ha以上であって、林木に係る施業を行っていること、または、保有山林面積

が20ha以上50ha未満であって、過去1年間の林木に係る施業労働日数が30日以上であることとしている。�
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（注）Ⅰ－４０ページ脚注参照。



　他方、５０ha以上の山林を保有している林業者モニター（注）を対象に農林水産省が

実施した「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」（平成１７年６月公表）に

よると、これからの所有林の伐採方法については、「皆伐は行わず、間伐などを繰

り返すことによって、できるだけ造林や手入れの手間が生じないようにしたい」と

した者の割合が６割を超えている（図Ⅳ－４）。また、「おおむね８０年生程度以上の

林齢で、まとまった面積の皆伐を行いたい」とした者が２割となり、「おおむね５０

年生程度の林齢で、まとまった面積の皆伐を行いたい」とした者は、１割にとどま

った。

　このように林家は、伐採可能な林齢に達した森林であっても、皆伐は手控え、利

用間伐や長伐期施業を指向していることが伺える。 

106

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部 森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業ののののののののののののののののののののの動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向

Ⅳ

図Ⅳ－3　作業別実施面積の割合�

資料：農林水産省「1990年世界農林業センサス」、「2000年世界農林業センサス」、「2005年農林業センサス」�

　注：1990年世界農林業センサスでは保有山林1ha以上の林家、林家以外の林業事業体を、2000年世界農林業センサスで

は保有山林3ha以上の林家、保有山林10ha以上の林家以外の林業事業体を対象とした。�
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資料：農林水産省「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」（平成17年 6月公表）�
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（注）：「農林水産情報交流ネットワーク事業」により全国に配置された情報交流モニターの一つで、「林業者モニター」は保有山林５０ha 以
上で、かつ林産物の販売活動を行っている林業者。



（２）林業事業体の現状と課題

（森林組合）

　森林組合は、組合員である森林所有者の森林経営のために経営指導、森林施業の

受託、林産物の生産・販売・加工等を行っている。平成１６年度末の組合員数は１６３

万人で、組合員が所有する森林の面積は、都道府県有林を除く民有林の７割に達し

ている。また、森林組合は、平成１６年度には、我が国の新植、除・間伐面積の約７

割を実施しており、森林整備の中心的担い手となっている。

　林業就業者のうち森林組合に雇用されている者の割合は、平成１７年には５割を超

えており、林業専業労働者の雇用先としても重要な役割を果たしている。

（森林組合の改革の推進）

　森林所有者の不在村化や高齢化、世代交代が進むにつれ、自ら施業や経営を行う

ことができない森林所有者が増加していることに加え、森林に対する国民のニーズ

が多様化する中、地域の森林の状況を把握している森林組合への期待が大きくなっ

ている。

　このため、森林組合においては、組合員に対して経費負担を抑えた施業提案を行

い、森林施業の集約化を図ること等により地域の森林の適正な管理を進めるととも

に、大規模製材工場等に安定した木材供給等を行う国産材安定供給体制の構築に積

極的に取り組んでいくことが重要である。また、このような取組を推進していくに

あたっては、組織の再編、機能の充実のための合併促進や、業務改善とコスト削減

等による経営革新と信頼の確保等が求められているところである。

　森林組合系統では、このような取組を進めるため、平成１８年度から「環境と暮ら

しを支える森林・林業・山村再生運動」を展開しており、森林組合改革に引き続き

取り組んでいる。
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事例Ⅳ－１　組合員の森林を守る取組

　長野県飯田市の飯伊森林組合では、高齢化や不在村化が進む中、後
継者の森林への関心の低下を最も重要な問題と捉え、平成１８年から森
林所有者に代わって、境界の巡視、病虫害・獣害・風雪害等の有無を
確認するとともに、必要な施業の提案等を行う「森林管理委託事業」
に着手した。組合では、組合員が所有する２０ha 未満の森林の巡視費
用等は無料とし、事業を通じて所有者の森林管理に対する責任や関心
を高めるとともに、組合と組合員との結びつきを深め、将来は経営委
託事業につなげていきたいとしている。



（林業事業体に期待される役割）

　２００５年農林業センサスによると、過去１年間に保有山林で自ら素材生産を実施し

た林業経営体数は１万１千、その素材生産量は３９０万m3であり、１経営体あたりの

平均素材生産量でみると３６７m3となっている。

　一方、森林所有者から受託しもしくは立木を購入して素材生産を実施した林業経

営体数は４千、その素材生産量は全生産量の７２％にあたる９９２万m3であり、１経営

体あたりの平均素材生産量でみると２,４８５m3となっている。これを素材生産量の規

模別にみると、経営体数の１５％にあたる素材生産量５,０００m3以上の経営体が生産量

の６４％を占めている（図Ⅳ－５）。

　また、素材生産量規模別の素材生産の生産性をみると、生産規模に比例して生産

性は高くなっており、特に、素材生産量５,０００m3以上の層の生産性が大きく向上し

ている（図Ⅳ－６）。 
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資料：農林水産省「2005年農林業センサス」�
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資料：農林水産省「2000年世界農林業センサス」、「2005年農林業センサス」（組替集計）�
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　「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」によると、林業者が伐採業者や

森林組合などに期待する役割として、効率的な森林施業の実施とともに、長期施業

委託や経営委託に関する期待も高い（図Ⅳ－７）。

　林業の採算性の改善を図るためには、生産性の向上が不可欠である。他方、森林

所有者の高齢化や不在村化等により、所有林の施業を自ら行うことができる森林所

有者は減少しつつある。このような状況では、施業の集約化を一層推進するととも

に、路網と高性能林業機械を組み合わせることにより生産性の向上を図ること等が

重要となることから、森林組合等の林業事業体においては、機械化等に対応可能な

経営基盤の強化に加え、集約化のノウハウ等を有した人材の育成に積極的に取り組

んでいくことが必要である。

（３）林業労働力と就業者対策

（林業就業者の現状と新規就業者の確保）

　林業生産活動の停滞等により、林業就業者数は長期的に減少している。また、６５

歳以上の就業者が４分の１を占め、全産業の平均と比較して高齢化が進んでいる。

　新規就業者については、平成１１年度以降、毎年２千人程度で推移していたが、平

成１５年度から平成１７年度まで、緊急雇用対策で森林作業に従事した者を本格雇用へ

と誘導するための研修事業として「緑の雇用担い手育成対策事業」が実施されたこ

ともあり、この３年間の平均は３,５００人に増加した（図Ⅳ－８）。 
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資料：農林水産省「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」（平成17年 6月公表）�
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　また、平成１８年度からは、森林の保全・整備に意欲を有する若者等を対象に「緑

の雇用担い手対策事業」を実施しており、１７年度までの事業で行ってきた１年目の

基本的な林業作業研修に加え、２年目に風倒木やかかり木の処理等、より高度な技

術に関する研修も取り入れている。このように、将来の森林整備を適切に実施して

いくためには、林業の就業に必要な研修や情報の提供等を行い、長期的な就業が期

待できる若年層の就業者の確保と育成に引き続き取り組んでいくことが必要である。

（労働安全衛生対策）

　林業における労働災害による死傷者数は、平成１７年において過去最少となったが、

林業の作業環境は天候に左右されやすく、また、作業箇所の多くが傾斜地であるこ

と等から、労働災害発生の頻度を示す度数率は、全産業平均の約１４倍と高い水準に

ある。

　このため、事業体に対する安全指導の徹底、作業現場への巡回指導及び実践的な

現地実習の強化、林業労働災害防止機械・器具等の開発・改良の実施等により、労

働安全衛生対策の徹底を図り、労働災害防止に向けた取組を推進していく必要があ

る。 
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図Ⅳ－8　新規就業者と緑の雇用担い手育成対策事業による就業者�

資料：林野庁業務資料�
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事例Ⅳ－２　新規就業希望者や林業就業者への情報発信

　全国森林組合連合会では、ホームページで、林業関係の求人や就業に
おける各種の情報を提供している。新たに就業を希望する者に対しては、
就業を支援する制度を紹介するとともに、各地域の林業労働力確保支援
センター等の「林業就業支援講習」の開催について案内している。また、
「緑の雇用担い手対策事業」の総合的な窓口を開設しているほか、「林業
見学・交流ツアー」を企画しており、新規就業希望者や林業就業者にと
って、様々な情報を事前に得ることが可能となっている。



（４）特用林産物の動向

（きのこ類）

　特用林産物の生産は、林家の重要な収入源の一つとして、また、地域における就

労機会を確保していく上で大きな役割を果たしている。

　特用林産物の生産額は、近年、減少傾向にあり、平成１７年は、前年よりも１４０億

円減少し、２,７７１億円となった。このうち、きのこ類の生産額が２,１６４億円で８割を

占め、他は、たけのこ、わさび、山菜、木炭等となっている。

　原木しいたけ生産は、中山間地域におけるきのこ栽培の中核的存在であり、ほだ

木となるコナラ、クヌギ等を活用することにより森林資源の循環利用にとっても重

要な役割を担っているが、菌床栽培の増加、海外産品との価格競争、生産者の高齢

化等により厳しい状況におかれている（図Ⅳ－９）。このため、平成１７年度から、

「原木しいたけ再生プラン」により、生産量の増加や担い手育成対策のための体制

整備、消費拡大、適正な表示の徹底、輸出に向けた取組等が行われている。

　他方、食品の多様化、消費者の食品の品質に対する関心の高まり等に対応するた

め、これまで有機農産物の生産方法に関する基準等を定めていた有機ＪＡＳ制度が

平成１８年１０月に改正され、きのこ類にまで対象が拡大された。また、平成１８年６月

には、生しいたけを対象とした「しいたけ品質表示基準」が制定され、「名称」及

び「原産地」の表示義務づけに加え、「栽培方法」（「原木」または「菌床」）につい

ても表示することが義務づけられた。 
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図Ⅳ－9　生しいたけの消費量（国産・輸入別）と国内生産量に占める菌床栽培の割合の推移�

資料：林野庁業務資料�
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（木炭・山菜）

　木炭の消費量は、近年増加傾向にあるが、輸入量が増加する一方で、国内生産量

は減少傾向にあり、平成１７年の自給率は１９％となっている。平成１７年の国内生産量

は３万５千トンで、ここ５年間でも３割減少している。今後は、消費者が安心して

使用でき、かつ分かりやすい製品の規格づくりや国内の生産体制の増強とともに、

木炭を利用した新たな商品の開発にも積極的に取り組んでいくことで、国内需給の

安定化を図ることが重要である。

　平成１７年の山菜等の生産額は、前年に比べると５％減少し、２５０億円となった。

山菜は、山村地域の特徴的な産物として地域の活性化の一翼を担うとともに、食材

として多様で豊かな食生活を支えている。一方、山菜をめぐっては、乱獲等による

資源の劣化、販売における品質の表示、需要にこたえるための流通量の確保等様々

な課題が存在しており、地域の特性に応じた生産・流通体制づくりや、消費者の天

然の食材に対する志向の高まりへの対応、さらに、新たな需要の開拓への取組が重

要となっている。

　このような中、山菜振興に取り組む地域が連携してこれらの課題に対応していく

ため、「全国山菜文化産業祭」を開催するなど、意見交換、技術交流の場を設けて

いる。

（５）林業の活性化に向けて

（林業再生のための新しい取組）

　林業を再生する上では、原木を量的なまとまりをもって安定的に供給する体制を

構築するとともに、木材産業等と連携して国産材の利用拡大を推進していくことが

重要である。

　このため、林野庁では、平成１８年度から全国１１か所のモデル地域において、施業

等の集約化、安定的な原木供給、生産・流通・加工の各段階でのコストダウン、ニ

ーズに応じた最適な流通・加工体制の構築等を集中的に実施する取組を「新生産シ

ステム」として支援することにより、地域材の利用拡大を図りながら林家等の収益

性を向上させる仕組みを構築しようとしている（図Ⅳ－１０）。

　それぞれのモデル地域では、参加事業体、コンサルタント、県、研究機関等によ

る推進体制を構築し、林家等から加工施設への木材供給量・供給時期等を決定する
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システムの設計や伐採可能な立木データベースの整備を実施している。さらに、施

業の集約化による効率的・安定的な林業経営を行うモデル的な林業事業体の育成、

森林施業、素材生産・流通等各段階における抜本的なコストダウンを推進するとと

もに、品質・性能の確かな製品を安定的に供給する加工施設の整備にも取り組んで

いる。

（高性能林業機械の普及）

　林業生産の低コスト化に不可欠な高性能林業機械の保有が増加しており、平成１７

年度末の保有台数は、前年度より１８３台増加して２,９０９台となった。機種の内訳をみ

ると、プロセッサが全体の３４％と最も多く、フォワーダが２５％とこれに次いでいる。

また、スイングヤーダが前年度に比べ２０％増加している。

　高性能林業機械については、今後も路網との一体的な活用等の観点から普及が進

むことが予想されるが、これにより林業生産の一層の効率化が期待されるところで

ある（図Ⅳ－１１）。 
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図Ⅳ－10　「新生産システム」のモデル地域位置図�
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（林業普及指導事業と林業を担う人材等）

　平成１６年の森林法改正により、平成１７年４月から従来の「林業専門技術員」と

「林業改良指導員」の資格が「林業普及指導員」に一元化された。これを踏まえ、

「林業普及指導運営方針」が策定され、林業普及事業の取り組むべき課題を、①森

林の有する多面的機能の発揮に資する高度な施業技術の定着、②効率的かつ安定的

な林業経営を担う人材の育成・確保、③地域全体での森林整備及び木材利用の推進

に重点化していくこととされた。林業普及指導員には、流域等の地域の関係者の合

意形成等を広域的に図るコーディネーターとしての役割が求められており、平成１８

年４月現在、１,６３８人が各地で活動している。

　林業研究グループ（林研グループ）は、林業に関する技術や知識の習得等を通じ

て林業経営を担う者を養成し林業経営の発展に資することを目的として、地域のリ

ーダー的な森林所有者を中心に、全国各地に結成された組織である。近年では、従

来の活動に加え、森林認証の取得、森林空間の多目的利用、都市住民との交流、女
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図Ⅳ－11　高性能林業機械の保有台数の推移�

資料：林野庁業務資料�

　注：1）平成10年度以前はタワーヤーダの台数にスイングヤーダの台数を含む。�

　　：2）平成12年度から「その他高性能林業機械」の台数調査を開始した。�
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性林研グループによる郷土料理教室の開催等、林業及び地域の活性化に向けた創意

工夫に富む多様な活動がみられている。 
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事例Ⅳ－３　林研グループの取組

　◎静岡県静岡市で活動する「静岡地区林業研究協議
会」では、有志により森林認証部会を発足させ、平成
１７年１２月に林研グループとして全国で初めて「緑の循
環認証会議（ＳＧＥＣ）」の森林認証を取得した。今
後、この取組を一般市民へ広めるとともに、認証材の
需要を確保したいと考えており、県森連原木市場や製
材所、工務店との提携を進めている。

　
　◎山形県金山町の「親林倶楽部 森の案内人」は、
山村の暮らしや山にある資源を見つめ直し、その良さ
を他の地域の人々と共有しようとする取組を実践して
いる。都市住民との交流をはじめ、林内に放置された
伐根等からイスを作ったり、イタヤカエデから採取し
た樹液（メープルサップ）を商品化するなど、山の魅
力を再発見し、積極的に発信している。



2　山村の現状と活性化

（１）山村の現状と課題

（山村と森林の結びつき）

　「山村振興法」に基づき指定されている「振興山村」の区域は、国土面積の５割

を占め、その９割が森林に覆われている。

　山村では、林業をはじめとした一次産業が主要な産業となっており、それらの生

産活動が地域の活力の維持に貢献してきた。また、山村は、林産物や農産物の供給

を通じて、都市地域等と経済的につながっている。さらに山村の多くは、農村や都

市等の上流域に位置しており、山村の大半を占める森林がきれいな水や空気の提供

等の多面的機能を発揮することにより、下流域における安全で安心な生活を支えて

いる。

　従来、山村では、活力ある林業生産活動や、地域住民による薪炭材の利用、落葉

の採取等を通じて、森林の管理が日常的に行われてきた。しかし、近年の林業生産

活動の停滞等により、手入れが不十分な森林がみられるとともに、山村住民と森林

との密接な関係も薄れてきている。さらに、住民が共用で利用してきた森林や道路

等の適正な維持・管理や伝統的祭事等の継続が難しくなる状況もみられるなど、集

落機能の低下も懸念されている。

（山村の人口）

　山村における高度経済成長期以降の人口の減少は著しく、昭和４０年から平成１７年

の間に、全国では人口が３割増加したのに対し、市町村全域が振興山村となってい

る「全部山村」では４割減少した。また、国立社会保障・人口問題研究所の「日本

の市区町村別将来推計人口（平成１５年１２月推計）」によると、２０３０年の全国の人口

は、２０００年の人口に対し７％の減少であるのに対し、全部山村では３６％の減少とさ

れている（図Ⅳ－１２）。さらに、全部山村では、２０３０年の１５歳～６４歳までの生産年

齢人口の割合は５０％を下回る一方で、６５歳以上の老年人口は４０％を超えるとされて

いる。山村における人口がこのように推移することにより、集落機能の低下や、不

在村者保有森林の増加が一層進行していくことが危惧される。 
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（不在村者保有森林）

　２００５年農林業センサスによれば、不在村者の保有する森林面積の割合は、私有林

の４分の１を占めている（図Ⅳ－１３）。また、不在村者のうち４割は森林の所在と

異なる都道府県に居住している。

　他方、在村者では森林組合に加入している者の森林保有面積が全体の７割を占め

ているのに対し、不在村者では５割と低い。保有山林規模の大きい不在村者の中に

は、山林所在地に管理人等を置いて林業生産活動を行っている者もいるが、全体的

にみれば、不在村者保有の森林は、在村者保有の森林と比べて森林施業の実施割合
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図Ⅳ－12　2015年と2030年の推計人口、生産年齢人口、老年人口の割合�

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口（平成15年 12月推計）」�

　注：全部山村については、林野庁で集計。�
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が低いと考えられる。このような状況を踏まえ、「美しい 森  林 づくり推進国民運動」
も り

においては、不在村森林所有者に対して所有森林への関心を高めるための働きかけ

等を行うこととしており、森林施業の促進が期待されるところである。

（野生鳥獣被害の山村への影響）

　森林における野生鳥獣被害は、林業経営にとって大きな問題となっており、山村

経済に様々な影響を与えることが懸念されている。また、山村における狩猟者の減

少や高齢化により、有害鳥獣の捕獲にも支障が生じている。このため、山村の活力

を維持していく上でも、国、都道府県等や地域が連携し、野生鳥獣被害の軽減に向

けた取組を推進していくことが重要となっている。

　

（２）山村の活性化に向けて

　山村の活力を高めていくためには、就労機会を確保し、定住を促進することで、

人口の減少傾向に歯止めをかけることが重要である。特に、若者やＵＪＩターン者

の定住の促進にあたっては、魅力ある就労の場を確保することが重要であり、山村

の主要な産業である農林業のみならず、森林、自然景観、農林水産物、伝統文化等

の地域資源を有効に活用した山村ならではの多様な産業（いわゆる 森  業 ・ 山  業 ）を
もり ぎょう やま ぎょう

育成していくことが必要である。

　また、国民の意識は、物の豊かさから心の豊かさを重視する傾向にあり、山村の

地域資源には、都市住民にとって魅力あるものとして受け入れられるものも多い。

　このため、都市と山村の間で、人・もの・情報の交流のための組織や人材の育成

を進め、互いに利点を分かち合うことで、山村の活力の向上と都市住民の豊かな暮

らしの実現の双方を目指していくことは意義があることである。

（地域資源の活用と都市と山村の共生・対流の推進）

　都市住民が休暇等を利用して山村に滞在し、下刈や間伐、炭焼き、きのこや野菜

の収穫といった農林業体験や、紙すき等の伝統工芸の体験を行うグリーンツーリズ

ムが各地で展開されている。

　このような都市と山村の交流は、都市住民にとっては、健康でゆとりある生活の実

現、山村、森林、林業等に対する理解の増進に寄与している。一方、山村住民にとっ

ては、林産物等の販売収入や宿泊施設、販売施設への雇用による就業機会をもたらす

ことに加え、交流を通じて自らの地域について再認識するよい機会となっている。
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　他方、いわゆる団塊の世代の退職により、農山漁村等での長期滞在や二地域居住

への関心は高まっていくものと考えられる。このため、今後、このような動きを定

住の促進や交流人口の拡大への追い風として、地域の活性化にどのように結び付け

ていくかを検討していくことも重要である。

　近年、森林空間を教育や健康増進の場として利用する森林環境教育、森林セラピ

ー等への関心が高まっている。このような分野では、長期滞在やリピーターとして

利用する形態、専門的なプログラムを多人数で行う形態の広がりが期待される。こ

のため、山村側においては、森林空間利用が山村の振興に結びつくよう、インスト

ラクター等必要な人材の育成や施設の整備等、利用者が魅力を感じる受け入れ体制

の充実が必要となっている。

　また、自然志向・健康志向を有する都市住民のニーズを的確に把握することによ

り、地域資源の付加価値を高めていくことも可能となる。このため、利用者・消費

者側のニーズを踏まえながら、山村にある多様な資源に目を向け、例えば、材質や

風合いを活かした木製品、山野草による染色布等、山村ならではの自然素材を活か

した製品を開発するなど、地域資源を活用した産業を育てていく取組が必要である。

　さらに、消費地にアンテナショップを設置し、地場産品や地域の情報の発信基地

としたり、欲しい情報が誰にとっても容易に得られるようＩＣＴ（Information 

and Communications Technology）（注）を活用した情報環境の整備を行うなど、活発

に都市、山村双方の情報を受発信している事例がみられる。このような取組は、都

市と山村の共生・対流を効果的に推進する上で有効であると考えられる。
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（注）：ＩＣＴとは、インターネットや携帯電話、ＦＡＸ、パソコン等の情報通信技術全般を指し、必ずしも先端的な技術を活用したものだ
けを意味しない。

事例Ⅳ－４　森林空間を利用した新たな取組

　Ｐ社は、山梨県鳴沢村の森林において、
自然の樹木や地形を活用した、大規模な
土木工事を必要としないレジャー施設を
設置し、平成１８年８月から運営を開始し
た。利用者は、特殊な用具の付いた衣類
を着用し、ハシゴやロープ等を利用しな
がら、難易度別のコースを楽しむ。旅行
社とタイアップすることで施設の利用者
増を図るとともに、その収益を森林整備
に役立てるとしている。



（山村における循環型社会への取組）

　山村には、木質バイオマス資源が身近に存在していることから、地域においてバ

イオマス利用を進めやすい環境にある。最近では、地域内の間伐材等からペレット

を生産し、暖房用燃料として公共施設で利用するとともに、一般家庭への普及も図

るなど、地域全体でバイオマス利用に取り組む事例がみられる。

　山村において木質バイオマス資源の活用を進めることは、林業生産活動の活性化

や新たな産業の創出につながり、ひいては山村の活力の向上にも資すると考えられ

る。また、こうした取組は、環境への負荷が小さい循環型社会を目指すモデルとし

て山村の魅力を高めるものであり、定住等の促進にも寄与するものとして期待され

る。
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事例Ⅳ－６　クリーンエネルギーのまちづくり

　岩手県北部に位置する葛巻町は、「ミルクとワインとクリ
ーンエネルギーの町」のキャッチフレーズを掲げ、まちづく
りを進めている。町では、「新エネルギービジョン」を作成
し、風力発電や、畜産廃棄物によるバイオガス発電の推進と
ともに、町内の製材工場から出される端材等をボイラーやス
トーブの燃料となるペレットに加工し、森林組合のペレット
ストーブのリース事業等を通じて、その普及に取り組んでい

事例Ⅳ－５　都市と農山村との交流促進の取組

　和歌山県かつらぎ町は、大阪府守口市との友好提携
をもとに、山村の様々な資源を活かした交流に取り組
んでいる。町は、守口市等の協力を得て、情報発信基
地としてアンテナショップを設置することにより、都
市住民に山村の魅力を発信している。最近では、守口
市内の企業のイベント等にかつらぎ町が参加を要請さ
れるなど、交流が拡大している。町は、このような取
組により「かつらぎファン」を増やすことによって、
将来の定住人口の増加につなげていきたいと考えてい
る。

る。さらに、民間企業と連携し、木質バイオマ
スによるガス化発電の実証実験（下写真：くず
まき高原牧場で実証実験中の木質バイオマスガ
ス化発電設備）にも取り組んでいる。
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「国民の 森  林 」としての国有林野の取組
も り

Ⅴ

（要約）

　我が国の森林面積の約３割を占める国有林野は、国土の保全、水源のかん養、

自然環境の保全等森林のもつ公益的機能の発揮等に大きな役割を果たしてお 

り、国民の生活に欠かすことのできない国民共通の財産となっている。このた

め、「国民の森林」の実現に向け、公益的機能の維持増進をはじめ、地球温暖

化防止、国民参加の森林づくりや森林環境教育等に取り組んでいる。

　国有林野の約９割は保安林に指定されており、安全で安心できる暮らしを確

保するため、山地災害の発生する危険性の高い地域や水源地域の保安林等で治

山事業を計画的に進めている。

　世界自然遺産に登録されている知床（陸域）、白神山地、屋久島のほぼ全域

を国有林野が占めているように、国有林野には原生的な森林生態系や貴重な動

植物が生息・生育する森林が多く残されている。このような貴重な森林につい

ては、保護林として適切な保全・管理を行っている。また、野生動植物の種や

遺伝的な多様性を保全するために、保護林相互を連結してネットワークとする

「緑の回廊」の設定を進めている。

　また、民有林と連携した木材の安定供給の取組として、大口需要者へのシス

テム販売や低コスト作業システムの推進に努めている。

　さらに、地球温暖化防止対策への取組として、間伐等の森林整備を推進して

いるほか、森林土木工事や庁舎の新築にあたっては地域材の利用に積極的に取

り組むとともに、木材利用の重要性についての積極的なＰＲ活動に努めている。

　各森林管理局や森林管理署等では、国有林野が森林環境教育に有効に活用さ

れるよう、「遊々の森」の設定を行っているほか、企業やボランティアによる

森林づくりの場を提供する「法人の 森  林 」や「ふれあいの森」等の設定を進め
も り

ている。また、開かれた「国民の森林」としての管理経営を一層推進していく

ための取組として、市民団体や地域住民等と協働・連携しながら、森林の整

備・保全活動を行う「モデルプロジェクト」に取り組んでいる。

　このような取組においては、国民との双方向の情報・意見の交換を図り、国

有林野の管理経営に対する幅広い理解の醸成に努めている。



1　国有林野に期待される役割

（１）国有林野の概要

　国有林野は、我が国の国土面積の２割、森林面積の３割にあたる７５９万 haを占め

ている。その多くは国土保全上重要である奥地脊梁山脈や水源地域に分布し、土砂

崩れの防止、洪水の緩和、良質な水の供給等、国民生活にとって重要な役割を果た

している。同時に知床（陸域）や白神山地、屋久島といった世界自然遺産登録地域

のほぼ全域が国有林であるように原生的な天然生林も多く、貴重な野生動植物の生

息・生育地となっている。さらに、国立公園の６割を占めるほか、海岸付近や都市

近隣にも分布し、身近な森林とのふれあいの場として多くの人々に利用されている

（図Ⅴ－１）。

　このように、国有林野は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等といっ

た森林の持つ公益的機能の発揮に大きな役割を果たしており、国民の生活には不可

欠な共通の財産となっている（図Ⅴ－２）。 
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図Ⅴ－1　重要な自然環境に占める国有林野の割合�
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図Ⅴ－2　国有林の分布と国有林内の多様な森林の事例�
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（２）国有林野の管理経営

　国有林野においては、管理経営の基本方針を明らかにするため、「国有林野の管

理経営に関する基本計画」（以下、「管理経営基本計画」という。）を策定している。

その中で、公益的機能の維持増進を旨とした管理経営の推進、地球温暖化の防止等

の新たな政策課題への率先した取組、国民参加の森林づくりや森林環境教育等の取

組などを推進することとしている。また、これらの取組を進める上で、様々な情報

を開示し、国民の意見を広く聴くなど双方向の情報の受発信に努めることにしてい

る。

　国有林野では、「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」の

３つの類型に区分されたそれぞれの森林について、管理経営基本計画に即し適切か

つ効率的な管理経営を行っている。

　水土保全林は、国有林野の６５％を占め、「国土保全タイプ」と「水源かん養タイ

プ」に細分されている。前者においては土砂流出・崩壊に対する防備を、後者にお

いては洪水の緩和や良質な水の供給を主な目的として、長伐期施業や複層林への誘

導、針広混交林化等の施業を推進している。

　森林と人との共生林は、国有林野の２７％を占め、貴重な自然環境の保全を目的と

した「自然維持タイプ」と、自然とのふれあいの場としての利用を目的とした「森

林空間利用タイプ」に細分される。前者においては、原則として伐採等を行わず、

自然の推移に委ねる森林づくりを、後者においては、優れた景観の保全に配慮した

森林づくりを行っている。

　資源の循環利用林は、国有林野の７％を占め、その多くはスギ、ヒノキ等の人工

林で、将来に向け木材を安定的に供給するための保育等の施業や、作業道等の整備

を推進している。 
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Ⅴ

事例Ⅴ－１　針広混交林化の取組

　 筑波山中腹に位置する茨城森林管理署横道国有林では、樹齢１００
年を超えるヒノキ人工林において、天然力を活用した広葉樹の導入
による針広混交林化に取り組んでいる。
　これにより、現地では、上層のヒノキの下にはホオノキ、オオモ
ミジ等の高木性樹種やヒサカキ、クロモジ等の低木性樹種等多くの
広葉樹が発生し、順調に生育している。



2　「国民の森林」を実現するための管理経営

（１）国民の生活を守るための森林づくり

ア　保安林の指定

　国有林野には、国土保全、水源かん養等を図る上で重要な森林が多く存在してお

り、このような森林の多くは保安林に指定され、適切な保全・管理が行われている。

　平成１７年度末には、国有林野面積の８７％にあたる６６１万 ha（延べ面積６９６万 ha）

が保安林となっている。

イ　治山事業

　国有林では、災害に強い国土づくりや水源地域の整備を進め、国民の安全で安心

できる生活を確保するため、「国有林野内直轄治山災害関連緊急事業」等による災

害の緊急な復旧をはじめ、治山事業を計画的に実行している。

　特に、平成１８年は、１７年に発生した九州北部地方での豪雨災害や、台風第１４号に

よる宮崎県を中心とする大規模な土砂崩れ等を緊急に復旧するとともに、山地災害

の危険性の高い地域、ライフラインに隣接した地域や水源地域等において、谷止工

や山腹工等の治山施設の設置や、間伐等の森林整備を行うことによって森林の健全

性を高め、防災機能等の強化に努めた。

　また、近年多発している局地的な集中豪雨等においては、上流の国有林から下流

の民有林まで連なって災害が発生する事例が少なくない。このため、国有林と民有

林を一体とした計画的な事業の展開を図ることとしており、関係都道府県と連携し、

より効果的な災害復旧に努めている。

　さらに、国土の保全上特に重要な場合等には、民有林においても国が直接治山事

業を行っており、森林管理局がこれに当たっている。 
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事例Ⅴ－２　 涌  蓋  山 における特定流域総合治山事業
わい た さん

　平成１７年７月、熊本県と大分県にまたがる涌蓋山において、発達し
た梅雨前線の活動がもたらした集中豪雨により、上流の国有林から下
流の民有林に及ぶ大規模な土石流が両県で発生した。現在、流域保全
の観点から九州森林管理局と熊本県及び大分県による「特定流域総合
治山事業」により、国有林・民有林を通じた一体的な復旧・整備に取
り組んでおり、効率的な事業推進と効果の早期発現に努めている。



（２）適切な森林の保全管理

　国有林野を適切に管理するため、山火事や希少な動植物の保護等を目的とした森

林の巡視のほか、社会問題となっている廃棄物の不法投棄への対応として、「『国民

の森林』クリーン月間」を設け、地方公共団体やボランティア等と連携しながら清

掃活動を推進している。

　さらに、平成１８年度から、世界自然遺産や日本百名山のように入込者が集中し、

植生の荒廃等が懸念される地域において、国民から募集したグリーン・サポート・

スタッフ（森林保護員）による巡視やマナーの啓発活動を行い、貴重な森林生態系

の保全管理の推進に取り組んでいる。

（３）優れた自然環境を有する森林の保全・管理

ア　世界的にも価値の認められた保護林の設定・管理　

　国有林には、原生的な森林生態系や、貴重な野生動植物が生息・生育する森林が

多く残されており、世界自然遺産に登録されている白神山地の全域、屋久島及び知

床（陸域）の９割以上を国有林が占めている。

　国有林では、こうした貴重な森林を保護するため、大正４年に保護林制度を発足

させ、従来からその保全や管理に努めてきた。保護林は、その目的により「森林生

態系保護地域」、「植物群落保護林」、「特定動物生息地保護林」等７種類に分類され

ている。平成１７年度には、シマフクロウの保護のための特定動物生息地保護林など

１３か所を新規に保護林として設定したほか、既設の保護林の面積の拡張を行い、平

成１８年４月１日現在では、６８万 haの設定となっている（表Ⅴ－１）。

　これらの保護林では、設定目的に応じ自然の推移に委ねた管理等を行うとともに、

必要に応じて植生の回復や保護柵の設置を行うなど、貴重な自然環境の適切な保

全・管理に努めている。小笠原諸島については、平成１８年８月に国有林の約８割を
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事例Ⅴ－３　グリーン・サポート・スタッフによる活動

　百名山の一つとして、毎年多くの利用者が訪れる中部森林
管理局東信森林管理署の北八ヶ岳自然休養林において、スタ
ッフが区域内の巡視活動を行い、利用者に対する国有林の適
正な利用の喚起や森林保全の重要性に対する理解の醸成に努
めている。



森林生態系保護地域とすることとしたところであり、さらに平成１９年１月には、我

が国の世界遺産暫定一覧表に自然遺産として記載された。 
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表Ⅴ－1　保護林の設定状況

面積
（千 ha）箇所数目　的種　類

40027

　原生的な天然生林を保存することにより、
森林生態系からなる自然環境の維持、動植
物の保護、遺伝資源の保存、森林施業・管
理技術の発展、学術研究等

森林生態系保護
地域

3612
　森林と一体となって自然生態系を構成す
る生物の遺伝資源を森林生態系内に保存し
将来の利用可能性に資する。

森林生物遺伝資源
保存林

9326
　主要林業樹種及び希少樹種等に係る林木
遺伝資源を森林生態系内に保存し、将来の
利用可能性に資する。

林木遺伝資源
保存林

183380

　我が国又は地域の自然を代表するものと
して保護を必要とする植物群落及び歴史的、
学術的価値を有する個体の維持を図り、併
せて森林施業・管理技術の発展、学術研究
等に資する。

植物群落保護林

2136
　特定の動物の繁殖地、生息地等の保護を
図り、併せて学術研究等に資する。

特定動物生息地
保護林

3035
　我が国における特異な地形、地質等の保
護を図り、併せて学術研究等に資する。

特定地理等保護林

334

　地域における象徴としての意義を有する
等により、森林の現状の維持について地元
市町村の強い要請のある森林を保護し、併
せて地域の振興に資する。

郷土の森

683850合　　　計

資料：林野庁業務資料

　注：平成 18 年 4 月 1日現在。計の不一致は四捨五入による。

事例Ⅴ－４　小笠原諸島森林生態系保護地域 （関東森林管理局）

　小笠原諸島は、過去に大陸と一度も陸続きになったこ
とがない海洋島であり、父島・兄島の乾性低木林や、母
島の湿性高木林に代表される世界的に貴重な固有の樹種
で構成される森林生態系が成立している。
　森林面積の８割以上を占める国有林においては、貴重
な自然環境を後世に引継ぐため、その約８割を森林生態
系保護地域に設定することを決定するとともに、アカギ
やモクマオウ等の外来種対策を講じるなど、世界自然遺
産としての推薦に向けた取組を進めている。



イ　「緑の回廊」の整備の推進

　国有林では、野生生物の生息・生育地を結ぶ移動経路を確保することにより、個

体群の交流を促進し、種や遺伝的な多様性を保全するため、隣接する民有林にも協

力を要請しながら、保護林相互を連結してネットワークを形成する「緑の回廊」の

設定を進めている（図Ⅴ－４）。

　「緑の回廊」では人工林の抜伐りにより、希少野生動物の 採  餌 環境及び餌となる
さい じ

動物の生息環境を整備する施業等のほか、森林の状態や野生動植物の生息・生育状

況を把握するためのモニタリング調査等を実施している。

（４）地球温暖化防止対策の推進

　国有林では、「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」等を踏まえ、二酸化炭素

を吸収・貯蔵する健全な森林の整備・保全や木材利用等を推進しており、平成１７年

度においては、５万８千haの間伐等による森林の整備・保全を積極的に実施した。　

また、治山事業、林道事業合わせて約５万２千m3の木材を使用するとともに、庁

舎の新築にあたっては地域材を使用し、地球温暖化防止の観点からの木材利用の重
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図Ⅴ－3　緑の回廊位置図�
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名 　  称 面 積 
（千 h a ） 

延 長 
（ k m ） 

①　知床半島緑の回 廊  1 2  36 

②　大雪・日高緑の回 廊  1 9  8 3 

③　支笏・無意根緑の回 廊  7  3 0 

④　奥羽山脈緑の回 廊  7 9  400 

⑤　白神八甲田緑の回 廊  2 2  5 0 

⑥　八幡平太平山緑の回 廊  1 1  60 

⑦　北上高地緑の回 廊  2 7  150 

⑧　鳥海朝日・飯豊吾妻緑の回 廊  6 4  260 

⑨　緑の回廊越後 線  2 7  7 0 

⑩　日光・那須塩原緑の回 廊  1 8  7 5 

⑪　緑の回廊日光 線  1 3  3 8 

⑫　緑の回廊三国 線  1 3  5 2 

⑬　秩父山地緑の回 廊  6  4 4 

⑭　丹沢緑の回 廊  4  4 3 

⑮　富士山緑の回 廊  2  24 

⑯　緑の回廊雨飾・戸 隠  4  17 

⑰　緑の回廊八ヶ 岳  6  21 

⑱　白山山系緑の回 廊  4 3  70 

⑲　越美山地緑の回 廊  2 4  66 

（平成18年4月１日現在） 

⑳　四国山地緑の回 廊  1 8  128 

    　綾川上流緑の回廊 2  5 

      大隅半島緑の回廊 1  2 2 

合計　２２か所 4 2 2  17 4 4 

� 

� 

資料：林野庁業務資料 

国 有 林 



要性について積極的なＰＲに努めている。

（５） 国民参加の森林づくりと森林環境教育の推進

　国有林では、名実ともに開かれた「国民の森林」としての管理経営を一層推進し

ていくため、各森林管理局において、市民団体や地域住民等と協働・連携しながら

地域や森林の特色を活かした森林の整備・保全活動を行う「モデルプロジェクト」

に取り組んでいる。

　モデルプロジェクトの内容は、貴重な照葉樹林の未来への承継や１００年前の原始

性が感じられる森林づくりへの取組など、多岐にわたっている。

　また、ボランティア団体等が森林づくりを行う「ふれあいの森」、企業が分収林

制度を活用して森林づくりを行う「法人の森林」等の設定に取り組んでいる。

　「ふれあいの森」は、平成１７年度末までに１４７か所が設定され、平成１７年度には延

べ１万２千人が森林づくりに参加した。

　「法人の森林」は、平成１７年度末までに４２０か所、１,９４４haで設定されており、企

業が社会貢献活動の一環として森林整備を行うほか、森林教室や自然観察会の開催

等、各企業によって多様な取組が行われている。

　学校等にフィールドを提供する「遊々の森」は、平成１７年度に新たに１４か所が設

定されて１０７か所となり、体験活動や森林環境教育の場として活用されている。

　森林環境保全ふれあいセンターにおいては、森林環境教育プログラムを作成し、

ＮＰＯ等の活動の支援を行っている。

　さらに、歴史的木造建造物や祭礼行事、伝統工芸等を次世代に引き継ぐために森

林づくりを地域関係者が行い、木の文化の継承等に貢献していくことを目的とする

「木の文化を支える森づくり」にも取り組んでいる。
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事例Ⅴ－５　新築庁舎による国産材利用のＰＲ

　北海道森林管理局根釧東部森林管理署では庁舎の新築にあた
り、地元産のカラマツや道産材のトドマツ、アカエゾマツ、ナ
ラ、カバ等を使用し「木の良さ」が伝わる建築物となるよう配
慮した。また、人工林間伐材の需要開発が課題になっているア
カエゾマツをＰＲするため、庁舎正面外装の羽目板やトイレの
内装材として使用している。



　その他、台風被害地において、各森林管理局や森林管理署と協定を結んだ学校や

ＮＰＯ等が主体となり、植樹から下草刈りまでの一連の復旧作業を行う息の長い取

組も進められている。

（６）木材の供給等を通じた地域への貢献

ア　民有林と連携した木材の安定供給の取組

　国有林では、民有林との共通の課題である森林整備及び地域材利用を推進するた

め、民有林の関係者と連携した取組を進めている。特に、地域材利用においては、

集成材・合板工場等の大口需要者との間で販売に関する相互協定を締結し、安定的

な木材の販売を進めている。このいわゆる「システム販売」は、これまで主に外材

を利用してきたこれらの大口の需要分野に間伐材などの原材料を供給することによ

り、地域材利用を推進することを目的としている。

　また、国有林では、路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで高効率な作

業システムの構築や普及に取り組んでおり、それらの取組を広めるため、民有林関
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事例Ⅴ－７　南木曽伝統工芸の森

　長野県南木曽町では、地域の木材を使い「サワラ桶」
「 蘭桧笠 」等の生活用品を作る「木の文化」が現在まで伝えら

あららぎひのきがさ

れている。木曽森林管理署南木曽支署は、これらの伝統文化を
後世に伝えるために、「南木曽伝統工芸の森育成協議会」との
間で「木の文化を支える森づくり活動に関する協定」を締結し
た。協定調印式と合わせて行われた植樹祭では、トチノキ、ケ
ヤキ等、８種類約４００本が「南木曽伝統工芸の森」に植樹され
た。

事例Ⅴ－６　ＮＰＯと連携した台風被害地の復旧

　北海道森林管理局渡島森林管理署は、平成１８年度から、学
校、企業、ＮＰＯの５団体とともに、平成１６年の台風第１８号
で甚大な被害を受けたカリマ国有林の復旧作業を行っている。
被害地の復旧に主体的に関わることで地元国有林への愛着を
育むこと等を目的とし、団体は苗木購入、植栽樹種の選定及
び下草刈りに至る一連の保育作業を実施している。森林管理
署は、現地指導や学校での事前講義等の支援を行っている。



係者にも参加を呼びかけ、現地検討会を開催している。現地検討会では、国有林と

民有林の関係者の間で広く情報や意見の交換が行われている。

イ　民有林からの供給が期待しにくい木材の供給

　多様な森林を有するという国有林野の特性を活かし、天然秋田杉や木曽ヒノキ、

大径長尺材のような民有林からの供給が期待しにくい材の持続的・計画的な供給を

行っている。

　また、これらに代替できるような材についても、長期的視点に立った育成を行っ

ている。 

131

事例Ⅴ－９　低コストで高効率な作業システムへの取組

　平成１８年６月の九州森林管理局を皮切りに、全国の森林管理
局において、簡易で崩れにくい作業路を軸とした低コスト作業
システムについての現地検討会が開催された。延べ参加者数は
約１,６００人、うち半数が民有林関係者（都道府県、森林組合、
林業事業体等）となっており、作業路の構造や作設方法につい
て積極的な意見交換が行われ、低コスト作業の推進に向け理解
が深められた。
　平成１９年度以降についても、国有林において、民有林関係者
と連携して低コスト作業システムの構築や普及に努めることと
している。

事例Ⅴ－８　スギ間伐材の安定供給への取組

　九州森林管理局では、これまで外材が主流を占めてきた集成材の分野において、スギ間伐材等
の国産材を活用するために設立された佐賀県 伊  万  里  市 の大型集成材工場に対し、原料となるスギ

い ま り し

材の安定供給に取り組んでいる。
　この取組では、国有林のスケールメリットを生かして局管内の広い地域から供給を行うととも
に、材の仕分けを山元で行わず、自動選別機により工場で行うなど、合理的な生産・流通・加工
システムづくりに取り組んでいる。



（７）双方向の情報受発信

　開かれた「国民の森林」としての管理経営を一層推進するため、森林・林業に関

する様々な情報・サービスを提供するとともに、「地域管理経営計画」等の作成や

変更に当たっては、計画案を広く公表して国民の意見を聴くなど、双方向の情報受

発信による対話型の取組を進めている。

　平成１６年度からは、国有林野に関心のある国民を対象に「国有林モニター」を募

集し、各森林管理局等の取組などの情報を提供するとともに、現地見学や意見交換

会等を通じて国民との双方向の情報・意見の交換を図り、国有林野の管理経営に対

する幅広い理解の醸成に努めている。

　

3　効率的な事業の運営

 　国有林野事業では、ブロック単位の７森林管理局、流域単位の９８森林管理署の

体制の下で、伐採、造林等の実施行為のほぼ１００％を民間事業者へ委託すると同時

に、「事務改善・ＯＡ化５カ年計画」に基づき、事務の簡素化やＯＡ化等による事

務処理の効率化にも取り組んでいる。

　このように、事業の効率的な推進等により人件費や事業的経費の縮減に取り組む

一方で、木材価格の下落、土地需要の減退等厳しい状況下においても、林産物の販

売量の確保や資産の徹底した見直しによる土地売払いの推進等に取り組んでいる。

　このような収支改善努力の結果、平成１７年度においては、前年度に引き続き新規

借入金はゼロとなり、また、収入が支出を２６億円上回った。
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事例Ⅴ－１０　国有林ならではの木材供給

　長野市の善光寺では、国の重要文化財である「 三 
さん

 門 」の解体修理のための工事が行われている。現在
もん

の「三門」の屋根は、「 檜皮葺 」（ヒノキの樹皮を用
ひ わ だ ぶ き

いた屋根ふき）となっているが、今回の工事におい
ては、建立当時の「 栩葺 」（サワラの板を用いた屋

とちぶき

根ふき）に復元することとなった。復元に必要なま
とまった量の天然サワラは、民有林からの供給が期
待できないとの善光寺からの要請を受け、中部森林
管理局が、管内の国有林から２年間、復元工事にあ
わせて計画的に供給した。



第２部

平成１８年度　森林及び林業施策





 ����� 概　　　説 ����� 

1　施策の重点（基本的事項）

　森林・林業基本計画に沿って、「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」（農林水

産省）の第２ステップにおける施策をはじめとする以下の森林・林業施策を積極的

に展開した。
　

（１）地球温暖化の防止等の森林のもつ多面的機能の持続的な発揮に向けた整備

と保全

　重視すべき機能に応じた多様で健全な森林づくりを進め、併せて森林施業に不可

欠な路網整備を計画的に推進した。特に健全な森林の育成に必要な間伐を団地化な

どの条件整備や間伐材の利用促進を図りつつ推進した。

　また、森林の現況等に応じた治山施設の設置等や保安林の適切な管理、森林被害

に対する防除対策を推進した。

　さらに、森林の整備・保全を社会全体で支えるという国民意識の醸成を図るため

の各種施策を推進するとともに、二酸化炭素吸収量の算定等に必要な基礎データの

収集と森林吸収量の算定方法の開発等を推進した。
　

（２）都市と山村の共生・対流の推進等による山村の振興

　地域の森林資源等を活かした新たなビジネスの創出・運用や森林と居住環境基盤

の総合的な整備等、魅力ある山村づくりを支援した。

　また、森林環境教育や健康づくり等の森林の多様な利用とそれに応じた森林の整

備を推進し、交流・体験の場、機会の創出に努めた。
　

（３）林業の持続的かつ健全な発展の確保

　効率的かつ安定的な林業経営を担い得る者を育成し、これらの林業経営が林業生

産の相当部分を担う林業構造を確立するため、意欲ある林家や森林組合等の林業事

業体を、経営規模の拡大支援、競争力ある木材産地形成のための施設整備等により

育成した。
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　また、「緑の雇用担い手対策事業」等により、林業就業者を確保・育成した。

　さらに、山村地域の貴重な収入源である特用林産物について、生産・供給体制の

整備とともに、安全性の情報提供等を行い需要の拡大を図った。

（４）林産物の供給及び利用の確保

　施業の集約化、製材工場の大型化等を進め、品質・性能の確かな製品を安定的に

供給する生産・流通・加工体制のモデル的な構築を図るとともに、林産物利用の意

義に関する国民への情報提供と普及、木質バイオマス等未利用資源の新規需要の開

拓、住宅や公共施設等への地域材利用の拡大を促進した。

（５）森林・林業・木材産業に関する研究・技術開発と普及

　森林の機能、地球温暖化対策、木質資源の有効利用等に係る試験研究及び花粉症

対策に有効な林木新品種の開発等を実施した。

（６）国有林野の適切かつ効率的な管理経営の推進

　公益的機能の維持増進を旨とする管理運営を推進するとともに、事業運営の効率

化を図る中で、開かれた「国民の森林」の実現に向けて取り組んだ。

（７）持続可能な森林経営の実現に向けた国際的取組の推進

　世界における持続可能な森林経営のための国際協力、地球温暖化問題への対応や

適切な木材貿易の推進に取り組んだ。　　　　　　　　

2　財政措置

（１）財政措置

　諸施策を実施するため、表のとおり林業関係の一般会計予算、国有林野事業特別

会計予算、森林保険特別会計予算の確保に努めた。 
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（２）森林・山村に係る地方財政措置

　森林・山村に係る地方財政措置として、「森林・山村対策」及び「国土保全対策」

等を実施した。

　森林・山村対策としては、

　①　公有林等における間伐等の促進に要する経費、

　②　森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な森林の現

況調査その他の地域における活動を確保するための経費、

　③　地域材利用のための普及啓発、生産流通対策、木質バイオマスエネルギー利

用促進対策及び木材乾燥施設の整備促進等に要する経費、
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林業関係の一般会計等の予算額 

１８年度１７年度区　　　　分

５２６,４５９５０８,５７１林業関係の一般会計予算額

１６６,９６７１３９,６３５治山事業の推進

２０７,６２１１８４,１９２森林整備事業の推進

４８,７２４７５,８４５災害復旧等

５２１６８５保安林等整備管理

１,０８０２,０７３森林計画

４,１１５４,５５６森林の整備・保全

１６,２５１１５,９６７林業・木材産業等振興対策

１１,８２８１４,０８９林業試験研究及び林業普及指導

９８４２,５０３森林病害虫等防除

１,０１１１,０２６林業金融

３７３３８２国際林業協力

７,４０４７,４１９森林整備地域活動支援対策

５９,５７８６０,１９８その他

４７０,３０５５５３,０８２国有林野事業特別会計予算額

５,５３０５,６８５森林国営保険事業・歳出

注：１） 予算額は補正後のものである。
　　２） 一般会計の１７年度及び１８年度には、内閣府及び国土交通省計上の予算を含む。
　　３） 総額と内訳の計が一致しないのは、四捨五入による。

（単位：百万円）



　④　国が実施する「緑の雇用担い手対策事業」と連携して、林業の担い手確保に

必要な実地研修及び新規就業者定着のための福利厚生等への支援、山村への定

住促進活動等を行う経費、

　⑤　都道府県の民有林における長伐期・複層林化に要する経費とこれを行う林業

公社の経営の安定化に向けた都道府県の利子補給に相当する経費、に対して交

付税措置を講じるとともに、

　⑥　ふるさと林道緊急整備事業に要する経費に対して起債措置及び交付税措置を

講じた。

　また、市町村等が民有林に対して森林所有者との貸借契約等を取り交わして公的

森林整備を実施する場合に、森林所有者に必要な協力を行わせ実施することができ

るようにするなど運用方法の見直し等を実施した。

　国土保全対策としては、

　①　Ｕ・Ｉターン受入れ対策、森林管理対策、後継者対策等国土保全に資する施

策を推進するための事業に必要な経費、

　②　上流域の水源維持等のための事業に必要な経費、

　　に対する交付税措置を講じるとともに、

　③　新規就業者や林業後継者の定住化のための貸付用住宅の取得・整備、農山村

の景観保全施設の整備、第３セクターの設立のための出資等に要する経費の起

債措置を講じた。

　また、農林水産省所管の国庫補助事業と地方単独事業との連携により、農山漁村

地域の総合的な振興を図る農山漁村地域資源活用促進事業を実施した。

3　税制上の措置

　施策の総合的な推進を図るため、以下をはじめとする所要の税制措置を講じた。

（１）国税　　　　　　　

　ア　山林所得の概算経費控除の特例における控除率を引き上げた。（所得税）

　イ　海外において造林等を行う法人の株式等を取得した場合の海外投資等損失準

備金制度の適用期限を２年延長した。（法人税）

　ウ　エネルギー需給構造改革推進投資促進税制及び再商品化設備等の特別償却制
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度の対象設備にバイオマス利活用設備を追加した。（所得税・法人税）

　エ　エネルギー需給構造改革推進投資促進税制（木くず焚ボイラー）の適用期限

を２年延長した。（所得税・法人税）

　オ　中小企業者に該当する林業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税

額控除制度について、対象となる器具備品を見直した上、その適用期限を２年

延長した。（所得税・法人税）

　カ　特定の事業用資産（林業用資産）の買換え等の場合の譲渡所得等の課税の特

例措置の適用期限を５年延長した。（所得税・法人税）

（２）地方税

　ア　森林組合等が国の補助金又は交付金の交付を受けて取得した林業者等の共同

利用施設に対する課税標準の特例措置の適用期限を２年延長した。（不動産取

得税）

　イ　森林組合等が国の補助金又は交付金の交付及び農林漁業金融公庫資金等の融

資を受けて取得した林業者等の共同利用施設について、交付及び融資に係る課

税標準の特例措置を重複して適用する場合、交付と融資のいずれか少ない方の

価格から控除する額の割合を引き下げた。（不動産取得税）

　ウ　廃木材破砕・再生処理装置等を取得した場合の課税標準の軽減措置の適用期

限を２年延長した。（固定資産税）

　エ　新築住宅等を取得した場合の減額措置の適用期限を２年延長した。（固定資

産税）

4　金融措置

　施策の総合的な推進を図るため、以下をはじめとする所要の金融措置を講じた。

（１）農林漁業金融公庫資金制度

　農林漁業金融公庫の林業関係資金については、造林等に必要な長期低利資金につ

いて、貸付計画額を６３１億円とした。沖縄県については、沖縄振興開発金融公庫の

農林漁業関係貸付計画額を５０億円とした。 
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　林業経営安定資金（林業経営維持 -施業転換）については、貸付対象となる森林

施業計画の認定期限の延長等を行うとともに、新たな資金（森林経営再生タイプ）

を創設した。

　森林整備活性化資金については、貸付枠と貸付限度額の特例の拡充を行った。

（２）林業・木材産業改善資金制度

　林業者・木材産業事業者等が経営改善等のために行う先駆的取組等に対する無利

子資金である林業・木材産業改善資金の造成に必要な経費について都道府県に対し

て助成した。その貸付枠は１００億円とした。

（３）木材産業等高度化推進資金制度

　木材の生産及び流通を合理化し、木材の供給及び森林施業の円滑化を図るため運

転資金や設備資金を低利で融通した。その貸付枠は１,２６８億とした。

（４）独立行政法人農林漁業信用基金による債務保証制度

　林業経営の改善等に必要な資金の融通を円滑にするため、独立行政法人農林漁業

信用基金による債務保証の活用を促進した。

（５）林業就業促進資金制度

　林業労働力確保支援センターが、新規林業参入者や認定事業主に就業の準備、研

修の受講に必要な資金を貸付けるための資金の造成に必要な経費について、都道府

県に対し助成した。その貸付枠は６億円とした。

5　政策評価

　森林・林業施策の実施に当たっては、国民に対する行政の説明責任の徹底、国民

本位の効率的で質の高い行政の実現及び国民的視点に立った成果重視の行政への転

換を図るため、農林水産省政策評価基本計画等に即して、実績評価、事業評価、総

合評価を行い、その結果を踏まえて施策内容の見直しを行った。
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1　地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策の展開

　「京都議定書目標達成計画」に掲げられた森林による吸収量１,３００万炭素トンの確

保を図るため、以下の５つの柱からなる「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」

（農林水産省）について、平成１７年からの第２ステップにおける追加対策を含め積

極的な展開を図った。

（１）健全な森林の整備

　「間伐等推進３カ年対策」を推進するとともに、育成複層林施業、長伐期施業等

により二酸化炭素を長期にわたって固定し得る森林づくりを推進した。

　また、天然更新を活用した「広葉樹林化促進対策」、奥地水源林等における針広

混交林化、荒廃した里山の再生、耕作放棄地等への植林・保育等を推進した。

　さらに、これらの作業の実施に不可欠な林内路網の効果的な整備を推進した。

　

（２）保安林等の適切な管理・保全等の推進

　保安林の計画的な指定、保安林制度等による転用規制や伐採規制の適切な運用に

より森林の保全を図るとともに、優れた自然環境を有する国有林野内の天然生林に

おいて、保護林制度等による適切な保全管理やＮＰＯ等と連携した自然植生の保

全・回復対策を推進した。

　また、山地災害の発生の危険性が高い地域や奥地水源地域等における荒廃地の復

旧整備など、流域特性等に応じた治山施設の設備を、コスト縮減を図りつつ実施し

た。

（３）木材・木質バイオマス利用の推進

　森林の整備を通じて供給される地域材について住宅や公共施設等への利用を推進

するとともに、木材利用に関する環境教育の充実等、地域材の実需拡大を図るため

の消費者対策を推進した。
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　また、消費者ニーズに対応できる川上から川下まで連携した生産・流通・加工体

制の整備を推進するとともに、低質材・林地残材等のエネルギーや製品としての利

用を推進した。

　さらに、林産物の新たな利用技術、木質新素材等の開発と実用化を推進するとと

もに、新たな用途を含めた木炭等の普及と利用を推進した。

（４）国民参加の森林づくり等の推進

　幅広い国民の理解と参画を促進し、森林の整備・保全を社会全体で支えるという

国民意識を醸成していくため、植樹祭等のイベント等を通じた普及啓発活動、森林

ボランティア活動や森林環境教育の機会の提供等を通じて「国民参加の森林づく

り」を推進した。

（５）吸収量の報告・検証体制の強化

　森林による二酸化炭素吸収量の算定に必要な基礎データの収集と、効率的かつ確

実性の高い算定手法の開発等を行った。

　また、京都議定書第１約束期間における毎年の吸収量算定・報告に必要なデータ

の変換と国家森林資源データベースへの登録、吸収量算定精度の向上、追加的デー

タの収集等を行った。　

2　多面的機能の持続的な発揮に向けた整備

（１）重視すべき機能に応じた森林整備の推進

　ア　重視すべき機能区分ごとの施策の明確化

　市町村森林整備計画の指針となる地域森林計画の樹立に対する助言を行った。

　また、森林の３区分に係る制度の普及及び適正に区分するための検討、調整等を

実施した。

　イ　森林に関する情報管理体制の整備

　森林に関する情報を把握、分析し、森林現況の情報を効率的に処理できる森林Ｇ

ＩＳの整備を推進した。
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　ウ　森林整備の状況等に関する評価手法の整備

　持続可能な森林経営に関する基準・指標等に係るデータを継続的に把握する森林

資源モニタリング調査を実施した。

　また、高分解能衛星データと森林資源モニタリング調査データ等を組み合わせ、

森林の動態変化を森林ＧＩＳを利用して分析する手法の開発を行った。

　なお、水源地域の森林の整備・保全を効果的・効率的に推進するため、林地荒廃

の発生と森林の管理状況等との関連性の評価手法について基本的考え方を整理した。
　

（２）森林整備のための地域における取組に対する支援

　森林施業の実施に不可欠な森林の現況調査その他の地域における活動を確保する

ための支援を実施した。
　

（３）多様で健全な森林の整備　　

　健全な森林の育成に必要な間伐の実施とともに、花粉発生抑制の観点から雄花の

量の多いスギ林分の重点的な間伐等を推進した。

　また、長伐期林、育成複層林、針広混交林、広葉樹林への誘導に向けた森林整備

を推進した。

　さらに、花粉発生源対策、竹侵入対策等里山エリアの抱える課題に対応して、居

住地周辺の森林の整備等を推進した。
　

（４）公的主体による森林の整備

　ア　治山事業による整備

　森林の過密化により、土砂の流出・崩壊や流木の発生のおそれがあるなどの水土

保全機能が著しく低下した保安林等については、これら公益的機能の持続的な発揮

が図られるよう複層林への誘導・造成など、治山事業による森林整備を実施した。

　イ　独立行政法人緑資源機構による整備

　森林所有者等の自助努力では、急速かつ計画的な森林造成が期待できない水源か

ん養保安林等において、独立行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって

森林の整備を実施した。

　なお、緑資源幹線林道については、既着工区間の徹底的な見直し、進捗率の高い

区間等への重点化を図り、効率的な整備を実施した。 
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　ウ　森林整備法人等による整備

　森林所有者による森林整備が期待できない森林について、森林整備法人等の公的

機関による分収方式や受委託等を通じた森林整備を促進した。

　また、分収林においては、地域の実情に応じて長伐期林、育成複層林、針広混交

林、広葉樹林など、多様な森林の整備を推進した。

　エ　公有林化の推進

　地域において適正な整備が特に必要な森林の公有林化を推進した。

（５）林内路網の適切な整備

　効率的・効果的な森林の整備・管理のため、異なる規格・構造を有する路線を効

果的に組み合わせた路網の整備を実施した。

　また、事業主体が異なること等から整備が遅れがちな市町村界を越える林道につ

いては、関係地域の連携による一体的な整備を推進した。

（６）多様な森林の整備に資する優良種苗の確保

　優良種苗の安定的な生産・供給のため、地域の実情や要望に対応した育種対策、

採取源対策、苗木生産対策、流通対策等の事業を実施した。

（７）省庁間連携による森林整備・保全の推進

　より効果的な森林の整備・保全と、その波及効果の増大を図るため、関係省庁と

連携した以下の事業を実施した。

　①　森林吸収源対策、生物多様性の保全等、森林の多面的機能を発揮させるため

の事業の具体化と着実な実施

　②　水土保全等の機能が低下している森林や野生動物の食害を受けた森林等にお

いて、郷土樹種の導入など森林環境の保全・整備を実施

　③　森林の再生を目的に含む自然再生協議会への参画とその支援

　④　木質資源の有効利用を通じて森林整備を推進するための、公共事業や環境保

全に資する施設等への間伐材利用の促進

　⑤　海岸侵食や潮害等により白砂青松が失われつつある砂浜の復元や松林の保全

等の推進
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　⑥　健全な水循環系の構築に向けた水源地域内の集落の生活排水対策、ダム湖の

水質浄化事業と連携した水源林整備の推進

　⑦　上下流一体となった総合的な流木災害防止対策等の推進

（８）間伐等推進総合対策の着実な推進

　地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策の第２ステップの３年間において、効率的

な間伐等の推進、間伐等の推進の条件整備、間伐材の利用促進等を一体的かつ総合

的に取り組む「間伐等推進総合対策」を実施した。

　ア　間伐等の推進

　間伐団地の設定による集団的・効率的な間伐の推進、間伐率を確保したより効果

的な間伐方法の定着、林齢の高い森林の健全性を確保するための長伐期施業への誘

導等を推進した。　

　また、施業受託者による作業路網の整備や高性能林業機械等の導入を推進した。

　イ　間伐材の利用推進

　関係省庁と連携した公共関係工事への間伐材の利用促進や、間伐材の加工流通施

設、木質バイオマスエネルギー利用施設の整備による間伐材の利用拡大を推進した

ほか、上下流を含む広域な関係者の連携の下で、間伐材の用途開拓等を推進した。

（９）花粉症対策の推進

　①組織培養による増殖や得苗率の向上等による少花粉スギ苗木等の生産・普及の

拡大、②少花粉ヒノキ品種を選定するための調査、③都市周辺のスギ人工林等にお

いて、広葉樹林や針広混交林へ誘導するための抜き伐り、雄花の量の多いスギ林の

重点的な間伐、④都市部への花粉飛散に影響している発生源地域を推定する調査等

を推進した。

3　森林の保全の確保及び災害対策

（１）保安林制度による森林の機能の保全

　水源のかん養、災害の防備等の公益的機能の発揮上特に重要な森林について、保

安林の計画的な指定及び転用規制等の適切な運用により保全を図った。
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　また、機能が十分に発揮されていない保安林を特定保安林に指定し、森林の整備

及び保全を計画的に実施し、その機能の維持向上を図った。

（２）流域特性等に応じた治山事業の推進 

　森林の現況や災害の発生状況等に応じて、山地災害の未然防止や奥地水源地域の

荒廃地等を保全するための治山事業を実施した。

　特に、水土保全機能の低下した森林において、治山施設と一体的に本数調整伐

（間伐）等の森林の整備を実施し、効果的・効率的な防災対策を推進した。

　また、著しく水土保全機能が低下した流域において、民有林と国有林を一体とし

た総合的な治山対策や、砂防事業との連携による流木対策を推進した。

（３）的確な森林保護の推進

　ア　松林保全総合対策の実施　

　保全すべき松林においては、被害のまん延防止のための薬剤散布、被害木の伐倒

駆除及び健全な松林を維持するための衛生伐等を実施するとともに、周辺の松林は、

広葉樹等への樹種転換を促進した。

　また、樹幹注入剤の施用などの環境に対する負荷の小さい防除対策を推進した。

　研究・技術開発等については、抵抗性マツ品種の育成と生産体制の整備を実施し

た。

　イ　野生鳥獣等による森林被害対策の実施　

　シカ、クマ等野生鳥獣による森林被害について、関係省庁等との連携の下、各般

の被害防止対策を実施するとともに、被害防止施設等の整備による健全な森林の造

成・育成を実施した。

　また、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌による「ナラ枯れ」被害対策を推

進した。

（４）林野火災対策の推進

　全国山火事予防運動などの普及活動や、林野火災予防体制の強化等を推進した。
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（５）森林保全管理の推進 

　地域の実情に応じて、各種森林被害の把握及びその防止のための森林保全推進員

の養成等を推進した。

（６）野生動植物の保護の推進

　国有林野内の野生動植物の保護等を図るための保護林並びに緑の回廊の設定と適

切な管理を行うとともに、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法

律」の対象となっている希少野生動植物種の生息・生育地等の適正な保護管理を推

進した。

（７）災害対策

　被災した治山施設や、災害により発生した荒廃地等のうち、国有林及び民有林直

轄治山事業の施工区域に係るものについて、直轄治山施設災害復旧事業、直轄治山

等災害関連緊急事業等により早期の復旧整備を図るとともに、これら以外のものに

ついては、早期の復旧整備を図るための所要の助成を行った。

　また、被災した林道施設、山村環境施設について、林道施設災害復旧事業、災害

関連山村環境施設復旧事業を実施した。

　さらに、平成１６年度の台風第１８号・第２３号による森林被害の早期復旧を図るため、

被害木等の整理と跡地造林等を行う事業に対して助成した。

4　国民参加の森林づくり

（１）普及啓発の推進

　全国植樹祭・全国育樹祭等の国土緑化行事、上下流連携による緑化活動、森林づ

くりの重要性に係る情報発信のための現地研修会等へ助成した。

　また、巨樹・古木林の保全管理技術の開発、里山林の評価手法の開発を実施する

とともに、インターネット等を通じ一般市民への緑化技術に関する情報提供・普及

啓発を行った。

147



（２）森林ボランティア活動等の促進 

　森林ボランティア活動の条件整備のため以下の各種支援を行った。

　ア　参加者の公募による植樹・育樹等の森林の整備・保全活動への助成

　イ　森林ボランティア活動等に関するデータベースの整備と提供、多様な関係者

の連携・協力による地域森林ネットワークの構築への助成

　ウ　企業による森林づくりの促進を図るため、企業の社会貢献ニーズ調査、企業

への森林に関する情報・社会貢献度評価の提供、森林づくり活動に関する企画

の作成と提供等へ助成

　エ　ＮＰＯ等が実施する森林づくりに関連する多様な企画の立案等への支援

5　国民の理解の下での森林整備の社会的コスト負担の検討

　森林のもつ多面的機能の持続的な発揮に向けた森林整備の社会的コスト負担とし

ては、一般財源による対応のほか、国及び地方における環境問題に対する税・課徴

金等の活用、上下流間の協力による基金の造成や分収林契約、森林空間利用等にお

ける料金の徴収、森林整備等のための募金、ボランティア活動による対応などがあ

り、これらにより社会全体で森林整備を支えていくことの必要性が広く国民に理解

されるよう努めた。 

148

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部 平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策

Ⅰ



1　地域資源の活用等による魅力ある山村づくり

　林業就業者の多くが居住する山村地域は、林業生産活動や日常的な森林の見回り

等を通じて、森林の多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることから、過疎

化・高齢化の進展する中で就業機会の創設等による活性化を図るための施策を推進

した。

（１）地域の特色を生かした美しく住みよい山村づくり　

　異業種連携等によるツーリズム、特産物の開発など新たなビジネス（森業・山

業）の創出に向けた事業の試験運用や施設の整備等を推進した。

　また、地域が主体となった個性的で魅力ある里山エリアの再生を支援するため、

居住地周辺の森林と居住環境基盤の整備を総合的に推進した。

（２）定住促進のための受け入れ体制の整備

　都市との交流や地域資源を活用した山村への定住促進モデルを構築するとともに、

林業就業者等の山村への定住促進に必要な、用排水施設、防災安全施設等の生活環

境を整備した。

2　森林の多様な利用の推進

（１）森林環境教育の推進

　ア　森林環境教育活動の推進

　文部科学省と連携した「森の子くらぶ活動」の推進、森林体験活動の場の整備及

び情報提供を実施した。

　また、学校林の整備とそれにより生産される木材の利用、体験活動を一体的に行

うモデル学校林を設定するとともに、青少年等による森林ボランティア活動、林業

後継者に対する森林施業推進のための林業体験学習等を実施した。
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　さらに、国民参加による森林整備事例の紹介、森林管理署等における森林教室の

開催等を通じ、教育関係機関等との連携の強化を図った。

　イ　プログラム及びテキストの開発・普及

　年齢層に応じた森林・林業体験学習に関する体系的なプログラムの開発・普及等

を実施した。

　また、森林を活用した長期の体験活動についての実態を調査し、活動プログラム

の開発や普及啓発に向けた検討を実施した。

　ウ　普及啓発

　森林環境教育関係者のネットワークを通じた情報の受発信、木材利用を促進する

ための普及啓発として木工教室の開催、ＮＰＯ等と連携した地域材利用セミナーの

開催等を実施した。

（２）里山林の多様な保全・利用の推進

　身近な里山林や都市近郊林を保健・文化・教育的利用の場として保全・整備、利

用するための地域の主体的な取組を推進した。

　また、里山林等の利用活動や保全・整備活動を推進する上下流が連携した取組に

対する支援を実施した。

（３）森林の多様な利用に対応した森林の整備

　教育的な利用、高齢者、障害者、児童等の幅広い利用、森林づくりへの国民参加、

健康づくりなど、多様な利用に対応した森林の整備を推進した。

　また、森林の整備に当たっては、利用者の体力、健康状態等に応じ多様な利用活

動を提供するユニバーサル・デザイン手法を踏まえた設計の普及を図った。

3　森林と農用地の一体的整備 

　独立行政法人緑資源機構が水源林造成と一体として農用地等の整備を行う特定中

山間保全整備事業を計画的に実施するとともに、事業の実施に先立ち必要な調査を

実施した。
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4　山村振興対策等の推進

　山村振興法に規定する山村振興計画等に基づき以下の取組を推進した。

　ア　市町村が作成する山村振興計画に基づく林道の整備等への助成

　イ　都道府県が市町村に代わって整備できる基幹的な林道の指定及びその整備へ

の助成

5　過疎地域対策等の推進

　人口が著しく減少し、生活環境の整備等が他の地域より低位にある過疎地域及び

半島地域について、都道府県が市町村に代わって整備することができる基幹的な林

道を指定し、その整備に助成した。

　また、過疎地域の農林漁業者等に対して長期低利の振興山村・過疎地域経営改善

資金を融通するとともに、過疎地域の定住条件の整備と農林漁業の振興等を総合的

に行う事業等に助成した。 
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1　望ましい林業構造の確立

　林業の採算性の悪化等に伴い、林業経営体の経営意欲が低下しており、林業事業

体についても経営基盤のぜい弱なものが多い状況にあることから、効率的かつ安定

的な林業経営を担い得る者を育成し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担

う林業構造を確立するための施策を講じた。

（１）効率的かつ安定的な林業経営の育成

　ア　林業経営の規模の拡大等

　林家、素材生産業者等の経営形態及び地域の特性に応じ、「林業経営基盤の強化

等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に基づく金融・税制上の支援

措置等を講じた。

　また、森林組合等の林業事業体による森林所有者への積極的な施業提案や、大規

模需要者へ林産物を供給できる規模の効率的・安定的な林業経営モデルの提示等の

取組により、施業・経営の集約化を推進した。

　イ　生産方式、経営の合理化等

　森林施業技術や経営方法等に関する研修の実施、作業現場の地形に応じて間伐や

育成複層林施業を効率的に実施し得る高性能林業機械の開発、改良及び普及を推進

した。

（２）林業・木材産業構造改革の推進

　高性能林業機械の導入等による効率的な林業生産体制の確立、特用林産物の生産

体制の整備を推進した。

　また、外材に対抗できる木材供給体制の整備、地域材を大規模需要者に安定供給

する施設のモデル整備等を推進した。

　さらに、未利用木質資源を利用促進するための施設の整備及び林業再生のための

新生産システムの一環としての木材加工流通施設のモデル整備を推進した。
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2　林業の担い手の確保・育成

（１）林業就業者の確保・育成

　「緑の雇用担い手対策事業」等により、林業に必要な技術・技能を付与するため

の実地研修及び林業作業体験等の講習、職業・生活相談を実施した。

　また、効率的かつ多様な森林施業に精通したリーダーを育成するための専門的な

知識・技術を習得させる研修を実施した。

　

（２）林業経営を担うべき人材の確保・育成

　施業技術の現地実証等の活動、林業後継者等へのインターンシップ等を支援した。

　また、林業研究グループの優良事例発表会の開催、年齢層に応じた体系的かつ標

準的な森林・林業教育プログラムの開発・普及等を実施した。

　

（３）林業事業体の雇用管理の改善

　都道府県及び林業労働力確保支援センターによる事業体の経営指導、経営者等の

雇用管理研修、指導員の能力向上のための研修等を実施した。　　　

　また、林業事業体の安定的な事業量の確保、収益性向上等のため、インターネッ

トを活用した全国規模の丸太等の売買情報等のネットワークを整備した。

　

（４）労働安全衛生対策の推進

　安全衛生指導員の養成、事業主への安全管理手法等の指導、振動障害予防対策の

促進、伐倒条件の相違に対応した伐木作業技術の現地研修会、蜂刺されに関する知

識及び危険性についての普及啓発等の事業を実施した。

　また、作業の安全を確保するために開発すべき安全作業機械・器具等の開発・改

良を実施した。
　

（５）女性の参画及び高齢林業者の活動の推進

 　女性の林業経営への参画を促進するための研修会開催等に支援するとともに林

業女性グループの活動やネットワーク化の促進を通じ、女性が参加、活動しやすい

環境づくりを推進した。

　また、高齢者の技術を伝承する林業体験学習会の開催等への支援を実施した。
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3　森林組合による施業・経営の集約化と組合改革の推進

　森林組合系統による、森林所有者の施業意欲の向上と施業の集約化を進めるため

の協議会の設置や、森林所有者に対する林業経営相談会の開催を実施した。

　また、組合の合併や経営基盤の強化のほか、中小企業診断士等の専門家による指

導、事業の活性化のための研修会を実施した。

4　森林国営保険の普及　

　火災、気象災及び噴火災による損害をてん補する森林国営保険の普及を推進した。

5　特用林産の振興

（１）特用林産物の生産・供給体制の整備

　産地の特性に応じた供給体制の確立に向け、生産基盤の高度化、作業の省力化、

品質の安定化、販売体制の多様化等に対応した、生産、供給等の施設を整備すると

ともに、竹材の利用促進に資する加工施設等の整備を推進した。

　また、特用林産物の優良生産地の事例調査の実施と、その普及等を推進した。

（２）適切な情報提供による需要の拡大と輸出促進

　消費者への品質・安全性等に関する情報の提供、大消費地における消費者との交

流等を推進した。

　また、新たな用途に対応する製品の全国的な利用を促進するため、木炭の統一規

格の制定を推進するとともに、製品の普及等を推進した。

　さらに、乾しいたけ等の輸出を促進するための生産体制の整備等を推進した。 
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1　木材の安定供給体制の整備

　川上から川下に至る供給体制の一貫的なプランニング、施業・経営の集約化によ

る効率的かつ安定的な林業経営モデルの提示、森林施業、生産流通における低コス

ト手法の試行・実証支援、伐採可能な立木資源の把握、製材工場の大型化等を進め、

一般材を中心とした品質・性能の確かな製品を安定的に供給する生産・流通・加工

体制として「新生産システム」をモデル的に構築する取組を実施した。

　また、利用が低位であった曲がり材や間伐材等を、低コストかつ大ロットで安定

供給し、集成材や合板等へ利用する流通・加工体制として「新流通・加工システ

ム」の整備をモデル的に推進した。
　　　　

2　木材産業の健全な発展

（１）木材産業の事業基盤の強化

　国際的に競争力のある地域材の供給体制を整備するため、木材産業の構造改革及

び地域材の先進産地形成のための加工流通拠点施設等の整備を実施した。

　また、事業の合理化に伴う廃棄設備の撤去に必要な費用を助成するとともに、品

質・性能の明確な木材製品の安定的供給のための生産マニュアルの作成、ダイオキ

シン対策等の環境保全や合理的な加工・流通施設の整備に必要な資金の借入利子に

助成した。

　さらに、乾燥材や集成材等の品質・性能が明確な製品を供給するための機械設備

のリース料の一部助成を実施した。

　加えて、各地の産地認証制度等との連携を図りつつ、消費者が求める原産地等の

製品情報を提供する取組を実施した。
　　　　

（２）木材産業等と林業との連携の推進

　効果的かつ円滑な施設等の運用に資するため、木材安定取引のための協定の締結

など、林業者等と連携した原木の安定供給体制の確立等に向けた取組を実施した。
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（３）流通及び加工の合理化

　地域特性を生かした加工・流通施設の整備、製品の品質管理等に係る研修会の開

催、木材製品の電子商取引や共同受発注などを実現する情報ネットワークシステム

の開発・普及、公正な立木取引を可能にする「立木公開市場」の調査・分析、乾燥

材供給者等に関するデータベース及び検索システムの整備等を実施した。

　また、木材の需給及び消費者ニーズについての情報の収集・分析・提供により、

迅速かつ円滑な木材の供給を促進し、需給の安定を図る事業等を実施したほか、中

国、韓国等輸出先国の現地情報や試験輸出で得られる輸出ノウハウの収集・提供を

行う等木材の輸出促進に関する取組を実施した。

　さらに、政府調達の対象を合法性、持続可能性の証明された木材とする措置を導

入するなど違法伐採対策を推進した。

3　林産物の利用の促進

（１）国民への知識の普及と情報の提供

　地球温暖化防止に向け、地域材の実需の拡大を図り、森林整備に必要な資金が山

に環流させていくことが重要であるとの国民理解を促進するために、マスメディア

の活用、企業の調達部門へのセミナー、ＮＰＯ等の民間団体と連携した情報発信を

実施した。

　また、地域材を利用した製品の環境への貢献度を、消費者に分かりやすく情報提

供するシステムの構築を検討した。

（２）林産物の新規需要の開拓

　民間事業者の工夫とアイデアを活かし、地域に賦存する木質バイオマスをエネル

ギーや製品の原料として利活用する施設の整備を推進するとともに、木質ペレット

の規格化に向けた調査・分析やペレットの利用意義についての普及啓発を行った。

　また、木炭については、性能・品質への理解と国産木炭の利用を促進するための

実需者等への説明会の開催、木酢液の特性を把握するための調査等を実施した。
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（３）建物及び工作物における木材利用の促進

　森林所有者から住宅生産者までが一体となった「顔の見える木材での家づくり」

を支援するため、連携の核となり得る者等のデータベース化、地域の気候風土に適

合した住宅資材とその利用方法に関する技術開発、最終消費者向けのフェアやセミ

ナーの開催等を実施した。

　また、文部科学省や厚生労働省と連携し、児童福祉施設等の木製遊具や学校複合

型公共施設など、シンボル性が高く波及効果の期待できる木造公共施設の整備を促

進した。

4　流域内、流域間の連携の促進

　都道府県境を越える流域間の住民や森林・林業・木材関係者が連携して取り組む

木材産地形成のための協定の締結、上下流市町村間の森林整備協定の締結、森林環

境教育活動等を支援した。 
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1　研究・技術開発等の効率的・効果的な推進

　「森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略」及び「林木育種戦略」に基

づき、明確化された課題及び目標に即し、研究・技術開発及び林木育種を効率的か

つ効果的に推進した。
　

（１）試験研究の効率的推進

　独立行政法人森林総合研究所においては、森林のもつ多面的機能、地球温暖化対

策、木質資源の有効利用等に関する試験研究を実施するとともに、都道府県の試験

研究機関、民間団体等と連携して推進した。
　

（２）林木育種の効率的推進

　独立行政法人林木育種センターにおいて、都道府県、大学等関係機関との連携の

下で林木育種を実施した。

　林木の新品種の開発については、花粉症対策に有効な品種、地球温暖化防止に資

する品種、国土や自然環境の保全等及び林産物供給機能の向上に資する品種の開発

を実施した。

　また、絶滅危惧種や天然記念物等の貴重な林木の遺伝資源の収集、保存及び特性

評価等を推進した。

　さらに、熱帯林等の適正な保全と利用、緑の再生等開発途上国の持続可能な森林

経営の取組に対し、海外林木育種技術協力を実施した。
　

（３）森林・林業についての技術開発の推進

　森林整備の低コスト化を図るため、①高性能林業機械等の環境負荷低減に配慮し

た改良、②間伐に伴って発生する未利用材や土場残材の活用を支援するコストシミ

ュレーションソフトの開発のためのデータ収集、③効率的な植栽作業を可能とする

新たな育苗・造林技術の開発、④産学官が連携した効率的な森林整備や未利用資源

の有効利用を推進するための提案公募型の技術開発等を実施した。
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（４）木材利用についての技術開発の推進

　耐火・耐震工法、高品質な木材保存処理など木材利用の高度化のための技術開発

を推進したほか、スギ等国産針葉樹の合板利用など地域材の利用拡大を推進する技

術開発等を推進した。

　また、木材をリグニンとセルロース系成分に分離し、リグニン成分を用いた付加

価値の高い製品を製造する技術の開発を実施した。

（５）森林吸収量の報告・検証体制の強化

　森林による二酸化炭素吸収量の算定に必要なバイオマスデータの収集と効率的か

つ確実性の高い森林吸収量の算定手法の開発等を行った。

　さらに、２００８年からの京都議定書第１約束期間において、吸収量の算定・報告・

検証を円滑に行うことを目的に、吸収量算定に必要となる行政情報を国家森林資源

データベースで運用するための統一フォーマットへの変換と登録、枯死木や土壌の

炭素動態に関するデータの収集・分析等を実施した。

2　林業普及指導事業の推進 

　都道府県間で均衡のとれた普及指導水準を確保するための林業普及指導員の資格

試験を行ったほか、普及指導員の配置、普及活動に必要な機材等の整備、普及指導

員の巡回指導等に必要な経費等について林業普及指導事業交付金を交付した。

　さらに林業研究グループへの支援のほか、インターネットを活用した支援体制、

林業普及指導員を対象とした研修の充実等を推進した。 
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1　開かれた国民の森林の推進

　公益的機能の維持増進を旨とする管理経営を推進するとともに、適切で効率的な

事業運営の確保を図る中で、開かれた「国民の森林」の実現に向けた取組を引き続

き推進した。

2　公益的機能の維持増進を旨とする管理経営の推進

（１）森林計画の策定

　地域における国有林野の管理経営に関する基本的な事項等を明らかにするため、

３１森林計画区の地域管理経営計画を策定した。

　また、国有林の地域別の森林計画及び地域管理経営計画に即して、３１森林計画区

の国有林野施業実施計画を策定した。

（２）健全な森林の整備の推進

　国有林において、多様で健全な森林の整備を、それぞれの森林に適した路網整備

を含めて、森林環境保全整備事業により効果的に実施した。

　特に、間伐の集中的な実施や複層林化を促進するための森林整備を推進した。

　また、山村振興に寄与するため、山村地域における定住条件の改善や都市との交

流等を推進した。

（３）森林の適切な保全管理の推進

　原生的な天然生林、貴重な動植物の生息・生育地等の特別な保全・管理が必要な

森林を保護林に設定するとともに、保護林のネットワークの形成を図る緑の回廊を

隣接民有林とも連携して設定するなど、優れた自然環境を有する森林の適切な保

全・管理を行った。

　また、世界自然遺産の「屋久島」、「白神山地」、「知床」の保全対策、世界文化遺
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産と一体となった景観を形成する森林の景観回復対策を実施した。

　さらに、国有林野内に生息、生育する国内希少野生動植物種の保護、森林生態系

保護地域バッファーゾーンにおける普及活動、ＮＰＯ等と連携した自然再生推進な

どの事業を行った。

　このほか、林野火災、廃棄物の不法投棄等の森林被害に対し、未然防止のための

森林保全巡視、地域の自治体、警察、ボランティア等と連携した清掃活動等を実施

した。

　地球温暖化防止対策として、天然生林の適切な保全管理及び植生の保全・回復を

図るため入込者への指導を実施した。

（４）国有林野内の治山事業の推進

　民有林の治山事業等と連携を図りつつ、国有林野内直轄治山事業を推進した。

　特に、森林の現況や災害の発生状況等に応じて、山地災害の未然防止や奥地水源

地域の荒廃地の保全を図るための治山施設の整備を推進するとともに、水土保全機

能が著しく低下した保安林等の複層林への誘導・造成など、治山事業による森林整

備を実施した。

（５）国民に開かれた管理経営の推進

　情報の開示や広報の充実、森林計画策定等の機会を通じた国民の要請の的確な把

握とこれを反映した管理経営の推進に努めた。

　学校等による体験・学習活動の場としての「遊々の森」の設定・活用を推進する

とともに、森林環境教育のためのプログラム等の提供や指導者の派遣等に努めた。

　また、ＮＰＯ等による自主的な森林づくり活動の場としての「ふれあいの森」や、

伝統文化の継承等に貢献する「木の文化を支える森づくり」に取り組むほか、企業

の社会貢献活動としての「法人の森林」など、分収林制度により森林整備等を行う

取組を推進した。

（６）林産物の供給

　適切な生産・販売により持続的かつ計画的な木材の供給に努めるとともに、列状

間伐や簡素な収穫調査の推進等による低コスト化や、システム販売等による安定的
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な供給と国有林野事業収入の確保に努めた。併せて、木材の需要や販路の拡大を図

るため、他省庁や地方公共団体への働きかけを実施した。

　また、民間事業者の能力を活用しつつ効果的な事業運営を図るため、引き続き収

穫調査の委託、民間市場への販売の委託を推進した。

（７）国有林野の活用

　国有林野所在地域の社会経済的状況、住民の意向等を考慮して、農林業の構造改

善、公用・公共用施設、公衆の保健等のための貸付け、売払い等による活用を積極

的に推進した。

　さらに、「レクリエーションの森」については、民間活力を活かしつつ、利用者

のニーズに対応した施設の整備や自然観察会等の開催、レクリエーションの場の提

供等を推進した。

3　事業運営の効率化

　簡素で効率的な組織機構の下で、伐採、造林等の実施行為を民間事業者に委ねる

等により、必要最小限の職員数で効率的に事業を実施した。 
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1　国際的な取組への参画・貢献

　世界における持続可能な森林経営に向けた取組を推進するため、以下の施策を推

進した。

（１）国際対話への参画及び国際会議の開催等

　国連森林フォーラム（ＵＮＦＦ）やモントリオール・プロセス等を通じ、関係各

国・機関等と連携し、森林の持続可能な経営を推進するための国際的な取組に積極

的に参画した。中でも、モントリオール・プロセスでは、議長国として第１７回会合

を主催し、平成１９年１月からはカナダ政府に代わり、我が国が事務局を担当した。

　アジア地域においては、アジア森林パートナーシップ（ＡＦＰ）の枠組みの下で、

参加パートナーとの対話・連携を図りつつ、違法伐採対策、森林火災の予防、荒廃

地復旧・再植林等の取組を推進した。 

　また、アジア森林パートナーシップの第１フェーズが平成１９年に終了することか

ら、第１回アジア森林パートナーシップ評価会合を主催した。

（２）開発途上国の森林保全等のための調査及び技術開発

　難民キャンプ周辺地域における森林等の保全・復旧活動、インド洋津波等被災地

域における災害防備機能に着目した森林施業等の確立、シベリア・極東地域におけ

る持続可能な森林経営の推進体制強化等に支援・協力を行った。

　

2　国際協力の推進

　開発途上国の違法伐採対策や持続可能な森林経営への取組に対する技術・資金協

力を推進した。

（１）二国間における協力

　国際協力機構（ＪＩＣＡ）を通じ、専門家の派遣、研修員の受入れ、機材の供与
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や、これらを柔軟に組合せた技術協力プロジェクト及び専門家の養成と確保を実施

した。

　また、無償資金協力において、植林及び保育等のための役務等に対する供与のほ

か、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）を通じ、植林案件に対する円借款による支援を行っ

た。

　さらに、日韓農林水産技術協力委員会及び日中農業科学技術交流グループ会議に

よる技術交流を推進した。

（２）国際機関を通じた協力

　国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）への拠出を通じ、違法伐採及び関連する貿易問題

の克服のため、木材貿易情報システム及び合法性確保のための総合情報システムの

開発を支援するとともに、森林認証を推進する事業を含む持続可能な熱帯林経営、

違法伐採対策のための普及・啓発と人材育成への取組に対する支援を実施した。

　また、国連食料農業機関（ＦＡＯ）への拠出を通じ、アジア諸国が持続可能な森

林経営の進捗状況について客観的にモニタリング、評価及び報告する活動に対する

支援を実施した。

　さらに、日中民間緑化協力委員会を通じ、民間団体等が行う中国への植林協力に

対する支援を実施した。

3　民間の組織を通じた国際協力への支援

　国際緑化推進センター（ＪＩＦＰＲＯ）を通じ、民間植林ネットワークによる情

報提供や小規模モデル林の造成等、海外植林活動の促進を支援した。

　また、民間団体が海外で行う森林の整備、緑化の推進に係る国際協力に対し、緑

の募金による助成を推進した。

　さらに、日本ＮＧＯ支援無償資金協力制度及び草の根・人間の安全保障無償資金

協力制度等により、我が国や現地のＮＧＯ等が開発途上国で行う植林、森林保全の

協力活動に対し助成した。
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4　地球温暖化問題への国際的対応

　ＣＤＭ（クリーン開発メカニズム）植林に関する人材育成、情報整備、技術マニ

ュアルの作成等を実施した。

5　適切な木材貿易の推進

 　ＷＴＯ交渉においては、持続可能な開発を実現する観点から、地球規模での環

境問題の解決・改善に果たす森林の役割、再生可能な有限天然資源としての森林の

特徴に配慮し、各国における持続可能な森林経営の推進に資する貿易のあり方が議

論されるべきとの基本的考え方に基づき交渉した。

　また、経済連携協定（ＥＰＡ）／自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉に当たっては、

「攻めるところは攻める、譲るところは譲る、守るところは守る」との考え方で対

応した。同時に、２００４年１１月策定の「みどりのアジアＥＰＡ推進戦略」に沿って、

持続可能な森林経営や地球環境の保全のための取組等を推進した。
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 ����� 概　　　説 ����� 

1　施策の背景（基本的認識）

　森林は、安全で安心できる暮らしを実現するために重要な国土保全、水源のかん

養等の多面的機能の発揮を通じて国民全体に恩恵をもたらし、経済社会のあり方と

深く結びついた「緑の社会資本」であり、その恩恵を将来にわたって永続的に享受

できるよう適切な整備と保全・管理を図ることが重要である。

　特に、京都議定書の第１約束期間を迎え、国内の森林整備及び保全と国産材の利

用の推進を通じた二酸化炭素の吸収量の確保が緊急の課題となっている。

　このため、多様で健全な森林整備・保全を推進するとともに、森林施業の集約化

を推進し、川上・川下が連携して効率的な大ロットでの安定した木材供給の実現を

図ることが必要である。

　こうした中で平成１９年度においては、農林水産省ほか７関係省庁が連携して「美

しい森林づくり推進国民運動」を推進する。

　「美しい森林づくり推進国民運動」は、国民の理解と協力を得て、適切な間伐を

実施し間伐の遅れを解消するとともに、１００年先を見据えた長伐期化、広葉樹林化

など多様な森林づくりを進めることを目標としている。関係省庁の連携の下で、①

生産サイドの構造改革を進めるとともに、木材利用の推進を図り間伐等の採算性を

高めることによって適切な森林整備を進める、②森林整備・保全の担い手の確保・

育成、山村地域の活性化を図ること等によって、適切な森林整備・保全を推進する、

③森林所有者のみならず、都市住民・企業等による森林づくりを推進すること等が

必要である。 
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2　財政措置

（１）財政措置

　 平成１８年９月に策定された新たな森林・林業基本計画に沿って、森林・林業の

諸施策を実施するため、平成１９年度林業関係予算一般会計において公共事業２,９２３

億円、非公共事業１,０２４億円、国有林野事業特別会計４,５９１億円及び森林保険特別会

計５３億円を計上する。特に、以下の施策に重点的に取り組む。

①多様で健全な森林整備・保全を通じた、森林吸収源対策を含めた「美しい森林づ

くり」の推進

②施業の集約化に必要な森林の情報を収集する活動への支援を行うなど、林業事業

体等による森林施業の集約化の推進

③効率的な大ロットでの安定した木材供給の実現を図るための、木材の生産・流通

に関する構造改革の総合的な推進

④木材産業の競争力強化、木質バイオマス利用促進等の取組を通じた、ニーズに応

じた木材供給・利用量の拡大を図る取組の推進

⑤国民の安全・安心の確保のための、民有林・国有林を一体とした事業展開や地域

における避難体制との連携を通じた効果的な治山対策の推進 
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概
説

直近３ヵ年の林業関係予算の推移

（単位：億円、％）

１９年度１８年度１７年度

2,923（97.8）

1,024（98.6）

4,591（107.6）

53（96.1）

2,988（96.6）

1,038（94.3）

4,267（102.9）

55（97.3）

3,092（95.0）

1,101（97.0）

4,147（106.3）

57（97.1）

公共事業費

非公共事業費

国有林野事業特別会計

森林保険特別会計

注：当初予算であり、（　）は前年度比率。
　　上記のほか、１７年度から１９年度の公共事業費には内閣府及び国土交通省計上の予算を含む。
　　国有林野事業特別会計の１７年度は勘定統合後の１８年度予算に合わせて組替掲記。



（２）森林・山村に係る地方財政措置

　「森林・山村対策」及び「国土保全対策」等を引き続き実施し、地方公共団体の

取組を促進する。

　森林・山村対策としては、①公有林等における間伐等の促進に要する経費、②国

が実施する「緑の雇用担い手対策事業」と連携した林業の担い手確保に必要な実地

研修及び新規就業者定着のための福利厚生等への支援、③民有林における長伐期・

複層林化と林業公社がこれを行う場合の経営の安定化の推進、④地域材利用のため

の普及啓発及び木質バイオマスエネルギー利用促進対策等に要する経費に対して引

き続き交付税措置を講じるとともに、⑤ふるさと林道緊急整備事業に要する経費に

対しても引き続き起債措置及び交付税措置を講じる。

　このほか、新たに、⑥国が実施する「森林整備地域活動支援交付金」と連携した、

「森林情報の収集活動」その他の地域における活動に対する交付税措置、⑦水産

庁・農村振興局との連携により新たに実施する治山事業、森林整備事業に対する起

債、交付税措置を講じる。

　国土保全対策としては、①ソフト事業として、Ｕ・Ｉターン受入れ対策、森林管

理対策等に必要な経費に対する普通交付税措置、②上流域の水源維持等のための事

業に必要な経費を下流の団体が負担した場合の特別交付税措置、③新規就業者や林

業後継者の定住化のための貸付用住宅の取得・整備、農山村の景観保全施設の整備

等に要する経費の起債措置を引き続き実施する。 

3　税制上の措置

（１）国税

　ア　所得税については、山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を２年延長

する。

　イ　法人税については、

　（ア）　農林中央金庫等の合併に係る課税の特例について、対象に森林組合合併助

成法の適用を受けない森林組合同士の合併を追加した上、その適用期限を３

年延長する。

　（イ）　植林費の損金算入の特例措置の適用期限を２年延長する。
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　（ウ）　森林組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限を２年延長する。

　（エ）　森林組合等の留保所得の特別控除の適用期限を２年延長する。

　ウ　登録免許税については、独立行政法人農林漁業信用基金が債権を担保するた

めに受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。

（２）地方税

　ア　不動産取得税については、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関す

る法律に基づき入会権者等が取得する土地に対する減額措置の適用期限を２年

延長する。

　イ　固定資産税については、地域エネルギー利用設備（木くず焚ボイラー）の課

税標準の特例措置について、適用要件を見直した上、その適用期限を１年延長

する。

4　金融措置

（１）農林漁業金融公庫資金制度

　農林漁業金融公庫の林業関係資金については、造林等に必要な長期低利資金につ

いて、貸付計画額を６０６億円とする。沖縄県については、沖縄振興開発金融公庫の

農林漁業関係貸付計画額を５０億円とする。

　林業経営安定資金の一部を組み換え、農林漁業セーフティネット資金とし、森林

に係る被害を追加するなど資金を拡充する。

（２）林業・木材産業改善資金制度

　林業者・木材産業事業者の経営改善等のため、無利子資金である林業・木材産業

改善資金の貸付けを行う都道府県に対し、資金の造成に必要な経費について助成す

る。その貸付枠は１００億円とする。

　また、森林施業の集約化を行う場合に必要な無利子資金の償還期間の特例を創設

する。
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（３）木材産業等高度化推進資金制度

　木材の生産及び流通を合理化し、木材の供給及び森林施業の円滑化を図るための

運転資金や設備資金を低利で融通する。その貸付枠は１,２６８億円とする。

　また、施業の取りまとめを行う森林組合等に対する素材生産委託費及び伐採と造

林を一連の施業として実施するための費用に係る低利の運転資金を創設する。

（４）独立行政法人農林漁業信用基金による債務保証制度

　林業経営の改善等に必要な資金の融通を円滑にするため、独立行政法人農林漁業

信用基金による債務保証の活用を促進する。

（５）林業就業促進資金制度　

　林業労働力確保支援センターが、都道府県から資金を借り受けて、新規林業就業

者や認定事業主に就業の準備、研修の受講に必要な資金の貸付けを行っている場合

に、都道府県に対し、当該資金の造成に必要な経費を助成する。その貸付枠は６億

円とする。

5　政策評価

　森林・林業施策の実施に当たっては、国民に対する行政の説明責任の徹底、国民

本位の効率的で質の高い行政の実現及び国民の視点に立った成果重視の行政への転

換を図るため、農林水産省政策評価基本計画等に即し、政策評価を引き続き積極的

に行い、その結果を踏まえて施策内容の見直しを行う。 
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1　「美しい森林づくり推進国民運動」の推進

　我が国の３分の２を占める森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化防止、

生物多様性の保全などの多面的な機能を有しており、このような機能の持続的な発

揮に向け、森林を適切に整備・保全する「美しい森林づくり」を進めていくことが

必要である。

　具体的には、関係閣僚会合の開催等を行い関係省庁の連携を図るとともに、幅広

い国民の理解と協力のもと、官民一体となった運動を行うなどの「美しい森林づく

り推進国民運動」を展開することにより、木材利用を通じた適切な森林整備、森林

を支える活き活きとした担い手・地域づくり並びに都市住民・企業等幅広い森林づ

くりへの参画などの取組を総合的に推進する。

2　 地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策の展開

　「京都議定書目標達成計画」に掲げられた森林による吸収量１,３００万炭素トンの確

保を図るためには、最新のデータに基づき試算した結果、平成１９年度から第１約束

期間終期の平成２４年度まで、毎年２０万 haの森林整備の追加が必要となっている。

このため、以下の５つの柱からなる「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」（農

林水産省）の推進を図る。

　特に、平成１９年度においては２０万 haを超える追加整備量を確保するため、平成

１８年度補正予算と合わせ、積極的な取組を展開する。

（１）健全な森林の整備

　健全な森林の育成に向けて、間伐遅れの森林を集中的に解消し、森林吸収源対策

の加速化を図るため、間伐等推進３カ年対策等を引き続き推進するとともに、育成

複層林施業、長伐期施業等により二酸化炭素を長期にわたって固定し得る森林づく

りを推進する。併せて、水産基盤整備事業、農業生産基盤整備事業との連携による
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森林整備等を推進する。

　また、天然更新を活用した「広葉樹林化促進対策」を推進するとともに、奥地水

源林等における針広混交林化等の森林整備対策を推進する。

　さらに、林内路網の効率的な整備を推進するとともに「緑の雇用担い手対策事

業」等により担い手の確保・育成を図る。

（２）保安林等の適切な管理・保全等の推進

　法令等に基づき伐採・転用規制等の保護・保全措置が採られている保安林等につ

いて、水源のかん養等の指定目的に応じた機能が持続的に確保されるよう適切な管

理・保全を図る。

　このため、保安林の計画的な指定や伐採規制等の適切な運用を図るとともに、優

れた自然環境を有する国有林野内の天然生林等については、保護林に設定し、適切

な保全・管理を行う。

　また、荒廃した保安林等における土砂の流出・崩壊の防止等を図るため、山地災

害の発生の危険性が高い地域や奥地水源地域等における荒廃地の復旧整備など、流

域特性等に応じた治山施設の整備についてコスト縮減を図りつつ推進する。

（３）木材・木質バイオマス利用の推進

　森林所有者から木材加工業者まで、川上・川下が連携して、低コスト・大ロット

の安定的な木材供給の実現を図ることにより、木材の生産・流通に関する構造改革

を総合的に推進する。

　また、木材供給・利用量の更なる拡大に向け、木材産業の競争力強化、木づかい

運動等の消費者対策、木質バイオマスの利用拡大、木材の輸出促進等の取組を推進

する。

（４）国民参加の森林づくり等の推進

　森林・林業及び木材の利用に関して、広く国民の理解を得つつ、森林整備を社会

全体で支えていくという気運を醸成していくことが重要であることから、植樹祭等

のイベント等を通じた普及啓発活動や森林ボランティア活動への支援等の取組を通

じて「国民参加の森林づくり」を推進する。
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（５）吸収量の報告・検証体制の強化

　京都議定書第１約束期間における森林吸収量算定に向け、枯死木、落葉・落枝、

土壌の炭素動態に関するデータの収集・分析のほか、新たに吸収量算入対象森林の

増加率に関するデータの収集等を行う。

3　多様で健全な森林への誘導に向けた効率的・効果的な整備

　多様で健全な森林整備や国土保全等を推進し、「美しい森林づくり」を進める。

　具体的には、１００年先の森林の姿を見据え、間伐等の保育を適切に実施するとと

もに、広葉樹林化、針広混交林化、長伐期化等の森林整備を推進する。

　また、国民の理解の醸成と参画を促進し、地域を挙げた森林所有者への働きかけ

を行うほか、今後整備が進まない箇所においては公的主体による森林整備等を推進

する。

（１）森林資源の管理体制の整備と関連情報の提供

　市町村森林整備計画において、重視すべき機能に応じた森林の区分である「水土

保全林」「森林と人との共生林」「資源の循環利用林」ごとに、望ましい森林施業の

方法や推進すべき施策を明らかにするとともに、適切な運用が図られるよう、市町

村森林整備計画の指針となる地域森林計画の樹立に対する助言を行う。

　また、持続可能な森林経営の推進及び地域森林計画等の樹立に資するため、持続

可能な森林経営に関する基準・指標等に係るデータを継続的に把握する森林資源モ

ニタリング調査を引き続き実施し、その調査結果の時系列解析手法や高分解能衛星

データ等による解析手法の開発に取り組む。

　さらに、森林に関する情報を的確かつ効果的に把握、分析し、森林計画等に適切

に反映できる情報管理体制の整備を図るため、森林現況の情報を効率的に処理でき

る森林ＧＩＳの整備の推進とそれを活用する人材の育成を図るとともに、都道府県

と市町村との情報の共有や幅広い関係者に対する情報提供を促進する。

　なお、水源地の森林の整備・保全を効果的・効率的に推進するため、林地荒廃の

発生と森林の管理状況等との関連性の評価手法を検討する。

8

Ⅰ



（２）森林整備のための地域における取組に対する支援

　適切な森林整備を通じて森林の有する多面的機能の発揮を図る観点から、森林施

業の集約化のための働きかけにつながる森林情報の収集その他の地域における活動

を確保するための支援措置を講じる。

（３）多様で健全な森林の整備　　

　健全な森林の育成のための間伐はもとより、長伐期林、育成複層林、針広混交林、

広葉樹林など、多様で健全な森林の整備を効率的に推進する。

　さらに、花粉発生源対策、竹侵入対策等里山エリアの抱える諸課題に対応するた

め、居住地周辺の森林の整備等を推進する。

（４）間伐等の推進

　森林吸収源対策として、これまでの間伐等推進３カ年対策に加え、水産・農業分

野との連携等により強力に間伐等を推進するとともに、森林所有者による自主的な

整備が進まない森林におけるモデル的な間伐等を実施する。

　また、路網の整備や高性能林業機械の導入等による条件整備を推進するとともに、

関係省庁と連携した公共関係工事への間伐材の利用促進や間伐材の用途開拓等に取

り組む。

（５）公的な関与による森林整備の推進

　森林所有者等が自助努力を行っても適正な整備が進み難い森林のうち、山地災害

防止、水源かん養等の公益的機能の発揮に対して要請が高く、その適正な整備が必

要な場合には、治山事業や独立行政法人緑資源機構により必要な整備を行うほか、

森林整備法人等が分収方式等により行う森林整備を推進する。その際、地域の実情

を踏まえ、長伐期化、複層林化など、多様な森林の整備を推進する。

　また、植栽が行われない伐採跡地については、その新たな発生を抑制しつつ、天

然更新を含めた更新を確保する対策を推進する。

　さらに、都道府県等が事業主体となって、効率的な整備を実施する手法を構築す

るモデル的な取組を支援するとともに、公的機関による森林整備を確保する効果的

な新手法の構築について検討する。
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　地域において、公益的機能の発揮を図るための適正な整備を特に必要としている

森林については、公有林化を推進する。

（６）路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率の作業システムの

整備、普及及び定着

　森林施業を効率的かつ効果的に実施するため、路網と高性能林業機械を組み合わ

せた低コスト・高効率な作業システムのモデルを開発・普及するとともに、モデル

林における現地研修等による人材育成等を実施する。

　作業路網について既存ストックの有効活用や複数年分の一括整備、林道の路肩幅

員等の縮減等により効率的な路網整備を着実に推進する。

　また、緑資源幹線林道により、地域の林道網の基幹となる林道の開設・改良を実

施する。

（７）優良種苗の確保

　森林整備の基礎資材となる優良種苗の安定的な生産・供給を図るため、地域の実

情や要望に対応した新品種の開発と生産体制の整備を実施する。

（８）花粉症対策の推進

　森林・林業面からの花粉症対策として、①新たなさし木生産技術の普及や組織培

養の手法を用いた増殖等による無花粉や少花粉スギ品種の苗木供給の拡大、②広葉

樹林や針広混交林へ誘導するための抜き伐りや雄花の量の多いスギ林の重点的な間

伐、③都市部への花粉飛散に影響している発生源地域を推定する調査等を推進する。

（９）省庁間連携による森林整備・保全の推進

　より効果的な森林の整備・保全と、その波及効果の増大を図るため、関係省庁と

連携して以下の事業を実施する。

①地球温暖化防止に向けた森林吸収源対策や、生物多様性の保全等、森林の多面的

機能を発揮させるための事業の具体化と着実な実施

②自然再生を目的として、水土保全等の機能が低下している森林や野生動物の食害

を受けた森林等において、郷土樹種の導入など森林環境の保全・整備を実施
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③森林の再生を目的に含む自然再生協議会への参画とその支援

④木質資源の有効利用を通じて森林整備を推進するための、公共事業や環境保全に

資する施設等への間伐材利用の促進

⑤海岸侵食や潮害等により白砂青松が失われつつある海岸における砂浜の復元や松

林の保全等の推進及び森林の整備・保全と漁場整備等の一体的な実施

⑥健全な水循環系の構築に向けた水源地域内の集落の生活排水対策、ダム湖の水質

浄化事業と連携した水源林整備の推進

⑦上下流一体となった総合的な流木災害防止対策等の推進

4　国土の保全等の推進

（１）保安林の適切な管理の推進

　水源のかん養、土砂流出の防備等の公益的機能の発揮が特に要請される森林につ

いては、保安林としての計画的な指定を推進するとともに、衛星デジタル画像等を

活用し、保安林の現況や規制に関連する情報を効率的に管理する体制を整備するこ

とにより、国有林と民有林を通じた保安林の適切な管理を一層推進する。

（２）国民の安全・安心の確保のための効果的な治山事業の推進

　豪雨、地震等による山地災害を防止し、これによる被害を最小限にとどめ地域の

安全性の向上に資するため、治山施設の設置等を推進する。また、ダムの上流の重

要な水源地や集落の水源となっている保安林等において、浸透・保水能力の高い森

林土壌を有する森林の維持・造成を推進する。

　治山事業の推進に当たっては、近年の山地災害の発生形態の変化を踏まえ、山地

災害の発生の危険性が高い地区の的確な把握を行うとともに、流域保全の観点から、

国有林と民有林を通じた計画的な事業の実施や、流木災害の防止対策等において砂

防事業等の他の国土保全に関する施策との連携を図る。

　また、山地災害危険地区に係る情報の提供等を通じて、地域における避難体制の

整備等との連携により、減災に向けた効果的な事業の実施を図る。
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（３）松くい虫等の病害虫被害対策等の総合的、効果的実施

　松くい虫被害対策については、保全すべき松林の重点化を図りつつ、被害のまん

延防止のための薬剤散布、被害木の伐倒駆除や健全な松林を維持するための衛生伐

を実施するとともに、その周辺の松林において、広葉樹等への樹種転換を推進する。

　研究・技術開発等については、抵抗性マツ品種の開発及び普及を促進するほか、

航空機により松くい虫被害木を確実かつ効率的に判別する手法を確立するための調

査を実施する。

　また、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌による「ナラ枯れ」被害対策につ

いては、従来の駆除措置に加えて予防措置を積極的に推進する。

　林野火災の予防については、全国山火事予防運動などの普及活動や、予防体制の

強化等を図る。

　また、各種森林被害の把握及びその防止のため、森林保全推進員を養成する等の

森林保全管理対策を地域との連携により推進する。

（４）野生鳥獣の生息動向に応じた効果的な森林被害対策の推進

　関係省庁の鳥獣保護管理施策と連携を図りつつ、野生鳥獣の生息状況に応じた広

域的かつ効果的な森林被害対策を推進するとともに、地域の実情に応じた各般の被

害対策を促進するための支援措置を行う。

（５）優れた自然環境を有する森林の保全・管理の推進 

　原生的な天然生林や貴重な野生動植物の生息・生育地等となる国有林について、

保護林に設定し、必要に応じて植生回復等の措置を講ずることによる適切な保全・

管理を推進する。また、野生動植物の種や遺伝的な多様性を確保するため、保護林

相互を連結してネットワークとする「緑の回廊」の設定を推進する。

（６）災害対策

　被災した治山施設や、災害により発生した荒廃地等のうち、国有林及び民有林直

轄治山事業の施工区域に係るものについて、直轄治山施設災害復旧事業、直轄治山

等災害関連緊急事業等により早期の復旧整備を図るとともに、これら以外のものに

ついては、早期の復旧整備を図るための所要の助成を行う。
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　また、被災した林道施設、山村環境施設については、林道施設災害復旧事業、災

害関連山村環境施設復旧事業により、早期の復旧を図る。

　平成１６年度の台風第１８号・第２３号及び平成１７年度に激甚指定された三宅島噴火災

による森林災害の早期復旧を図るため、被害木等の整理と跡地造林等を行う事業に

対して引き続き助成する。

5　国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進

（１）国民参加の森林づくり活動の促進

　「国民参加の森林づくり」を以下の取組を通じて推進する。

①全国植樹祭、全国育樹祭等の国土緑化行事、緑の少年団全国大会等の普及啓発活

動の支援

②企業、ＮＰＯ等の森づくり活動を促進するための、活動マニュアルの作成、研修

会の実施、活動フィールド情報等のネットワーク構築、地域や企業のニーズを踏ま

えた多様な森林づくりの企画の提案等に対する支援

③企業の森づくり活動を促進するための、企業の社会貢献ニーズ調査、企業の経営

者等を対象としたシンポジウムの開催、森づくり活動の評価手法の開発の支援

④ＮＰＯ等による里山林等の自然・文化体験活動の推進

⑤巨樹・古木林の保全管理技術など一般市民の緑化活動等への参加を促すための情

報の提供や普及啓発

（２）森林の多様な利用の推進

　森林環境教育活動や里山林の保全活動など、森林の多様な利用及びこれらに対応

した整備を進めるため、以下の取組を推進する。 

①森の子くらぶ活動やモデル学校林の設定などによる幅広い体験活動の機会の提供、

体験活動の場の整備の推進、森林管理署等における森林教室の開催等を通じた教育

関係機関等との連携の強化

②国民参加による森林整備事例の紹介、青少年等による森林ボランティア活動の促

進、林業後継者等に対する林業体験学習等の実施

③企画・調整力を持つ質の高い人材の育成、活動や施設等の評価基準の策定及び普
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及啓発、長期体験活動等のプログラム作り等の実施

④地域とボランティア、ＮＰＯ等との連携による居住地周辺の里山林の整備の支援

⑤里山林等の利用活動や保全・整備活動を推進する上下流が連携した取組に対する

支援、里山林の保全・利用の動向についての調査

⑥教育的な利用に供する森林・施設の整備や、森林づくりへの国民参加など、多様

な利用に対応した森林の整備の推進

⑦年齢や障害の有無にかかわらず全ての利用者が森林と触れ合えるよう配慮した、

国民に開かれた森林の整備

6　国民の理解の下での森林整備の社会的コスト負担の検討

　森林のもつ多面的機能の持続的な発揮に向けた森林整備の社会的コスト負担とし

ては、一般財源による対応のほか、国及び地方における環境問題に対する税・課徴

金等の活用、上下流間の協力による基金の造成や分収林契約、森林空間利用等にお

ける料金の徴収、森林整備等のための募金、ボランティア活動による対応など様々

なものがあるが、これらの対応により社会全体で森林整備を支えていくことの必要

性が広く国民に理解されるよう引き続き努める。 
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1　望ましい林業構造の確立

　林業の持続的かつ健全な発展を図るため、効率的かつ安定的な林業経営を担い得

る者を育成し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立する

ための施策を講じる。

（１）効率的かつ安定的な林業経営の育成

　経営規模の拡大、林業生産コストの低減を図るため、森林組合等の林業事業体に

よる施業の集約化を推進する。

　また、森林施業の集約化につながる森林情報の収集活動等に対する支援措置を講

じる。

　さらに、路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト作業システムの整備・普

及を併せて推進する。

　このほか、「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措

置法」に基づく金融・税制上の措置の活用、都道府県知事によるあっせん等の施策

を講じる。

（２）林業・木材産業構造改革の推進

　低コスト作業路の整備と高性能林業機械の導入等による効率的な林業生産体制の

早急な確立、特用林産物生産施設の整備等による担い手の定着促進などの措置を講

じる。

　また、木材加工流通施設や木質バイオマスエネルギー利用施設の整備等による木

材・木質バイオマスの利用とともに、木材産業の構造改革を推進する。

　さらに、雇用対策等による担い手となる人材等の育成と林業労働災害防止のため

の研修を実施する。 
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（３）森林組合による施業の集約化と組合改革の推進

　提案型施業の定着化を図るため、先進地研修及び地域での施業提案書作成の実践

などの施策を支援するとともに、森林施業の集約化を促進するため、林業経営相談

会の開催などの施策を支援する。

　また、森林組合の合併や経営基盤の強化のほか、中小企業診断士等の専門家によ

る指導など、組合の森林施業・経営能力の向上を図るための施策を推進する。

　さらに、森林組合系統の適正な組織・業務運営を確保するための検査を引き続き

実施する。

（４）森林国営保険の普及

　火災、気象災及び噴火災による森林の損害をてん補する森林国営保険の普及に引

き続き努める。

2　林業の担い手の確保・育成

　幅広い新規就業者の確保及び育成のため、就業環境の整備を行うとともに、意欲

ある林業後継者の技術の向上と地域のリーダーの育成を図る。

（１）林業就業者の確保・育成

　森林整備に必要な担い手の確保を図るため、森林の保全・整備に意欲を有する若

者等を対象として、「緑の雇用担い手対策事業」等により、林業の実施に必要な技

術・技能を付与するための実地研修を実施するとともに、林業作業体験等の講習や

職業・生活相談を実施する。

　また、効率的かつ多様な森林施業に精通したリーダーを育成するため、専門的な

知識・技術を習得させるための研修を実施する。

（２）林業経営を担うべき人材の確保・育成

　地域のリーダー的な森林所有者で組織する林業研究グループ等による森林所有者

に対する施業実施の働きかけや施業技術の現地実証等の活動に対する支援を実施す

る。

16

Ⅱ



　また、林業後継者を育成・確保するため、森林・林業関係学科高校生等に対する

インターンシップ、林業体験学習等を通じた森林施業の推進に関する普及啓発活動

を支援する。

（３）林業事業体の雇用管理の改善

　都道府県及び林業労働力確保支援センターによる事業体の経営指導、経営者等の

雇用管理研修、指導員の能力向上のための研修等を行う。

　また、林業事業体の雇用管理の改善に資する安定的な事業量の確保、収益性の向

上等を図るため、インターネットを活用した丸太等の全国規模の売買情報等のネッ

トワークの整備を行う。

（４）労働安全衛生対策の推進

　林業労働における安全衛生の確保を図るため、安全衛生指導員の養成、事業主を

対象とした安全管理手法等の指導、振動障害予防対策の促進、伐木作業技術の現地

研修会、高性能林業機械等の大型機械や高齢者の安全作業の現地研修・指導、蜂刺

されに関する知識及び危険性についての普及啓発等の事業を、近年の災害の発生状

況を踏まえつつ重点的かつ効果的に実施する。また、作業の安全を確保するために

開発すべき安全作業機械・器具等の開発・改良を実施する。

　一方、国有林野事業については、安全管理体制の機能の活性化、安全作業の確実

な実践等を徹底するとともに、職員の生活習慣病予防等の健康保持増進対策や心の

健康づくり対策を推進する。

（５）女性の参画及び高齢林業者の活動の推進

　女性の林業経営への参画を促進するための研修会開催等の支援を実施するととも

に、林業女性グループの活動やネットワーク化の促進を通じて、女性が林業経営に

参画、活動しやすい環境づくりを推進する。

　また、山村への回帰が期待される団塊世代等を対象とした所有森林の経営・管理

のための情報提供や研修等の支援、森林・林業を担ってきた高齢者の技術を伝承す

るための林業体験学習会の開催等への支援を実施する。
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3　地域資源の活用等による魅力ある山村づくりと振興対策の推進

　過疎化・高齢化が進展する山村の活性化を図るため、山村の主要な産業である林

業等の振興に加え、山村における所得機会の確保、都市と山村の交流、定住条件の

整備等の施策を推進する。

（１）地域の特色を生かした美しく住みよい山村づくり　

　森林等の地域資源を活かした異業種連携等によるツーリズム、特産物の開発など

新たなビジネス（森業・山業）の創出に向けた事業の試験運用・製品の試作、施設

の整備等を引き続き推進する。

　また、地域が主体となった里山エリアの再生を支援するため、地域が自ら設定した

目標・指標に基づき、居住地周辺の森林と居住環境基盤の整備を総合的に推進する。

（２）定住促進のための受け入れ体制の整備

　都市との交流や地域資源を活用した山村への定住促進モデルを構築するとともに、

山村活性化に資する人材の育成や、林業就業者等の山村への定住促進に必要な用排

水施設、防災安全施設等の生活環境の整備を実施する。

（３）森林と農用地の一体的整備

　農林業の振興による地域の維持と森林・農用地の公益的機能の発揮を図るため、

独立行政法人緑資源機構が水源林造成と一体として農用地等の整備を行う特定中山

間保全整備事業を計画的に実施するとともに、事業の実施に先立ち必要な調査を実

施する。

（４）山村振興対策等の推進

　「山村振興法」に基づき、都道府県による山村振興基本方針と市町村による山村

振興計画の作成及びこれに基づく事業の計画的な推進を図る。　　

　また、山村地域の産業の振興に加え住民福祉の向上にも資する林道の整備等に助

成するとともに、都道府県が市町村に代わって整備することができる基幹的な林道

を指定し、その整備に助成する。
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　加えて、山村振興法に基づく認定法人が取得する機械等の特別償却制度（機械

１１％等）を２年延長するとともに、振興山村の農林漁業者等に対し、農林漁業金融

公庫から長期低利の振興山村・過疎地域経営改善資金の融通を行う。

4　特用林産の振興

　きのこや山菜、木炭などの特用林産物は、農山村地域において貴重な収入、就労の

機会などをもたらし、林業の持続的発展及び農山村地域の活性化に重要な役割を果た

すものであることから、生産から消費に至るまでの振興に向けた施策を推進する。

（１）特用林産物の生産・供給体制の整備

　産地の特性に応じた特用林産物の供給体制の確立に向け、生産基盤の高度化、作

業の省力化、品質の安定化、販売体制の多様化等に対応した、生産、供給等の施設

を整備するとともに、竹材の利用促進に資する加工施設等の整備を推進する。

　また、特用林産物の優良生産地の事例調査の実施と、その普及等を推進する。

（２）適切な情報提供による需要の拡大と輸出促進

　消費者への品質・安全性等に関する適切な情報提供を推進するとともに、適正な

流通を確保するための調査や、全国的な利用の拡大に向けて必要となる竹製品、木

炭の統一規格の制定、その規格及び製品の普及等を実施する。

　また、乾しいたけ等の輸出を促進するため、生産体制の整備等を推進する。

5　過疎地域対策等の推進

　人口が著しく減少し、生活環境の整備等が他の地域より低位にある過疎地域及び

半島地域について、都道府県が市町村に代わって整備することができる基幹的な林

道を指定し、その整備につき助成する。

　また、過疎地域の農林漁業者等に対して長期低利の振興山村・過疎地域経営改善

資金を融通するとともに、過疎地域の定住条件の整備と農林漁業の振興等を総合的

に行う事業等に助成する。 
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1　木材の安定供給体制の整備

（１）生産・流通体制の整備

　木材供給体制の整備を図るため、全国１１のモデル地域において、川上・川下の事

業者が一体となって生産・流通・加工の各段階でのコストダウン、大ロットの安定

的な木材供給体制を確立する「新生産システム」を推進する。さらに、森林組合等

の林業事業体による森林所有者への積極的な施業提案による施業の集約化の推進、

路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト作業システムの開発・普及、供給可

能な原木量情報の取りまとめと需給のマッチング等により、木材安定供給体制の整

備を推進する。

（２）流域内、流域間の連携の促進

　民有林・国有林を通じた流域内の森林・林業・木材産業関係者及び上下流住民等

の連携・協力により、森林の流域管理システムの一層の推進を図るため、都道府県

境を越える圏域における流域間の住民や森林・林業・木材関係者が連携して取り組

む木材産地形成のための協定の締結、上下流市町村間の森林整備協定の締結や森林

環境教育活動等を支援する。

2　木材産業の競争力の強化

　木材の需要構造の変化を踏まえ、木材の供給量を確保するため、製材・加工の大

規模化や消費者ニーズに対応した製品開発等を推進するための施策を講じる。

（１）製材・加工体制の整備

　木材産業の構造改革を促進し、国際的に競争力のある地域材の供給体制を整備す

るため、①生産性・品質の向上等により外材に対抗できる競争力のある木材産地を

形成するために必要な乾燥施設等高次加工施設等の導入、②これまで利用が低位で
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あった曲がり材や間伐材等を集成材や木質ボード等として安定的に供給する加工施

設等の整備、③川上と川下が連携して製材工場の大型化、中小製材工場の協業化等

を推進し、低コストで品質・性能の確かな製品の安定供給を図るための木材加工流

通施設等の整備を実施する。

　さらに、事業者が経営の多角化等を図るための製材加工施設の導入とそれに伴う

設備廃棄に必要な資金の借入について利子助成を実施する。

　加えて、乾燥材や集成材等の品質・性能が明確な製品については、供給能力の向

上や資源の有効利用を図るために必要な機械設備のリース料の一部助成を実施する。

（２）消費者ニーズに対応した製品開発や供給・販売戦略の強化

　森林所有者から木材産業関係者、住宅生産者までの地域の関係者等が一体となっ

た「顔の見える木材での家づくり」の情報提供などにより普及を図る。

　また、住宅分野において地域材の新しい市場を開拓し、消費者ニーズに対応した

新たな製品・技術の開発と普及の支援を実施する。

　さらに、製品の供給に当たっては、品質管理を徹底し、乾燥等の品質及び性能の

明確な製品の安定供給を推進するとともに、ＪＡＳマーク等による品質及び性能の

表示を促進する。

3　消費者重視の新たな市場形成と拡大

　木材の新たな市場形成と需要の拡大を図るため、ターゲットに応じた戦略的な普

及、海外市場の積極的な開拓、木質バイオマスの総合的利用等を推進する施策を講

じる。

（１）企業・生活者等のターゲットに応じた戦略的普及

　木材に関心のある層の消費行動を実需に直結させるための働きかけや、新規需要

につながる無関心層の掘り起こしを行うためのキャンペーン活動、企業のニーズに

応じた情報提供やアドバイスなどを実施する。

　また、文部科学省や厚生労働省と連携し、展示効果やシンボル性の高い学校関連

施設や木製遊具などを整備することにより、木材利用を推進するとともに、市民や
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児童に対する木材利用に関する教育活動を促進するため、「 木  育 」の基礎となるプ
もく いく

ログラムの検討などを実施する。

　さらに、木材の需給に関する情報及び消費者ニーズの収集・分析・情報提供を行

い、消費者・需要者ニーズに対応した木材の迅速かつ円滑な供給を促進することに

より、木材の需給の安定を図る事業等を実施する。

（２）海外市場の積極的拡大

　国産材の海外市場の拡大を図るため、輸出先国の現地情報等の収集・提供、効果

的なＰＲ手法等の検討、国産材部材を用いたモデルルームや国産材製品の見本市等

への出展支援、現地の情報媒体を通じた国産材製品の宣伝普及を実施する。

（３）木質バイオマスの総合的利用の促進

　未利用木質資源の利用を促進するため、地域内の木質バイオマス供給者、利用者

等が連携した木質バイオマス利活用施設の整備を推進するとともに、民間企業等か

ら提案された新たな取組を実践し、木質バイオマスを総合的に利用するモデルを構

築するほか、ペレットの規格化と普及を推進する。また、国産木炭等の普及促進を

図るため、消費者等を対象とした説明会の開催等を推進する。

4　適切な木材貿易の推進

　ＷＴＯ交渉においては、持続可能な開発を実現する観点から、地球規模での環境

問題の解決・改善に果たす森林の役割、再生可能な有限天然資源としての森林の特

徴に配慮し、各国における持続可能な森林経営の推進に資する貿易のあり方が議論

されるべきとの基本的考え方に基づき交渉に臨む。

　各国との経済連携協定（ＥＰＡ）／自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉に当たっては、

国内農林水産業への影響を十分踏まえ、「守るべきもの」は「守る」という考え方

のもと、個別品目の事情に応じて対応するとともに、交渉を通じて持続可能な森林

経営、地球環境の保全への取組の推進等に資するよう努める。 
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1　研究・技術開発等の効率的・効果的な推進

　森林、林業及び木材産業分野の研究・技術開発や林木育種に関する戦略を踏まえ、

国、独立行政法人が都道府県の試験研究機関、大学、学術団体、民間企業等との産

学官連携の強化を図りつつ、研究・技術開発を効率的かつ効果的に推進する。また、

研究・技術開発の成果については、達成目標に照らして評価を行う。

（１）試験研究の効率的推進

　独立行政法人森林総合研究所において、地球温暖化対策に向けた研究、森林と木

材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究、社会情勢変化に対応し

た新たな林業・木材利用に関する研究、新素材開発に向けた森林生物資源の機能解

明に関する研究及び森林生態系の構造と機能の解明に関する研究を実施する。

　効率的な研究及び成果の活用を図るため、独立行政法人森林総合研究所が主導的

な役割を担いつつ、都道府県の試験研究機関、民間団体等と連携して試験研究を推

進する。

　森林吸収源に関しては、基礎的研究のほか新たに京都議定書次期約束期間におけ

る森林吸収量の計上方法等についての研究を推進する。

（２）林木育種の効率的推進

　林木の新品種開発については、安全で快適な国民生活の確保や多様な森林整備に

資するため、花粉症対策に有効な品種、地球温暖化防止に資する品種、国土や自然

環境の保全等及び林産物供給機能の向上に資する品種の開発を進める。

　また、絶滅危惧種や天然記念物等の貴重な林木の遺伝資源の収集、保存及び特性

評価等を推進する。

　これらの林木育種の推進に当たっては、林木育種戦略に基づき、多様化・高度化

する国民ニーズに対応するため、独立行政法人森林総合研究所が中核となり、都道

府県、大学等関係機関との緊密な連携の下に効果的、効率的な実施を図る。
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（３）森林・林業・木材利用に関する技術の開発

　森林整備の低コスト化を図るため、①長伐期化等多様な森林整備に対応した大径

材を処理できる高性能林業機械等の開発、②地形・林分条件など地域特性に適した

作業システムに対応できる高性能林業機械等の改良、③低コスト・効率的なバイオ

マス収集・運搬システム及びそれに必要な収集・運搬機械の開発、④間伐に伴って

発生する未利用材や土場残材の活用を支援するコストシミュレーションソフトの開

発のためのデータ収集、⑤効率的な植栽作業を可能とする新たな育苗・造林技術の

開発、⑥産学官の英知を結集し、効率的な森林整備等を推進するための提案公募型

の技術開発を実施する。

　また、木材の有効利用や木材利用の高度化を図るため、提案公募型により民間企

業等が行う地域材の利用拡大を推進する技術開発の支援、地域材を利用した低コス

ト木製ガードレール等の開発を推進する。

　さらに、木材の新用途の創出のため、木材をリグニンとセルロース系成分に分離

し、リグニン成分を用いた付加価値の高い製品を製造する技術の開発を推進すると

ともに、輸送用燃料への利活用のため、木質バイオマスからのエタノール製造技術

の開発の加速化に向け、低コストで最適な製造システムの設計を行う。

2　効率的・効果的な普及指導の推進

　国と都道府県が共同した林業普及指導事業を実施することにより、都道府県間の

均衡のとれた普及指導水準を確保するため、林業普及指導員の資格試験を行うほか、

普及指導員の配置、普及活動に必要な機材等の整備等に必要な経費等について林業

普及指導事業交付金を交付する。

　また、地域が一体となった森林の整備及び保全や林業生産活動を推進するため、

地域の指導的林業者や施業等の集約化に取り組む林業事業体等を対象とした重点的

な普及活動を、林業普及指導事業等を通じて効率的かつ効果的に推進する。

　さらに、林業研究グループへの支援のほか、インターネットを活用した支援体制

や林業普及指導員を対象とした研修の充実、外部評価制度の導入等を図る。 
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1　開かれた国民の森林の推進

　公益的機能の維持増進を旨とする管理経営を推進するとともに、適切で効率的な

事業運営の確保を図る中で、開かれた「国民の森林」の実現に向けた取組を引き続

き推進する。
　

2　公益的機能の維持増進を旨とする管理経営の推進

　国土保全等の公益的機能の高度発揮に重要な役割を果たしている国有林野の特性

を踏まえるとともに、多様化する国民の要請に適切に応えるため、森林・林業基本

計画に従い、以下の施策を着実に推進する。

　その際、流域の実態を踏まえながら、民有林施策と国有林野事業が一体となって

地域の森林整備や林業・木材産業の振興を図るため、森林の流域管理システムの下

で民有林との連携を推進する。
　

（１）森林計画の策定

　「国有林野の管理経営に関する法律」に基づき、国有林野の管理経営に関する基

本計画に即して、３２森林計画区の地域管理経営計画を策定する。また、「国有林野

管理経営規程」に基づき、国有林の地域別の森林計画及び地域管理経営計画に即し

て、３２森林計画区の国有林野施業実施計画を策定する。
　

（２）健全な森林の整備の推進

　森林の流域管理システムの下、山地災害の防止、水源かん養等の水土保全機能の

発揮、自然環境の保全・形成、保健・文化及び教育的な森林の利用、森林資源の循

環利用を推進する基盤となる森林の整備を、それぞれの森林に適した路網の整備を

含めて、森林環境保全整備事業により効果的に実施する。

　また、山村振興に寄与するため、山村地域における定住条件の改善や都市との交

流等を促進する。
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　特に、地球温暖化の防止、国土の保全等の森林のもつ公益的機能の高度発揮や国

民のニーズに応えた多様で活力ある森林整備を一層推進する観点から、間伐の集中

的な実施や針広混交林化等を促進するための森林整備を推進する。

　これらの森林の整備に係る経費の一部について、一般会計から繰入れを行う。

（３）森林の適切な保全管理の推進

　公益林については、公益的機能をより一層発揮させるための管理経営を推進し、

この保全管理に要する経費、並びに、保安林等の保全管理、国有林の地域別の森林

計画の樹立、保安林の指定・解除等、森林・林業に関する知識の普及及び技術指導

に要する経費の一部につき一般会計からの繰入れを行う。

　原生的な天然生林や野生動植物の生息・生育地等の国有林については、生物多様

性の保全等の観点から、保護林や保護林相互を連結してネットワークとする「緑の

回廊」の設定を推進するとともに、貴重な野生動植物や保護林の状況を的確に把握

し、必要に応じて植生の回復等の措置を講ずる。また、天然生林における生物多様

性を含めた適切な管理経営を実施するため、希少野生動植物種に関する情報の蓄

積・共有化システムの整備、保護林におけるモニタリング調査の実施など体系的な

管理を推進する。

　さらに、世界自然遺産に登録されている「屋久島」、「白神山地」及び「知床」の

保全対策並びに世界文化遺産と一体となった景観を形成する森林の景観回復対策を

講じる。

　加えて、国有林野内に生息又は生育する国内希少野生動植物種の保護を図る事業、

森林生態系保護地域バッファーゾーンにおける普及活動を促進する事業、ＮＰＯ等

と連携した自然再生推進のための事業等を行う。

　このほか、林野火災、廃棄物の不法投棄等の森林被害については、未然防止のた

めの森林保全巡視を行うとともに、地域の自治体、警察、ボランティア等と連携し

た清掃活動等を実施する。

　また、天然生林の適切な保全管理及び植生の保全・回復を入込者への指導等の強

化や巡視等により行い、これに要する経費について、一般会計からの繰入れを行い、

国民の負託に応えた国有林野の管理経営を適切に実施する。
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（４）国有林野内の治山事業の推進

　集中豪雨や地震等により著しく森林の水土保全機能が低下した流域において、近

接する民有林と国有林を一体とした治山計画による総合的な治山対策の実施や、治

山事業と砂防事業の連携による総合的な流木対策の実施を推進する。

　また、多様な災害の発生状況等に応じた、山地災害の未然防止や、保安機能の低

下した奥地水源地域や荒廃森林において、広葉樹の導入による育成複層林への誘

導・造成など治山事業による森林整備を実施する。

（５）国民による積極的な利用の推進

　管理経営の透明性の確保を図るため、情報の開示や広報の充実を進めるとともに、

森林計画の策定等の機会を通じて国民の要請の的確な把握とこれを反映した管理経

営の推進に努める。

　体験・学習活動の場としての「遊々の森」の設定・活用を図るとともに、学校、

ＮＰＯ、企業等、多様な主体と連携して森林環境教育を推進する。

　また、ＮＰＯ等による森林づくり活動の場としての「ふれあいの森」や、伝統文

化の継承等に貢献する「木の文化を支える森づくり」、企業の社会貢献活動として

の「法人の森林」のほか、新たにＮＰＯ等による協働型の「知床自然の森林づく

り」に取り組むなど国民参加の森林づくりを推進する。

（６）林産物の供給

　適切な生産・販売により持続的かつ計画的な木材の供給に努めるとともに、森

林・林業基本計画の下、民有林・国有林が連携して行う地域材の安定供給体制の構

築に取り組むこととし、システム販売の推進や低コスト作業システムの開発・普及

に努める。

　また、民間事業者の能力を活用しつつ効果的な事業運営を図るため、引き続き収

穫調査の委託、民間市場への販売の委託を推進する。
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（７）国有林野の活用

　国有林野の所在する地域の社会経済的状況、住民の意向等を考慮して、農林業の

構造改善、地域における産業の振興、住民の福祉の向上に資するよう、貸付け、売

払い等による国有林野の活用を積極的に推進する。　　　

　さらに、「レクリエーションの森」について、民間活力を活かしつつ、利用者の

ニーズに対応した施設の整備や自然観察会等の開催、レクリエーションの場の提供

等を行うなど、その活用を推進する。

3　適切で効果的な事業運営の確保

　簡素で効率的な組織機構の下で、伐採、造林等の実施行為を民間事業者に委ねる

等により、必要最小限の職員数で効率的に事業を実施する。 
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1　国際対話への参画及び国際会議の開催等

　世界における持続可能な森林経営に向けた取組を推進するため、国連森林フォー

ラム（ＵＮＦＦ）などの国際対話に積極的に参画・貢献するほか、関係各国、各国

際機関等と連携を図りつつ、国際的な取組を推進する。とりわけモントリオール・

プロセスについては、平成１９年１月からカナダ政府に代わり日本が事務局を務めて

いることから、現在行っている指標の見直しのほか、他の国際的な基準・指標プロ

セスとの連携・協調の促進等についても積極的に貢献する。

　また、国連森林フォーラムにおいては、世界の森林の持続可能な経営を推進する

ために地域レベルでの取組を強化する方向であり、アジア地域における持続可能な

森林経営の推進に向けた課題解決のため、国際専門家会合を開催する。

　さらに、我が国がインドネシア政府と共同で提唱したアジア森林パートナーシッ

プ（ＡＦＰ）の枠組みの下で、参加パートナーとの対話・連携を図りつつ、アジア

地域における違法伐採対策、森林火災の予防、荒廃地復旧・再植林等の取組を推進

する。
　

2　国際協力の推進

　開発途上国等への技術・資金協力及び違法伐採対策、持続可能な森林経営への取

組を推進する。
　

（１）開発途上国の森林保全等のための調査及び技術開発

　アフリカなどの難民キャンプ周辺地域における森林等の保全・復旧活動の実施、

インド洋津波等被災地域における災害防備機能に着目した森林施業・管理体制の確

立及びシベリア・極東地域における持続可能な森林経営の推進体制強化等に支援・

協力する。

　また、違法伐採等の所在や規模の把握及びその対策の効果等の定量的な予測を行

うための計量モデルの開発等を行う。
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（２）二国間における協力

　国際協力機構（ＪＩＣＡ）を通じ、専門家の派遣、研修員の受入れ、機材の供与

や、これらを柔軟に組み合わせた技術協力プロジェクト及び専門家の養成と確保を

実施する。また、開発途上地域の森林管理計画の策定等を内容とする開発調査を実

施する。

　開発途上国からの要請を踏まえ、無償資金協力において、植林及び保育等のため

の役務等に対する供与のほか、実施に向けた調査をＪＩＣＡを通じて行う。また、

国際協力銀行（ＪＢＩＣ）を通じ植林案件に対する円借款による支援を検討する。

　日韓農林水産技術協力委員会及び日中農業科学技術交流グループ会議による技術

交流を推進する。

（３）国際機関を通じた協力

　国際熱帯木材協定の実施機関である国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）への拠出を通

じ、持続可能な森林経営及び違法伐採対策を推進するため、木材貿易情報システム

確立のための事業等に対する支援を行う。　

　国連食糧農業機関（ＦＡＯ）への拠出を通じ、開発途上国の森林の減少・劣化に

対処するため、共通した森林経営の「基準・指標」を設定し、アジア諸国の持続可

能な森林経営の進捗状況について客観的にモニタリング、評価及び報告を行う活動

を支援する。

　我が国の民間団体等が行う中国への植林協力を推進するため、日中民間緑化協力

委員会を通じた協力を支援する。

（４）民間の組織を通じた国際協力への支援

　民間団体を通じ、民間植林ネットワークによる情報提供や、小規模モデル林の造

成等海外植林活動の促進を支援する。

　日本ＮＧＯ支援無償資金協力制度及び草の根・人間の安全保障無償資金協力制度

等により、我が国のＮＧＯや現地ＮＧＯ等が開発途上国で行う植林、森林保全の協

力活動に対し助成する。 
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3　地球温暖化問題への国際的対応

　京都議定書目標達成計画で定められた、クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）等の

京都メカニズムの計画的な推進のため、ＣＤＭ植林に関する人材育成、情報整備、

技術マニュアルの作成等を引き続き実施することにより、民間事業者等によるＣＤ

Ｍ植林プロジェクトの実施促進を図る。

4　違法伐採対策の推進

　二国間、地域間、多国間協力を通じて、木材追跡システムの開発、合法木材の普

及啓発等のプロジェクトを支援するなど、違法伐採対策を推進する。また、違法伐

採対策を講じた場合の効果等を定量的に予測するためのモデルを開発する。

　加えて、合法性、持続可能性の証明された木材・木材製品の供給を行う木材関連

業界の取組に対する支援を行うとともに、地方公共団体や民間企業等に対して「違

法に伐採された木材は使用しない」ことの重要性について普及啓発等を実施する。
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